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調査の趣旨と目的

現在、既存のガソリン車のエンジンを電気モーターに交換し、またガソリンタンクに替えて電池

を設置する事によりＥＶ化するコンバージョンＥＶをはじめ、初度登録前のガソリン車の改造を行

った新車ＥＶなどの、いわゆる改造ＥＶに取り組む事業者が増えてきている。

これら改造ＥＶは事業には様々な企業、産業が関わること、また地域の研究機関、大学などが関

与する事などにより、地域ごとに固有の、特徴ある車両が製造されている。また、これらの事業に

は地域産業の育成の観点から地方自治体が関わっている事例も多々見受けられる。本調査報告書に

おいては、これらの改造事業の現状や課題を分析する事によって、次世代自動車振興センターの電

気自動車普及促進業務の強化を図る事を目的としている。

また、以上の調査結果を踏まえ、国内外における改造ＥＶ取組の実態ならびに市場性に関しても

分析・整理を行い、体系化することにより今後の導入補助金制度の政策策定や普及啓発に役立てる

ことを目的とする。

（この調査報告書は、経済産業省のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金により実施、

作成したものである。）
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1. 日本国内における改造 EV のスペック等の実態調査

従来のガソリン車をベースとしたＥＶへの改造が国内各地で行われている。多くの場合は自動車整

備事業者が事業拡大して実施しており、自社にて独自に開発を行っている。これら一部の企業には、

地元の大学や高専などによる技術協力により実施しているケースも見られる。また、地方自治体が産

業振興支援としてインセンティブの制度を設けたり、自治体傘下の技術センターなどが独自に技術指

導を実施している例なども見られる。これらの全国各地の改造ＥＶに関わる動向を整理した。

国内で行われている改造ＥＶ（新車登録前の車両を改造する新車ＥＶも含む）の開発・製造・販売

に関わる実態を調査すると共に、開発・販売されている車両のスペックなど特徴を整理した。また、

今後の導入・普及を踏まえて販売に関わる現状（販売価格・販売ルートなど）について、関係者への

ヒアリングならびにアンケート調査を行った。

【本調査対象の改造 EV について】

  「改造ＥＶ」とは、下図に示す様に、大きく２つのパターンに分類される。本調査で対象とする「改

造ＥＶ」について、以下に定義を示す。

●改造ＥＶ車両としてナンバーの初度登録を行ったクルマで、いわゆる「新車改造ＥＶ」。

●エンジン車としてナンバー登録を受けているクルマの駆動系をＥＶ化した「コンバージョンＥＶ」。

今回実態調査した EV 製造事業者の中には、一人ないしは二人乗りの、いわゆる超小型（マイク

ロ）ビークルだけを手掛けている事業者もあり、本調査では、これらマイクロビークルも「新車

改造 EV」に含めている。

図 1.1 調査対象の「改造 EV」の定義（イメージ）
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  全国の主な改造 EV 事業者と開発・製造車両の概要を一覧に整理し、表 1.1-a～c に示す。下表において EV・PHV タウンにおける取組には「   と」

表記している。

               表.1.1-a 国内の主な改造 EV 関連事業者（その１：愛知県・愛媛県・大阪府・神奈川県）     ［県のならびは 50 音順］

愛知県 愛媛県 大阪府 神奈川県

事業者名 イーブイ愛知(株)
愛媛県

EV 開発センター

トリトン EV

テクノロジー(株)
(株)EV ジャパン NTN(株) (株)TGMY

マイクロ・

ビークル・ラボ(株)
(株)淀川製作所

(株)オズコーポ

レーション

事業概要

( )内は設立

年月

改造 EV の製造・

販売、改造 EV の

部品の開発・製造、

改造 EV の付帯関

連一切の業務

(2011.3)

改造電気自動車ビ

ジネスプロジェク

ト、改造電気漁船

ビジネスプロジェ

クト、電動バイク

EV（電気自動車）

にかかわる VCU

（ヴィークルコン

ト ロ ー ル ユ ニ ッ

ト）の開発製造及

びコンバージョン

EV 事業

(2011.6)

自動車整備業のあ

らたなネットワー

ク を 展 開 し て 、

EV 改造事業を推

進。自動車整備業

者 8 社により法人

化。(2011.2)

軸受、等速ジョイ

ント、精密機器商

品などの製造・販

売(1918.3)

各種バッテリ・関

連品の販売・輸出

入事業、システム

等の開発支援、製

造事業、自動車を

含む車両運搬具の

部品など。

(2006.8)

リチウムイオン電

池の販売、リチウ

ムイオン電池モジ

ュールの製造・販

売、電動車両の販

売・開発業務の受

託、蓄電技術に関

するコンサルティ

ング(2005.4)

板金加工、機械加

工、レーザー加工

を用いて、

金型加工、試作品

加工等を行う。

(1961.4)

車 両 電 装 品 、 企

画・販売・卸売

既存の車両を、ア

イ ド リ ン グ ス ト

ッ プ 機 能 な ど を

持たせ、環境対応

車へ改造。

(1992.11)

EV に関わる

取組み

・名古屋市館内では

初の軽自動車 EV

を 製 造 。 中 古 車

EV 改造に取り組

む。

・県は、EV 改造軽

ト ラ ッ ク の み か

ん 農 園 な ど で の

利用を検討

・2010 年電源立

地 地 域 対 策 対 策

交 付 金 に よ り 、

様 々 な 計 測 シ ス

テム、解析システ

ムを導入

・渦潮電機株式会社

が、2011 年 4

月に、旧株式会社

ゼ ロ ス ポ ー ツ の

EV 事業を買収し

た後、設立。ゼロ

ス ポ ー ツ の 進 め

て い た コ ン バ ー

ジョン EV 事業

を継承し、EV－

ECU 技術の更な

る 技 術 開 発 を 行

う。

・ＥＶ改造やＥＶ販

売 ネ ッ ト ワ ー ク

の 参 画 を 呼 び 掛

けている

・改造キット販売

・会員に改造記述指

導提供

・農業用三輪車も改

造

・インホイールモー

タ シ ス テ ム と ワ

ンモータ EV 駆

動 シ ス テ ム の 独

自開発

・国内外に広いネッ

トワークを持つ

・IWM-コミュータ

ー)、EV コミュー

ター等。

・EVHimiko のオー

ダ ー メ イ ド 受 付

開始。

・独自の EV 開発を

行う。

・リチウムイオン搭

載 一 人 乗 り 高 性

能 EV「コンボイ

８ ８ － Li 」 を 開

発。

・構成のリチウム電

池 を 使 っ た EV

独自開発。

・モノづくりの街と

し て 栄 え た 守 口

市 の 地 場 産 業 の

再生・活性化を目

指し、4 社共同で

EV 開発。大阪府

の 地 場 産 業 へ の

補助金を受け、奈

良 の イ ベ ン ト 向

けに作成。

・EV 改造

・スモールハンドレ

ッドに参画。

・独自の工夫を加え

た高性能 EV 改

造車開発。

・4 種類のコンバー

ジ ョン キ ッ ト販

売。

改造車種・独

自開発車例
ビート REV EV-1 ローバーミニ EV キャリィ IWM-

コミューター
TGMY Himiko コンボイ８８－Li」 Meguro

Honda シティ

・カブリオレ

（各社のホームページをはじめ公開情報を元に、㈱ユニバーサルエネルギー研究所が作成）

EV・PHVT

EV・PHVTEV・PHVT EV・PHVT
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               表.1.1-b 国内の主な改造 EV 関連事業者（その 2：神奈川県・京都府・群馬県・静岡県）     ［県のならびは 50 音順］

神奈川県 京都府 群馬県 静岡県

事業者名 (株)シムドライブ
(株)ケイビー

マシニング

(株)フラット

フィールド

常陸オート(株)

亀岡支店

(株)ショーダ

クリエイティブ
NPO 法人 HSVP

(株)タカエンジニ

アリング
㈱TAKAYANAGI

(株)タジマモーター

コーポレーション

事業概要

( )内は設立

年月

電 気 自 動 車 の 研

究・開発、EV 用

イ ン ホ イ ー ル モ

ーター他 EV 用部

品の研究・開発、

EV 開発に関する

コ ン サ ル テ ィ ン

グ、EV 基盤製造

サ ポ ー ト

(2009.8)

大型精密機械部

品製造 、大型マ

シニングセンタ

ー・大径長尺ＮＣ

旋盤保有 、原子

力炉心部品加工

等

低 公 害 車 の 研 究

開発・製造、

電 気 自 動 車 の 開

発、製造、

エ ン ジ ン ベ ン チ

実 験 用 設 備 の 設

計製作、

ガス燃料発電の

開発(1995.1)

民間車検指定工場

と し て 自 動 車 整

備・新車・中古者

販売を行う常陸オ

ートの亀岡支店。

軽自動車とコンパ

クトカー中心の販

売、整備。

(2002)

ホ イ ー ル 中 心 と

し た 各 自 動 車 部

品の製造、販売。

主に MINILITE ホ

イ ー ル の 販 売 が

中心。

(1961.12)

浜 松 地 域 の 大 学

や 企 業 が 中 心 と

なり発足。中小企

業 と 連 携 す る こ

とで、超小型電気

自 動 車 の 開 発 と

普及を目指す。

（2007）

省 力 化 機 械 、 家

電・医療機器、日

用品・アイデア商

品、FRP パーツ、

ソフトの開発・設

計・製作。カワサ

キ モ ー タ ー ス ジ

ャ パ ン ド リ ー ム

プ ラ ス 正 規 取 扱

い店。

3 次元モデリング

データ作成、モデ

ル作成、木型製造

そして試作品製

作までのトータ

ル体制を構築。

NPO 法人 HSVP

を立ち上げた。

電 気 自 動 車 の 企

画・設計・製造・

開発業務全般。販

売他

(1983.12)

EV に関わる

取組み

・インホイー ル型

EV 改造、開発

・ベネッセ、ガリバ

ー、 慶応大学な

どに よ る 協力 企

業

・2011 年 3 月、

開発 第 一 号車 の

SIM-LEI 発表。

・廃車予定だったス

ズキ・マイティボ

ーイを EV 改造。

・EV 改造自動車製

造、販売

・EV 改造 技 術指

導・提供

・改造キットの販売

・リチウムイオンバ

ッテリ搭 載バス

を青森県七戸町、

早稲田大 尾学に

納入。

・青森県七戸町にお

いては、我が国最

初の EV 路線バ

スとして、年間約

6 万 km の運行

実績がある。

・廃車寸前の 1983

年製スズキマイ

ティボーイを EV

改造。

・EV 改造技術指導

・改造した電気自動

車の販売・リー

ス、改造用キット

も販売予定。

・他に類を見ない超

小型電 機自動 車

TTI の開発。

・ミニライト EV ユ

ニット を利用 し

た低速 巡回走 行

型八輪 EV コミ

ュニテ ィバス 開

発。

・モータ、バッテリ、

コントローラ、フ

レーム、ボディカ

ウルを開発

・原付自転車（四輪）

規 格に 準 拠 する

車両を開発

・EV パーツの商品

開発を通じた、人

材 育成 と 技 術伝

承。

・改造車加工

・エンジン部だけを

モ ータ に 反 感す

るのではなく、エ

ンジン、変速機、

デフを取り 2 個

の モー タ で 食説

駆 動す る コ ンバ

ー ト方 式 を 導入

（特許申請中）

・独自開発

・超小型電気自動車

原付 1 種 4 輪の

ミルイラを生産。

密 閉型 デ ィ ープ

サ イク ル バ ッテ

リー（鉛）を使用

・独自開発

・独自の EV 開発

・北海道上川郡新得

町に Ev 緩急施設

を持つ。EV の弱

点 とさ れ る 管領

時 の性 能 低 下に

関する研究、試験

を実施中

・e-runner ミニス

ポーツ、エブリィ

など。

改造車種・独

自開発車例
SIM-LEI

スズキ・

マイティボーイ 七戸町納入バス マイティボーイ μ‐TTI T-3 ローバーミニ EV Miluira エブリィ

（各社のホームページをはじめ公開情報を元に、㈱ユニバーサルエネルギー研究所が作成）

EV・PHVTEV・PHVT EV・PHVT
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     表.1.1-ｃ 国内の主な改造 EV 関連事業者（その 3：千葉県・東京都・富山県・新潟県）  ［県のならびは 50 音順］

千葉県 東京都 富山県 新潟県

事業者名 ㈱エジソンパワー 昭和飛行機工業㈱
(有)タケオカ自

動車工芸

(株)東京アール

アンドデー

100Zero

（㈱百家堂）

(株)ゼットエム

ピー
(株)光岡自動車 EVhonda(株)

事業概要

( )内は設立

年月

リチウムポリマ

ー電池の開発、

製造。

電気自動車を始

めとする、電気

トラック、電気

バイクの製造、

販売

(1991.11)

航空コンテナな

どを含む、航空

機 用 機 器 の 製

造、販売。

給油車やタンク

トレーラーなど

の 作 業 車 の 販

売。

(1937．6)

小 型 自 動 車 製

造。小型 EV、

障碍者用 EV な

ど独自の EV 車

製造・販売

(1982. 10)

研究用車両や競

技用車両などの

車両開発。また

国内外の車両メ

ーカーからの委

託開発。自動車

用 構 造 部 品 な

ど。

(1981.9)

電 動 車 両 の 製

造。販売ほか。

人材教育、経営

コンサルティン

グの㈱百家堂の

電気自動車推進

事業。

(2008.7)

人間共生型ロボ

ットを開発。次

世代自動車の開

発用プラットフ

ォーム、リチウ

ムイオン電池シ

ステム等研究開

発。

(2001.1)

国産・輸入自動

車販売・設計・

製造。国内第 10

位の自動車メー

カー。

(1979.1)

EV 事業全般、電

気 の り も の 製

作・反版、てづく

り 電 気 自 動 車 製

作・販売、EV 関

連改造指導、EV

改 造 キ ッ ト 製

作・販売

EV に関わる

取組み

・大容量リチウム

ポ リ マ ー バ ッ

テリ輸入販売。

・将来的に、国内

で の 生 産 を 計

画。

・日本文理大学と

技術提携、EV、

EV トラック開

発

・電動マイクロバ

スを生産。一充

電 走 行 距 離

120 ㎞。

・早稲田大学と非

接 触 充 電 シ ス

テムを開発・実

証。

・1996 年より北

陸電力と EV の

共同開発。

・日本発の実用的

な 福 祉 型 小 型

EV「フレンド

リー・エコ」を

発売。その他、

アピー、ミリュ

ーR、ルーキー、

REV、U ランド

・東京電力の依頼

を受け、1991

年 に ニ ッ ケ ル

カ ド ミ ウ ム 電

池 を 搭 載 し た

IZA を開発。

・ ス ク ー タ ー や

EV バスのほか

に、EV トラッ

クなど、改造車

両 の 用 途 拡 大

の 実 証 な ど に

も 積 極 的 に 取

組んでいる。

・国産軽自動車マ

ニ ュ ア ル ミ ッ

ションを EV 改

造。

・自社店舗に設置

した EV 専用充

電 設 備 を 一 般

に無料開放。

・ 非 常 用 電 源 販

売。

・二次電池のコス

ト パ フ ォ ー マ

ン ス の 最 適 解

よ り 超 小 型 電

気自動車開発

・(株)エイチアイ

と提携、業務用

機械自動化・省

力 化 の ラ イ セ

ンス供与。

・2010 年 4 月

に EV「ライク」

を 発 表 。

i-MiEV の光岡

版。

・全国に８つの直

営 シ ョ ー ル ー

ムと 14 の販売

特約店がある。

・スモールハンド

レッド運動推進

者 本 田 氏 が 経

営。

・日本スモールハ

ンドレッド協会

協賛。

・EV 改造指導実績

多数。

・改造 EV 実践の

場（EV ステーシ

ョン）設置。

・充電設備設置推

進。

改造車種・独

自開発車例
EV エコロン WEB-1 フレンドリー・エコ 九州電力 EV バス EV 改造軽自動車

RoboCar® MEV ライク 改造ＥＶアルト

（各社のホームページをはじめ公開情報を元に、㈱ユニバーサルエネルギー研究所が作成）

EV・PHVT EV・PHVT
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1.1 国内の EV 改造関連企業（公開情報を元にした取りまとめ）

国内では、従来のガソリン車をベースとしたＥＶへの改造事業が国内各地で行われている。多

くの場合は自動車修理事業者がその延長の事業として実施しており、自社にて独自に開発を行っ

ている。ガソリン車をベースとして、創意工夫を凝らしつつ観光利用や業務など多様な用途を想

定した車両を製作している。

また、一部には地元の大学や高専など教育機関・研究機関による技術協力により実施している

ケースも見られ、地域ごとに多様な取り組み体制がみられる。また、改造事業に地方自治体が自

ら取り組んでいる例なども見られる。これらの全国各地の改造ＥＶに関わる動向を整理する。

（注意：各社の改造事業の状況については公開資料・HP をベースに取りまとめたものであり、最新の

情報ではない可能性があるので注意を要する。なお写真については、各社の公開情報より転載

しており、㈱ユニバーサルエネルギー研究所が独自に取材した写真については、出典は記載し

ていない。）

（１）愛知県：2 社

①イーブイ愛知㈱

【会社概要/事業概要】
本社   〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 4-2-9
工場   〒496-0803 津島市今市場町 3-1-1（今吉自動車販売）
設立   2011 年 3 月
資本金  500 万円
事業内容 コンバージョン EV の製造および、販売・コンバージョン EV の部品の開発・
製造および、コンバージョン EV の付帯関連する一切の業務

【EV 改造事業】
●EV 生産の現状

ガソリン車をベースとした改造を行っている。
●特徴

名古屋管内では初の軽自動車 EV を製造。二酸化炭素削減のため、中古車自動車のコン
バージョン EV の取り組みを始めた。受注実績は、未だなし。

●その他
独自で EV 開発を行っている。

【製造 EV 車両】

図.1.2 ホンダビート REV



(株)ユニバーサルエネルギー研究所           6

②㈱プロスタッフ

【会社概要/事業概要】
本社   〒491-0083 愛知県一宮市丹羽字大森 25 番地 1
一宮 EV センター 〒491-0201 愛知県一宮市奥町字向神田 51 番
設立   昭和 27 年 12 月
資本金  15,000 万円
事業内容 カー用品の製造及び販売

【EV 改造事業】

●EV 生産の現状
平成 20 年に EV 事業部を設置し、平成 22 年に一宮 EV センターを開設した。電動

バイクのブランド「プロッツァ」を開発し、製造・販売している。ミレットのバッテリ
ーはディープサイクル鉛蓄電池の密閉式メンテナンスフリー型で容量は 12Ah、モータ
ーはブラシレス電動モーターで定格出力 350W。車体本体価格\138,000 と、専用充
電器\18,900 でカラーバリエーションが豊富。

●特徴
ペダル（人力アシスト）により、バッテリー切れやパワー不足などを解消した。若い

人が注目しそうなイメージ・カラーを採用している。

【製造 EV 車両】

中国工場で部品製造・調達し、国内拠点で組み付け製造・販

売を手掛けている。

（２）石川県：1 社

①株式会社 米野電機

【会社概要/事業概要】
本社    〒923-0921 石川県小松市土居原町７６２番地

    設立    昭和４５年６月／創業昭和２２年１月
資本金    1,000 万円

【EV 改造事業】
一般自動車整備・産業車・フォークリフト自動車電装品・航空機支援器材空港関連設備・
物流機器・ＡＶ機器・産業電気設備 等の販売・メンテナンス及び付帯関連事業、電気自
動車・電動カート・販売・メンテナンス、電気工事の設計施工請負・消防設備点検業務

【製造 EV 車両】
    2002 年に改造 EV 開発開始。2007 年に初の自社開発コンバージョンＥＶ完成、発売

を開始。最高速度 120km/h、一充電走行距離 100km のマーチ EV、1976 年に製造
された英国製モーガンの EV 改造、業務用 EV 改造では初となる１充電走行距離 100km
（40km/ｈ定時走行時）、最高速度 70km/ｈのミニキャブ改造などを手掛けている。
●その他

  電気カート、作業車などの EV 改造も行う。

  
図.1.4 1976 年製造モーガンの EV 改造   図.1.5 マーチ EV

（出典：㈱米野電機 HP）

図.1.3 Prozza Miletto
（出典：㈱プロスタッフ HP）
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（3）愛媛県：1 社

①トリトン EV テクノロジー株式会社

【会社概要/事業概要】
    所在地  〒794-0082 愛媛県今治市野間甲 105 番地
    設立   2011 年 6 月
    資本金  9,100 万円

【EV 改造事業】
         EV（電気自動車）にかかわる VCU（ヴィークルコントロールユニット）の開発製造及

びコンバージョン EV 事業

【製造 EV 車両】
渦潮電機株式会社が、2011 年 4 月に、国内 17 番目の自動車メーカーであり国内唯一
の EV 専用メーカーである旧株式会社ゼロスポーツの EV 事業を買収した後、設立された。
ゼロスポーツの進めていたコンバージョン EV 事業を継承し、EV－ECU 技術の更なる技
術開発を行う。
●その他

     EV 研究所を岐阜県岐阜市に持つ。

図.1.6 トリトン EV テクノロジー社の改造 EV 車
（出典：トリトン EV テクノロジー株式会社 HP）

（４）大阪府：10 社

①㈱EV ジャパン

【会社概要/事業概要】
    本社   〒561-0843 大阪府豊中市上津島 1-10-32
    従業員  7 名

設立   自整業の新たなネットワークを展開してＥＶコンバート事業を推進していく
ことを目指し、平成 23 年 2 月に整備専業者 8 社により法人化した。

【EV 改造事業】
既存の軽車両をベースとした改造を行っている。

【製造 EV 車両】
下記、農業用三輪は、中国製三輪を元に EV 化している。三輪の理由は、低コスト化のた
めであり、250W の太陽電池を搭載し約８５万円で販売。同社は、ＥＶコンバート用の
各部品（モーター、インバーターなど）も販売している。
●その他

     独自で EV 開発を行っている。

図.1.7 農業用多目的三輪トラック  図.1.8 スズキ・キャリイのＥＶ
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  ②㈱TGMY

【会社概要/事業概要】
    本社   〒547-0031 大阪府大阪市平野区平野南 1-8-11
    設立   2006 年 8 月 1 日
    資本金  1,000 万円

  【EV 改造事業】
各種バッテリ及び関連品の販売・輸出入事業、各種製品・システム等の開発支援・製造事
業、自動車を含む車両運搬具の部品・付属品・用品等の製造・卸・販売・輸出入事業、電
気機械器具等の製造・卸・販売・輸出入事業、エコ関連事業(製品開発、イベント開催・参
加)

【製造 EV 車両】
    2011 年秋より EV Himiko のオーダーメイド受付を開始した。モーターの定格出力は

25kw で、バッテリーはリチウムポリマー（コカム製・エジソンパワー社提供）で 62kWh。
その他エコカーを生産している。価格はおよそ 2,000 万円程度
の模様。販売実績はなし。
●特徴

     一充電走行距離 587.3km 達成
（国土技術政策総合研究所にて試験実施）

●その他
     独自で EV 開発を行っている。

                  図 1.9 TGMY EV Himiko

③マイクロ・ビークル・ラボ株式会社

【会社概要/事業概要】
    所在地  〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀 3 丁目 3－2－1502
    設立   2005 年 4 月
    資本金  600 万円

  【EV 改造事業】
リチウムイオン電池の販売、リチウムイオン電池モジュールの製造・販売、電動車両の
販売・開発業務の受託、蓄電技術に関するコンサルティング

【製造 EV 車両】
リチウムイオン電池を搭載した一人乗り電動車両「コンボイ 88-Li」。2004 年 5 月よ
り大阪市内の企業で営業車両として 4000km を走行し試験を行った。蓄電池としてノ
ート型リチウムイオン電池が 84 セル搭載され、家庭用の 100V で充電可能。 運転に
は普通免許が必要。維持費は原付バイクと同程度。

●特徴
     リチウムイオン電池の販売、リチウムイオン電池モジュールの製造・販売事業を生かし、

高性能リチウム電池を使った電気自動車を開発。
●その他

     リチウムイオン電池を搭載した EV の試作を支援。

    

図.1.11 コンボイ 88-Li

（リチウムイオンバッテリー、重量

13.8kgx4 個=55.2kg

図.1.12 コンボイ 88 鉛バッテリー

（鉛バッテリー、重量 21.4kgx6 個

=128.4kg

図.1.10 高性能リチウムイオン電池を

搭載したコンボイ 88－Li

（出典：いずれもマイクロ・ビークル・ラボ株式会社 HP）
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④㈱淀川製作所

【会社概要/事業概要】
    本社   〒570-0005 大阪府守口市八雲中町 1－１3－6
    設立   昭和３６年４月１０日
    資本金  1,000 万円

  【EV 改造事業】
    試作板金加工、試作機械加工、試作金属加工

【製造 EV 車両】
モノづくりの街として栄えた守口市の地場産業の再生・活性化を目指し、4 社共同（ボデ
ィー部品加工担当の近畿刃物工業、車台や充電池システム提供担当の京都 EV 開発、車体
デザイン担当の九創設計室との共同）で電気自動車の開発を行っている。大阪府の補助金
を受け、奈良のイベント向けに作成した。
●特徴

大手自動車メーカーのEV と一線を画す三輪カート型デザインで、
京都や奈良などの観光地タクシーとしての利用を目指す。

●その他
4 社共同で、あっぱれ EV プロジェクトという EV 開発プロジェ
クトを手掛けており、日本の伝統美をアピールする EV デザイン
を行っている。

⑤NTN㈱

【会社概要/事業概要】
  本社   〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 1-3-17

    従業員  5421 名
    設立   1918 年 3 月
    資本金  5,430,000 万円

  【EV 改造事業】
    軸受、等速ジョイント、精密機器商品等の製造及び販売

【製造 EV 車両】
    主な商品は、インホイールモータシステムとワンモータ EV 駆動システムである。EV な

らびに EV 化に伴い必要となる各種駆動系装置などの開発を自ら行っている。
●特徴

    IWM-コミューターは、ホイール内に収納できる小型インホイールモーターを配した、
後輪二輪駆動のコミューターEV 試験車両である。

●その他
     国内外に広いネットワークがあり機械メーカーとの連携を取りつつ開発を推進している。

図.1.14 I WM-コミューター  図.1.15 電動ブレーキアクチュエータ

図.1.13 Meguru（環）
（出典：㈱淀川製作所 HP）
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⑥㈱エヌシーオート

【会社概要/事業概要】
本社 〒561-0843 大阪府豊中市上津島１丁目１０番３２号

    設立 平成５年１２月
資本金 1,000 万円

  【EV 改造事業】
新車・中古車販売、車検整備・鈑金塗装、自動車リース、自動車レンタル、株式会社損害

保険ジャパン代理店、ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社代理店、東京海上日動火災保険株式
会社代理店

【製造 EV 車両】
  農村地帯等での使用を前提とし、モーターを散水ポンプとしても利用できる三輪 EV の開

発等を提案している。ガソリン車やディーゼルエンジン車を対象に、コンバート費用を
50 万程度にした改造サービスを売り出す。
●その他

   独自でコンバートキットを開発している。

     

⑦ケイズ技研

【会社概要/事業概要】
  所在地  〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋 3 丁目 3 番 5 号

天満インキュベーションラボ 309 号室

  【EV 改造事業】
自転車およびその部品・付属品の企画、開発、設計、製造アドバイス/電動車およびその
部品・付属品の企画、開発、設計、製造アドバイス/各種産業用自動システムの企画、開
発、設計

【製造 EV 車両】
特許を保有するシンクロシステムを搭載した小型三輪 EV 車両の性能・機能を進化させた
量産プロトタイプの試作等を行っている。
※シンクロシステムとは：路面状況に合わせて左右 2 輪が自律的にバランスを取り、斜面
を横走りする場合や車輪の一方を障害物に乗り上げた場合でも、車体をほぼ垂直に保ちな
がら走行できるシステム
●その他

     並列二輪姿勢安定懸架システム＝シンクロシス
テムにて、各国の特許取得済み。

図. 1.1６ 転ばない三輪車
(出典：ワールドビジネスサテライト HP)

図. 1.17 シンクロシステム搭載 EV 三輪車
(出典：大阪府立大学 EV 開発研究センターHP)
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⑧特殊車輌整備工業株式会社

【会社概要/事業概要】
  所在地  〒561-0836 大阪府豊中市庄内宝町 3-1-3

    設立   昭和 31 年 3 月 20 日
    資本金  6,700 万円

  【EV 改造事業】
  ニチユ バッテリーフォークリフトトラック及び関連商品の販売、各種物流機器の設計及

びシステム・プランニングの設計と施工・修理・加工、上記に付帯する一切の業務及び技
術サービス 日本輸送機株式会社(代理店/三菱フォークリフト 取扱店/株式会社 ジーエ
ス・ユアサ 特約販売店)

【製造 EV 車両】
様々なリチウムイオン電池に対応するバッテリーマネージメントシステムを構築し、走行
距離の延長と保冷可能なコンバート EV の試作等を行っている。フォークリフトや清掃用
車両などの電動化を推進。

      

図.1.18 パワースウィーパー    図.1.19 バッテリーフォークリフト

（出典：特殊車輌整備工業株式会社ＨＰ）

⑨ノイエス㈱

【会社概要/事業概要】
  本社   〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋 3 丁目 3 番 5 号
  設立   平成 15 年 11 月 1 日
  資本金  3,000 万円
  事業内容 最先端技術や成長分野のベンチャー企業の育成や、NKC グループが研究開発

した製品及び関連製品の販売、天満インキュベーションラボ（TiL)の設立・運営

【EV 改造事業】
  日本電産株式会社、ノイエス株式会社（中西金属工業グループ）と、京都大学VBL、京都

工芸繊維大学との共同事業として超小型3輪車を開発している。

【製造 EV 車両】
●特徴

  グループ内企業が特許を保有するシンクロシス
テムを搭載した小型三輪 EV の開発等を行ってい
る。

●その他
   大学や他社と共同で EV を開発している。

図 1.20 超小型 3 輪 EV

（出典：グリーンロードモーターズ株式会社ＨＰ）
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⑩ユアサ M&B㈱

【会社概要/事業概要】
  所在地  大阪府大阪市中央区淡路町 1 丁目 2 番 6 号
  設立   平成 6 年 11 月
  資本金  5,000 万円
  
【EV 改造事業】

電源システム関連、蓄電池関連、乾電池・灯具・自動車関連商品・電装品、情報システム
関連、照明、病院施設の運営関連、太陽光発電システム関連、電気自動車関連、発電機、
ガスヒートポンプ、コージェネレーション 、各種技術サービス関連

【製造 EV 車両】
(株)光岡自動車と共同開発で、EV のライクを生産している。価格は 428 万。imiev の価
格は 398 万で、3.7V のリチウムイオンの LEV50 を 4 個で構成されたモジュールを 22
個直列でつなげて搭載している。
●その他

  他社との共同開発を行っている。リチウムエナジージャパンという子会社を持ち、リチ
ウムイオン電池の生産を行っている。

          図.1.21 雷駆（ライク）     図.1.22 i-MiEV ベースの改造車

（出典：ユアサＭ＆Ｂ㈱ＨＰ）
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（５）神奈川県：5 社

①オズコーポレーション

【会社概要/事業概要】
    本社   〒223-0066 神奈川県横浜市港北区高田西 1-3-31
    設立   平成 6 年 11 月 7 日
    資本金  1,000 万円

  【EV 改造事業】
    車両電装品 企画・販売・卸

【製造 EV 車両】
ガソリン車をベースとした改造を行っている。コンバージョンキットを販売しており、価
格は 850,000 円～。6kw モーター・96V 仕様（軽自動車向き）、10kw モーター・96V
仕様（軽ハイパワー・小型車向き）、16kw モーター・120V 仕様（小型・中型車向き）、
21kw モーター・144V 仕様（中・大型車向き）の四種類がある。
●特徴

    改造の仕様及び費用が四段階に分かれていて分かりやすい。スモールハンドレッド活動
を提唱する。

図.1.23 エンジンを下してモーター  図.1.24 改造ＥＶシティ・カブリオレ
に乗せ換える作業

（出典：㈱オズコーポレーション HP）

②㈱ケイビーマシニング

【会社概要/事業概要】
    本社   神奈川県厚木市上依知 1302-2

  【EV 改造事業】
    大型精密機械部品製造・大型マシニングセンター・大径長尺ＮＣ旋盤保有・原子力炉心部

品加工・ガスタービンディスク加工・インペラ等同時５軸制御加工・大型長尺油圧シリン
ダ製造・ダムゲート用長尺シリンダ・プレス機用等大径シリンダ製造 など

【製造 EV 車両】
    1t 弱程度の車重、２WD 走行距離の目安は、1kWh 辺り 10km。充電時間は空の状態か

らフルにするまで 100V～200V のコンセントを使用した場合 4 時間～8 時間。なお、
改造 EV の費用は約 130 万。

    回生機能付の日本製モーターキット、海外製モーターなど販売、輸入代行、取付指導など
行っている。改造キットの販売及び改造を行っている。
●特徴

改造キットはツシマエレクトリック製の回生 DC モーターを使
用している。

●その他
     独自で EV 開発を行っている。

図.1.25 EV マー坊

（出典：全国 EV サミット in しずおか パンフレット）
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③(株)シムドライブ

【会社概要/事業概要】
    本社   神奈川県川崎市幸区新川崎 7-7 KBIC（かわさき新産業創造センター）
    設立   2009 年 8 月
    資本金  9,900 万円

  【EV 改造事業】
電気自動車の研究及び開発、電気自動車用インホイールモーターその他電気自動車用部品
の研究及び開発、電気自動車の開発に関するコンサルティング、電気自動車基盤製造サポ
ート事業

【製造 EV 車両】
    設計図の時点から電気自動車の制作をサポートする。改造・開発両方を行っている。走行

エネルギーの消費量は JC08 モードで 77Wh/km、100km 定速
走行で 84Wh/km。

●特徴
開発第一号車の SIM-LEI は、車体サイズに比べて広いインテリアが
大きな特徴である。

●その他
    ベネッセ、ガリバー、慶応大学などによる協力企業。

図.1.26 EV SIM-LEI  

④(株)フラットフィールド

【会社概要/事業概要】
  本社   〒243－0021 神奈川県厚木市岡田３丁目９－８
  設立   1995 年 11 月

    資本金  9,500 万円

  【EV 改造事業】
    低公害車の研究開発、製造、電気自動車の開発、製造、エンジンベンチ実験用設備の設計

製作、ガス燃料発電機の開発。特に水素エンジンバスや EV バスの開発実用化を行ってい
る。

【製造 EV 車両】
青森県七戸町や早稲田大学に導入実績あり。各種 EV の開発
を行っている。
青森県七戸町に納入した EV バスについては、バッテリーは
韓国コカム社製。
●その他

     独自で EV 開発を行っている。

図.1.27 青森県七戸町に納入した電気バス
（出典：㈱フラットフィールド HP）

図.1.28 早稲田大学に納入した電気バス WEB-3
（出典：㈱フラットフィールド HP）
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⑤㈱ワイディーエス

【会社概要/事業概要】
    本社   〒252-0002 神奈川県座間市小松原 2-6-18
    設立   平成 6 年 5 月

  【EV 改造事業】
    自動車デザイン、モーターサイクルデザイン、コンセプトカーモデル制作、WCV の製造

販売

【製造 EV 車両】
    モーターは DC ブラシレスインホイールモーターで、定格出力は 0.58kW。バッテリーは

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで、容量は 12Ah（1 バッテリー搭載時）。価格は、
1 バッテリーで￥635,250、2 バッテリーで￥698,250。開発を行っている。
●特徴

    車椅子に乗ったまま運転できる電動三輪車を開発。簡単なレバー操作で乗り降り、スク
ーター感覚での運転が可能。

●その他
    独自で EV 開発を行っている。

図.1.29 WCV
（出典：㈱YDS HP）

（６）京都府：2 社

①グリーンロードモータース㈱

【会社概要/事業概要】
  本社 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学ベンチャー・ビジネス・ラボラト

リー
    資本金  9,530 万円

設立の目的 持続可能な「カーボンゼロ社会」「循環型社会」の実現を目指した、京都大
学発の電気自動車の開発・販売プロジェクトを発端としている

  【EV 改造事業】
    環境対応自動車の開発・販売、それに付随するサービスの開発

【製造 EV 車両】
    三輪 EV の開発を行っている。

●特徴
    後輪に旋回性を向上させる機構を採用し、二輪の乗りやすさと三輪独自の安定性を両立さ

せた。デザインは京都工芸繊維大学の学生が担当。高性能モーターを採用することで電動
スクーターの弱点であった登坂力を向上させた。

●その他
    京都大学のベンチャービジネスとして実施している。
    環境対応自動車の早期普及を目的とし、複数の提携企業の協力

のもと、ファブレスモデルによる市販車の開発製造を行ってい
る。

図.1.30 電動 3 輪トライク  
（出典：グリーンロードモータース㈱ＨＰ）
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②常陸オート㈱亀岡支店

【会社概要/事業概要】
  所在地  〒621-0806 京都府亀岡市余部町宝久保 28-1

    設立   常陸オート株式会社の亀岡支店として平成 14 年にオープンした。

  【EV 改造事業】
    新車及び中古車、カスタムカーの販売・改造を行っている。価格帯は 100 万前後。また、

同社では改造キットの販売及び指導も行っている。

【製造 EV 車両】
    常陸オートの一支店として事業を実施している。

図.1.31 コンバート EV マイティボーイ

（７） 群馬県：1 社

①㈱ショーダクリエイティブ

【会社概要/事業概要】
    本社   群馬県新田郡尾島町尾島 218
    設立   1961 年 12 月
    資本金  2,500 万円

  【EV 改造事業】
    自動車用品、部品の企画、デザイン、設計、製造。元々ミニクーパー用のホイールを開発・

販売している。

【製造 EV 車両】
  オンラインショップにてホイールをメインに各部品の販売を行っている。Tech-Del Ltd、

タルガ、タートル・トレーディングとの取引がある。
●特徴

    マイクロ EV の TTI は、超小型電機自動車。また、EV コミュニティバスを開発している。
低速巡回走行型八輪 EV コミュニティバスの開発を行っている。

●その他
    ミニクーパー用のホイールの製造および販売代理店

図.1.32 μ‐TTI

（出典：全国 EV サミット in しずおか パンフレット）
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（８） 静岡県：５社

①㈱試作中村板金

【会社概要/事業概要】
  本社   静岡県浜松市西区舘山寺町６３２

  【EV 改造事業】
  主な生産品は二輪専用フレームなど。開発を行っている。

【製造 EV 車両】
  GeeLar は、「遊び心を忘れない」をコンセプトに開発。ミニ四駆のようなフォルムに可

動式シート、軽量・強度を追及したオリジナルパイプフレームを採用した。
●その他

    独自で EV 開発を行っている。新材料加工や燃料電池車関連など次世代技術を用いた車両
の開発・試作も実施していく予定。

図.1.33 GEE LAR（キラー）

（出典：全国 EV サミット in しずおか パンフレット）

②㈱タカエンジニアリング

【会社概要/事業概要】
  本社   〒437-1312 静岡県袋井市岡崎 2052-5

  【EV 改造事業】
    省力化機械、家電・医療器、日用品・アイデア商品、FRP パーツ、ソフトの開発・設計・

製作。

【製造 EV 車両】
  既存中古車両のコンバートにより EV を製造している。費用は 50km 仕様で 180 万、

100km 仕様で 220 万が目安。（レストア、カスタマイズも可能）磁石を持たない直巻き
モータとリチウムフェライト電池を使用している。
●特徴

    エンジン部だけをモータに変換するのではなく、エンジン、変速機、デフを取り 2 個の
モーターで直接駆動するコンバート方式を導入している。（特許申請中）エンジン車よ
り 150kg 軽量化し、ハンドリング性能の向上と走行距離を伸ばした。

●その他
    独自で EV 開発を行っている。

図.1.34 コンバート EV（ローバーミニ）

（出典：全国 EV サミット in しずおか パンフレット）
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③㈱TAKAYANAGI

【会社概要/事業概要】
  本社   〒432-8061 静岡県浜松市西区入野町 898

         （Made in 浜松を標語として NPO 法人 HSVP を平成 20 年に立ち上げた）

  【EV 改造事業】
     原付 1 種 4 輪のミルイラを生産している。バッテリーは密閉型ディープサイクルバッテ

リー（鉛）を使用し、原動機の定格出力は 0.58kw。1 充電の走行距離は 35km。価格
は 630 万。開発を行っている。
●特徴

     Miluira は超小型電気自動車。見えないところまで美しく、
をモットーにレーシングカー並みの足回りになっている。
構成部品の 90%が日本製、そのうち 60%が浜松産。

●その他
     独自で EV 開発を行っている。

図.1.35 Miluira EV    
（出典：全国 EV サミット in しずおか パンフレット）

    

④㈱池戸溶接製作所

【会社概要/事業概要】
  本社   〒430-0911 静岡県 浜松市中区 新津町 337-1

    従業員  9 人
    設立   昭和 24 年 10 月
    資本金  1,000 万円

  【EV 改造事業】
バイクの改造を行っている。例：「ぐ・りん」は、手持ちのバイクからエンジンを取り外
し、キット化された電動化ユニットを装着することで、静かに・きれいに・経済的に街を
走る電動エコバイクに変身させるビジネスバイク電動化ユニットで、1 改造 18 万程度。
蓄電池は鉛バッテリーと耐久性の良く充電時間の短いシリコンバッテリーを利用。

【製造 EV 車両】
発電バイクや電動アシスト自転車も生産している。主な取り扱い製品は搬送機器、環境機
器。HP なし。スペック、販売実績は不明。
●特徴

    斬新スタイルでの EV バイクを生産。テーマパークや工場などの構内移動に使用されて
いる。

●その他
    独自で EV 開発を行っており、2 件の特許を申請している。
    内燃機関オートバイの電動化改造方法および発電機移送用車両。

         

図.1.36 G・RIN Bee ツイン  図.1.37 Bee スタンドバイク 図.1.38 4 速ミッション付電動オートバイ

（出典：全国 EV サミット in しずおかパンフレット）
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⑤ヤマハ発動機㈱

【会社概要/事業概要】
    本社   静岡県磐田市新貝 2500
    設立   1955 年 7 月 1 日
    資本金  8,566,600 万円

  【EV 改造事業】
    モーターサイクル、スクーター、電動アシスト自転車、ボート、ヨット、ウォータービー

クル、プール、和船、漁船、船外機、ディーゼルエンジン、四輪バギー、サイド・バイ・
サイド・ビークル、レーシングカート用エンジン、ゴルフカー、汎用エンジン、発電機、
ウォーターポンプ、スノーモビル、小型除雪機、自動車用エンジン、産業用ロボット、産
業用無人ヘリコプター、車イス用電動補助ユニット、乗用ヘルメット等の製造および販売。
各種商品の輸入・販売、観光開発事業およびレジャー、レクリエーション施設の経営並び
にこれに付帯する事業。

【製造 EV 車両】
  電動バイク EC-03：リチウムイオンバッテリーを使用、電圧 50V 容量 14Ah。交流同

期電動機を導入しており、定格出力は 0.58kw。価格は 252,000 円。開発を行っている。
●特徴

    半径 5km の短距離移動に適している。
●その他

    独自で EV 開発を行っている。

図.1.39 電動バイク「EC-03」
  （出典：ヤマハ原動機㈱ＨＰ）

（９） 千葉県：１社

①エジソンパワー

【会社概要/事業概要】
    本社   〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足 2-1-5
    設立   1991 年 11 月 28 日
    資本金  6,250 万円

【EV 改造事業】
    リチウムポリマー電池の開発、製造、輸入販売、電気自動車の開発、販売

【製造 EV 車両】
大容量リチウムポリマーバッテリーを輸入販売。将来的には日本国内に生産工場を立ち上
げ、より安価で高品質なバッテリーを供給することを目標としている。日本文理大学と技
術提携して、電気自動車、電気トラックの開発を行う。電気自動車エコロンは 2006 年
から法人、公共機関に納品している。
●その他

電極材料ナノカーボンに関して東京大学と共同研究開発を行っている。

  図.1.40 リチウムイオン電池単セル SLPB シリーズ    図.1.41 電気自動車エコロン

（出典：エジソンパワーHP）
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（10） 東京都：7 社

①㈱タジマモーターコーポレーション

【会社概要/事業概要】
  本社   〒165-0023 東京都中野区江原町 3-35-3 

         R&D 静岡磐田 R&D センター 〒438-0213 静岡県磐田市竜洋稗原 665
    従業員  100 名
    設立   1983 年 12 月 1 日
    資本金  3,000 万円

  【EV 改造事業】
電気自動車の企画・設計・製造および開発業務全般ならび販売 他

【製造 EV 車両】
    電気自動車用シャシー設計、電気自動車用高電圧回路設計、コンバージョン車両の設計・

製造、オリジナル車両の設計・製造、を行っている。
    エブリィ;リチウムポリマー電池 103.6V×100Ah
  e-runner;リチウムイオンバッテリー 40Ah または 120Ah、価格は¥3,675,000

    ●特徴
  EV コンバージョンエブリィは、床下にモーターやバッテリー、コントローラーを収め、

居住空間や荷室空間を広めに確保している。
  e-runner ミニスポーツは、ゼロエミッション・ライトウェイトスポーツカー。

●その他
  独自で EV 開発を行っている。
  北海道上川郡新得町に EV 研究施設を持つ。EV の弱点とされる寒冷時の性能低下に関

する研究のため、冬季に寒冷地試験を行っている。

     

図.1.42 EV コンバージョンエブリィ 図.1.43 e-runner ミニスポーツ
（出典：タジマモーターコーポレーション HP）

②伊藤忠エネクス

【会社概要/事業概要】
    本社   〒108-8525 東京都港区芝浦 3-4-1 グランパークタワー
    設立   昭和 36 年 1 月 28 日
    資本金  1,987,767 万円

【EV 改造事業】
    販売はエネクスオート㈱で行っている。

【製造 EV 車両】
商品は e-runner という軽量電動バイクで、リチウムイオンバッテリー（10Ah53km、
15Ah35km）を搭載している。価格は\198,000～\248,000（税
抜）。車体に 12 ヶ月もしくは 12,000km、バッテリーに 18 ヶ月も
しくは 12,000km の保証が付いている。EV の開発も合わせて行って
いる。2011 年度で 2000 台の販売予測。
●特徴

     高性能リチウムイオンバッテリーを搭載し、町乗り
に十分な航続距離

を確保している。
●その他

    独自で EV 開発を行っている。

図.1.44 e-runner
イー・ランナー

（出典：エクネスオート㈱HP）
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③昭和飛行機工業㈱

【会社概要/事業概要】
  本社   東京都昭島市田中町 600
  従業員  387 名

    設立   昭和 12 年 6 月 5 日
    資本金  495,000 万円

【EV 改造事業】
  電動マイクロバスを生産している。モータは水冷式密閉型埋込み磁石式同期モータで最大

出力 50kW、バッテリーは普通充電型金属/食塩電池で定格エネルギーが 21.2kWh。一
充電での走行距離は 120km。

  早稲田大学と非接触充電システムを開発・実証。
●特徴

   EV バスについては非接触給電システムを開発、実証試験を行っている。プラグインの煩
わしさから開放された充電を実現した。

●その他
   独自で EV 開発を行っている。
   その他航空機器関連やシェルターなどの生産を行っている。

図.1.45 WEB-1   

④(株)東京アールアンドデー

【会社概要/事業概要】
  本社   東京都千代田区内幸町 2-2-2

         EV 事業本部 神奈川県厚木市愛甲１５１６
    従業員  150 名
    設立   1981 年 9 月 16 日
    資本金  9､900 万円

【EV 改造事業】
車両開発・コンポジット・レースカー

【製造 EV 車両】
  IZA：バッテリーはニッケルカドミウム電池を使用し、電池電圧は 288V×100Ah。モ

ーターは DC ブラシレスモーターを 4 つ使用し、最大出力は 25kw（一個）。IZA は東京
電力の依頼により1991年に発表したEV。その他スクーターや電気バスも開発している。

●特徴
    電力会社との共同開発や依頼を受けているものが目立つ。

●その他
    独自で EV 開発を行っている。

図.1.46  IZA         図.1.47 九州電力（発電所内用 EV バス）
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⑤株式会社ゼットエムピー（英文名: ZMP INC.）

【会社概要/事業概要】
  本社   〒112-0002 東京都文京区小石川 5-41-10 住友不動産小石川ビル 6F  

    設立   2001 年 1 月 30 日
    資本金  3,000 万円

【EV 改造事業】
人間共生型ロボットを開発する世界初のベンチャーとして設立。次世代自動車の開発用
プラットフォーム、ロボット・移動制御技術のライセンス、センサ・画像認識ソリューシ
ョン、リチウムイオン電池システム、大学、企業のエンジニア向け研究用・教育用ロボッ
トを手掛ける。

【製造 EV 車両】
  次世代自動車の開発用プラットフォームとして、「自動車×ロボット」→「ロボカー」を

開発。2009 年には実車の 1/10 スケールの RoboCar 1/10 を、2010 年には、人が
乗れる実車 RoboCar MEV をリリース。0.6kW のモーターを搭載している。

    

図.1.48 RoboCar® MEV 図.1.49 システム構成例
（出典：㈱ＺＭＰ HP）

●特徴
   二次電池のコストパフォ

ーマンスを最大化するた
めに、超小型電気自動車を
選択した。ロボット開発の
技術をもとに、電気自動車
を開発している。

●その他
株式会社エイチアイと提
携し、エイチアイのソフト
ウェア技術を組み合わせ
て、自動化・省力化を推進
する業務用機械メーカー
向けに販売するライセン
ス事業を開始した対象は
物流関係の搬送車、業務用
掃除機、警備車両、芝刈り
機、農業機械など。

図.1.50 ZMP プラットフォームの車種展開例
（出典：㈱ＺＭＰ HP）
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⑥100Zero（株式会社百家堂）

【会社概要/事業概要】
  本社 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山 3-22-20 佐伯ビル 1 階  

    設立   2008 年 7 月
    資本金  1,325 万円  

【EV 改造事業】
    電動車両の製造・販売ほか。人材教育、経営コンサルティングを経営する㈱百家堂の電気

自動車推進事業。

【製造 EV 車両】
  国産軽自動車マニュアルミッションを EV に改造。新モ

デル K3.0 は、16.3Kw のモーターを採用し、車両重量
が 1 トンを超す軽貨物車でも、最高速 100km/h、航続
距離は 50km 超（いずれも同社公道走行実測値）を記
録。 モーター： 直流直巻 16.3Kw/115V/165A/
6500rpm、バッテリは、鉛蓄電池（12Vx10 個、50Ah
（3 時間率））を使用。モデル K1.1 は、モーター：直
流直巻 6Kw/96V/85A/5000rpm、バッテリー鉛蓄
電池（12Vx8、50Ah（3 時間率））使用。      図.1.51 100Zero の EV 改造
車                                               （出典：100Zero HP）

     
●特徴

日本スモールハンドレッド協会に参加。取引先企業や協会
のネットワークを利用し、最良の技術を見極め、また、部
材と作業の標準化を進め、継続的な技術開発投資と国際的
な情報ネットワークにより優位性を確保する。

●その他
   自社店舗に設置した電気自動車（ＥＶ）専用充電設備を一般

に無料開放している。

図.1.52 同社店舗（充電インフラ設備を無料開放）
（出典：100Zero HP プレスリリース）

   また、非常用電源、蓄電容量 10kW～20kW の４つのモデルを持つ「あんしん電源」を販
売する。

⑦㈱早稲田環境研究所

【会社概要/事業概要】
  本社   東京都新宿区西早稲田 1-1-7

    事務所  〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-18-20ECORICH 高田馬場 8F
    設立   平成 15 年 8 月 26 日
    資本金  3,000 万円

【EV 改造事業】
    主に省エネルギーに関するコンサルティングサービスを提供している。

【製造 EV 車両】
    一人乗り短距離移動用車両として、ULV を開発。現在はスカイツリーの観光用として使

用されている（観光用端末と連携して簡単に観光情報を得ることができる）。
●特徴

    電気インフラの整備状況に関わらず運用が可能となる様、Multi-PM シス
テム（様々な原動機の搭載が可能）を導入し、日本に留まらないフィール
ドで展開が可能。

●その他
   ULV の生産は、早稲田大学と墨田区および区内の中小企業と協同で推進し

ているプロジェクト「すみだ次世代モビリティ開発コンソーシアム」の一環。                             
図.1.53  ULV

                       （出典：全国 EV サミット in しずおか パンフレット）
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（11）鳥取県：２社

①株式会社イルカカレッジ／EV 安全協会

【会社概要/事業概要】
本社   〒683-0834 鳥取県米子市内町 46 番地
EV 展示場 〒683-0065 鳥取県米子市万能町 125／127
東京事務所（EV 安全協会）〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-9-6 十全ビル 1F

  設立 平成 8 年 9 月 10 日
  資本金  1,000 万円

【EV 改造事業】
電気自動車の普及販売、商品開発及び社員教育コンサルティング、自社開発商品の流通販
売

【製造 EV 車両】
廃食用油のリサイクル促進から、電気自動車の普及販売を開始。家庭用 100V コンセン
トで簡単充電できる小型電気自動車コムス（トヨタ車体）、パワフルなリチウム・イオン
バッテリーで走るイタリアと日本の共同開発ジラソーレなどの普及を行っている。また、
組み立て電気自動車の教材キットとしてピッコロを 148 万円で販売。このキットは、
600W DC ブラシ 2 基のモーター、114Ah/3kWh/25.9V のリチウム・イオンバッテ
リーを含んでいる。充電時間は 8 時間。

●その他
  EV 普及に伴い、起きうる諸問題に対応するために EV 安全協会を設立。安全教習の実

施、啓発活動を実施している。

    図.1.54 コムス 図.1.55 ジラソーレ 図.1.56 ピッコロ

             （出典：株式会社イルカカレッジ HP）

②㈲林オート

【会社概要/事業概要】
    本社   〒680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東 4-112

【EV 改造事業】
    各種自動車販売・車検/定期点検・メンテナンス修理・各種カー用品販売・アフターサー

ビス

【製造 EV 車両】
  EV 改造および改造キットの販売を行っている。
  元は、自動車整備業。鳥取県有施設の公用軽トラックの電気自動車（ＥＶ）化を進めてい

る中、モデル事業の第一号として軽トラックを納品した。
●その他

独自で開発をしている。

     

図.1.57 林オート作成の EV     図.1.58 鳥取県公用 EV 軽トラック
（出典：㈲林オート EV プロモートブログ）
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（12） 富山県：2 社

①㈲タケオカ自動車工芸

【会社概要/事業概要】
本社   富山県富山市安養寺 504-1

   設立   昭和 57 年 10 月 1 日
   資本金  1,000 万円

【製造 EV 車両】
  平成 8 年より、北陸電力と電気自動車の共同開発を始めた。

バッテリーはシールド型鉛とリチウムイオンを使用し、
両者共最大出力は 0.6kw、容量はシールド型鉛が 60Ah、
リチウムイオンが 80Ah。最新車両である T-10 の車体価格は
シールド型鉛が 113 万、リチウムイオンが 129 万。
このほか、電動のシャトルバスや軽自動車も生産している。
●その他

   北陸電力と共同開発を行っている。

                            図.1.59 新型 T-10
（出典：㈲タケオカ自動車工業 HP）

②株式会社光岡自動車

【会社概要/事業概要】
  本社   富山県富山市掛尾町 508 番地の 3

    設立   1979 年 11 月
  資本金  22､700 万円

売上高  3,100,000 万円（2010 年度 12 月期：グループ実績）
    従業員  667 名（2010 年度 12 月末：グループ全体）

【EV 改造事業】
国産・輸入自動車の販売、ならびに、設計・製造。日本で第 10 番目の自動車メーカー。

【製造 EV 車両】
    2010 年 4 月に電気自動車「ライク」を発表。

三菱アイミーブの光岡版。グレード M は、
リチウムイオンバッテリ 270V/10.5kWh 使用、
価格は 290 万円。グレード G は、リチウムイオン
バッテリ 330V/16.0kWh 使用、価格は 410 万円。
両種とも Y４F1 モーターを使用、定格出力 25kW、
最大出力は、グレード M で 30/2000～6000kW/rpm、
グレード G で 47/3000～6000 kW/rpm。

●その他
    全国に８つの直営ショールームと、１４の販売特約店がある。

図.1.60 ライク
（出典：光岡自動車 HP）
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（13） 兵庫県：1 社

①極東開発工業株式会社

【会社概要/事業概要】
    所在地  〒663-8545  兵庫県西宮市甲子園口 6 丁目 1 番 45 号
    設立   1955 年（昭和 30 年）6 月 1 日
    資本金  11,899 百万円

  【EV 改造事業】
  特殊車事業（特殊自動車その他の輸送運搬機械の製造、架装および販売、修理ならびに同

部品の製造、販売/建設機械の製造、販売、修理ならびに同部品の製造、販売）・環境事業
(環境整備機器および施設の製造、販売、修理ならびに同部品の製造、販売/環境整備機器
および施設の運転、管理)・パーキング事業(立体駐車装置および設備の製造、据付、販売
および修理/駐車場の経営（コインパーキング）/不動産の賃貸および管理)

【製造 EV 車両】
  三菱自動車の電気自動車バッテリーシステムを採用することで、電気で圧縮装置を駆動す

る
「電動ごみ収集車」を開発した。

●その他
    他社製品を導入して改造 EV を開発している。

図.1.61 ＥＶバッテリーシステムを搭載した極東開発製の電動ごみ収集車
（出典：極東開発工業株式会社 HP）

（14） 福岡県：１社

①㈱筑水キャニコム

【会社概要/事業概要】
本社   〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益 90-1（工場も同住所）

    従業員  200 名
    設立   1955 年 12 月 9 日
    資本金  34,740 万円

  【EV 改造事業】
農業用・土木建設用・林業用運搬車・草刈作業車及び産業用機械の製造販売

【製造 EV 車両】
    おでかけですカー：バッテリーは 12V32Ah×4、モーター

の定格出力は 250W。価格は 499,800 円。開発を行ってい
る。

●その他
    独自で EV 開発を行っている。

1.62 おでかけですカー
（出典：全国 EV サミット in しずおか パンフレット）   
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（15） 新潟県：１社

①EVhonda(株)

【会社概要/事業概要】
本社   〒940-0856 新潟県長岡市美沢２－１９４－２

  【EV 改造事業】
EV 事業全般、電気のりもの製作・販売、てづくり電気自動車製作・販売、EV
関連改造指導、EV 改造キット製作・販売

【製造 EV 車両】
    2009 年 1 月に長岡市商工会議所向けにアルト（スズキ）を生産。以後、ミゼット（ダ

イハツ）、ワゴン R（スズキ）、ミニカ（三菱）、ミラ（ダイハツ）、セルボ（スズキ）、エ
ブリィ（スズキ）、ビート（ホンダ）、ハイゼット（ダイハツ）、ミニキャブ（三菱）、スク
ラム（マツダ）等、全国の EV 改造の指導をしている。モーターは、主に、120V/回生
付 7.5KW 直流または、96V/回生付６KW 直流を提供。バッテリは、12V リチウムバッ
テリを提供。
●特徴

スモール・ハンドレッド運動推進者本田氏が経営。
日本スモールハンドレッド協会協賛企業。手作り
EV 教室や試乗イベントを積極的に開催する他、
手軽に改造 EV を作れる場所と道具と改造指導を
提供する「ＥＶステーション」設置、充電施設の
建設を推進している。当該企業が有するノウハウなど
アドバイスを受けられることをメリットに、
“ＥＶアドバイザー認定資格”を発行している。
認定条件は、EVhonda が用意した試験に合格すること、
EVhonda の協力店であること、など。

●その他
立乗り電動スクーター、EV バギーなどの乗り物も
EV 改造、製作をしている。

図.1.63 長岡商工会議所向けの
改造 EV アルト

（出典：EVhonda HP）
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1.2 国内の EV 関連団体（公開情報を元にした取りまとめ）

前節に示した企業とは別に大学・研究機関・任意団体が EV に関わる規格の統一化、EV 改造事業者

に対する情報交流、企業間連携の促進、産学連携による新たな EV 開発などを実施している。以下にこ

れら、EV 改造を直接事業内容としていない活動や教育・研究活動の一貫として実施されている内容に

ついて整理する。

①．日本 EV クラブ

【組織概要】
（１）所在地  東京都世田谷区松原 2-20-10-401 日本 EV クラブ事務局
（２）設立   1994 年
（３）概要   日本 EV クラブの活動は、（1）会員の EV 活動の支援、（2）EV の情報基地とし

ての機能をもつこと、（3）EV 情報をできるだけ多くの人たちへ提供すること、（4）
EV 普及のための講演、試乗会、先行開発の実施、 （5）その他、EV に関わる様々
な活動、など。

【活動内容】
活動内容としては「日本 EV フェスティバル」の開催、「EV 入門塾」の開催、「EV
手作り教室」の開催、「EV 試乗・講演会」の開催、ERK 走行会の開催、会員の手
作り EV 製作の支 援、ERK（エレクトリック・レーシング・カート）の開発およ
び製作の支援、日本 EV クラブ会報、EV ジャーナル、日本 EV クラブ通信の発行
などを通じて EV の改造・利用・推進に向けた情報提供を行っている。
日本 EV クラブ員の構成は、EV に関心がある人すべてで、2011 年 1 月現在、個
人会員 454 名、法人会員 22 社。会員が製作した EV は 100 台を超える。

②．電気自動車普及協議会（APEV）

【組織概要】
（１）所在地  東京都新宿区西新宿 6-10-1 日土地西新宿ビル 8F
（２）設立   平成 22 年 6 月 29 日
（３）概要   電気自動車（EV）産業という新たな産業創出の視点から、EV の普及促進、啓蒙

活動、また電気自動車がもたらす新しい未来環境を提言、整備することを目的と
している。また、ＥＶ関連の事業や研究、普及活動を行う事業者、研究機関、各
種団体をネットワークでつなぐことによって情報の共有を図り、現在個々に行わ
れている既存ガソリン車の電動化活動等を支援するとともに、既存および新規自
動車メーカーのＥＶ事業への参入を促進する。また、電気自動車の広報宣伝や政
策提言を行うことによって、電気自動車の社会基盤整備に努める。

【活動内容】
現在会員数は、正会員 164、特別会員 67、賛助会員 92、行政 1（関東運輸局
自動車技術安全部）となっている。参加自治体（特別会員）には、愛媛県、静岡
県、慶応大学、愛知県、群馬大学次世代 EV 研究所などが挙げられる。



(株)ユニバーサルエネルギー研究所           29

③．チャデモ協議会

【組織概要】
（１）所在地  神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町 4-1 東京電力株式会社 技術開発研究所内
（２）設立   2010 年 3 月 15 日
（３）設立目的 電気自動車の普及のために急速充電方式（CHAdeMO プロトコル）の開発・

規格標準化、インフラ整備のための活動を推進。

【活動内容】
すでに複数の自動車会社および充電器メーカーが CHAdeMO プロトコルを採用しており、国
際標準機関への提案も行われている。急速充電インフラの普及を推進するための中核組織とし
て，自動車会社，充電器メーカーおよびこれを支援する企業・行政などによって構成される。

④．JEVRA－日本電気自動車レース協会

【組織概要・活動概要】
（１）所在地  東京都世田谷区喜多見２－６－３０株式会社エムアンドテイプランニング内
（２）設立目的 地球環境問題を考え，自動車の排出される二酸化炭素（ＣＯ２）を１００％
排除した電気自動車（ＥＶ）レースを積極的に行うことにより，ＥＶの開発スピードを速めて
ＥＶ社会の発展とエコロジー（ＥＣＯ）の推進を行う。

⑥．日本スモールハンドレッド協会（JASH）

【組織概要】

当該協会は東京大学総長室アドバイザーの村沢氏が、改造電気自動車のビジネス化・産業化を
支援するために設立した任意団体。

【活動概要】
主要な活動は、改造 EV の普及とオープンイ
ノベーション方式による開発支援。全国各地
のメンバーが、それぞれ、モーター、バッテ
リー、制御機器など、より良いものを開発あ
るいは調達する事を促進する。また、情報の
共有化を推進する。情報共有により、改造モ
デルの性能向上とコスト低減の実現を目指
す。
スモール・ハンドレッドによる開発ネットワ
ークは、新潟の EVhonda（本田昇氏＝本田
師匠）、東京の「100Zero」（古谷文太氏）、
横浜のオズコーポレーション（古川治氏）な
どを中核メンバーとし、愛媛県の「EV 開発
センター」などとも提携し、合計 10 数拠点
によるバーチャル組織として運営。

補助金獲得に向けた活動も強化している。改造 EV 普及を加速するためバッテリーのコストを
現在の半額にすることを目指す。例えば、鉛バッテリー仕様の100万円の廉価版なら50万円、
リチウムイオン電池を積んだ 200 万円のモデルなら 100 万円に下げることを目標とする。日
産の「リーフ」は補助金なしなら 376 万円であるが、補助金を活用すると 299 万円と 300
万円を切るとし、この方式を改造 EV に当てはめれば、改造費 50 万円で電気自動車を手に入
れることができることになり、改造 EV は大手メーカーの新車 EV よりはるかに少ないコスト
で CO2 削減と省資源化を達成できるとしている。

図 1.64 スモールハンドレッド開発体制
（出典：日本スモールハンドレッド協会ＨＰ）
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⑦．日本自動車研究所（JARI）

【組織概要】
  （１）所在地  茨城県つくば市苅間 2530
  （２）設立     1969 年

【活動内容】
    自動車に関する総合的な研究を行う。クルマ社会の健全な進展に貢献するこ

とを使命とした公益法人の試験研究機関。1996 年にでんき自動車館がオー
プンし、電気自動車普及整備事業を開始した。現在は FC/EV 研究部にて、
EV 車両と共に、充電方式の検証なども含めた実証試験や国際標準化活動を
通じて FCV（燃料電池自動車）および EV（電気自動車）の普及促進に貢献
している。

⑧．愛媛県 EV 開発センター

【組織概要】
    （当該センターは産業技術研究所内に設置された EV 開発の為の施設）
    （１）所在地  愛媛県松山市久米窪田町４８７－２
    （２）人員   8 名

【活動内容】
●概要

  改造電気自動車ビジネスプロジェクト・改造電気漁船ビジネスプロジェク
ト・電動バイクの開発の３つのプロジェクトを推進している。

●特徴
愛媛県としては、軽トラックの EV コンバート（みかん農園などでの利用）
活用を検討している。当センターは、渦潮電機など地元の EV 関連事業者と
の連携を推進している。

  ●その他
  愛媛県産業技術研究所の中の研究開発施設。

電動化技術を活かしたモノ作り・ヒト作り・マチ作りの加速度的進展への貢
献を目的とする。

         

図 1.65 EV-1         図 1.66 センター内の評価・試験設備
（出典：愛媛ＥＶプロジェクトＨＰ）              （出典：愛媛ＥＶプロジェクトＨＰ）
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⑨．NPO 法人 HSVP 

【組織概要】
（１）事務局  静岡県浜松市西区入野町 898

            （超小型電気自動車の普及を目的として発足された NPO 法人）

【活動内容】
●概要

  HSVP はパーツの開発を推進する。対象とするパーツは、モータ・バッテリ
ー・コントローラ・フレーム・ボディカウルの 5 つである。スペック、価格、
販売実績は不明。

●特徴
            原動付自転車（四輪）の規格に準拠する車両を開発する。T3 の車体は 100kg

以下で超軽量。
●その他

            当該 NPO 法人が電気自動車のパーツの規格を提案し、浜松市内の各企業が
開発を行う仕組みになっている。  電気自転車のパーツの商品開発を通し
て人材育成・技術の伝承及び環境への貢献を行うとしている。

         

図 1.67 Evivo         図 1.68 T3

⑩静岡大学

【組織概要】
（１）所在地   静岡市駿河区大谷 836

【活動内容】
●概要

  はままつ次世代環境車社会実験協議会のメンバーであり、地域の大学とし
て、教育・研究・社会貢献に低炭素化社会の取組みを進めており、その一
環として積極的に次世代環境車実験車両に参画している。スペックや販売
実績は不明。

●特徴
             スニーカーは、電池、モーター、タイヤ以外自作の EV カー。二基のイン

ホイールモーターによる後輪駆動。電池以外に発電機を搭載し、ガソリン
を補給すれば走行距離は無制限。サスペンションは CFRP 製の一体成形部
品である。

●その他
             大学の研究機関として活動。

        
図 1.69 スニーカー       図 1.70 XX-609e

（出典：静岡大学学生フォーミュラサークルＨＰ）
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⑪．静岡理工科大学

【組織概要】
（１）所在地   静岡県袋井市豊沢 2200‐2

【活動内容】
    ●概要      エネルギー制御・デバイス・通信の分野における教員をノウハウを有機的

に活用して、電気自動車の開発に生かす。遠州地域における電気自動車に
関するシンクタンクになるべく、研究・開発・教育に取り組んでいる。ス
ペックや販売実績は不明。

●その他
             大学の研究機関として活動。

図 1.71 学生 EV フォーミュラ車
（出典：全国ＥＶサミット in しずおかガイドブック）
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1.3 国内の EV 改造事業に関わる動向（ヒアリング・現地調査）

本節では、改造 EV の取組みの関係者（新車改造ＥＶ事業者、コンバート改造事業者、改造に関与

する大学など研究機関、地方自治体、自動車メーカー、有識者など）へのヒアリング調査を行い、関

係者の取組みについて実態を整理した。特に、改造 EV を取巻く課題や市場性・将来展望などについ

て、各々の立場での意見を集約した。

ヒアリング実施件数は、下表の通り５カテゴリーで 21 組織（団体・企業）に対して実施した。な

おヒアリング実施期間は、2012 年 2 月 1 日から 3 月 12 日にかけて電話あるいは訪問にて実施し

た。

表 1.2 改造ＥＶ関連ヒアリング対象者

カテゴリー別ヒアリング対象者

１．ＥＶ改造事業者：6 組織

100Zero

EVhonda(株)

(株)オズコーポレーション

㈲タケオカ自動車工芸

(株)フラットフィールド

(株)淀川製作所

２．自動車メーカー：３組織

日産自動車(株)

(株)光岡自動車

三菱自動車工業(株)

３．関連団体：３組織

ＡＰＥＶ（電気自動車普及協議会）

ＪＡＦ（日本自動車連盟）

日本ＥＶクラブ

４．地方自治体（県・市・区・町・村など）：6 組織

茨城県つくば市

大阪府

京都府

静岡県

静岡県磐田市

新潟県柏崎市商工会議所

５．大学・研究機関（有識者）：３組織

愛媛県産業技術研究所 EV 開発センター

大阪府立大学 EV 開発研究センター

交通安全環境研究所

【ヒアリング項目】

対象者（組織・機関）ごとに内容は異なるものの、概ね以下の内容についてインタビューを行った。

●改造ＥＶの開発・事業化の動きについて（取組みの目的など）

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）について

●改造ＥＶに求められるスペックについて

●改造ＥＶを使用した経験に基づく意見（改造ＥＶユーザーに対して）

●改造ＥＶの課題について（普及課題、開発課題、制度上の課題など）

●改造ＥＶ事業を推進するインセンティブについて（地方自治体や公的機関）

●改造ＥＶの普及・実用化に対する意見（行政に対する要望など含む）  など
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（１）EV 改造業者

1）100Zero

事業所名 100 Zero

日   時 平成 23 年 ２  月 ２０  日    11 : 00  ～  11 : 30

場 所（住所） 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山 3-22-20 佐伯ビル 1 階

ヒアリング対象者 社長 古谷 文太様

●同社のビジネスモデルについて

EV の設計・改造に関して多面的な事業を行っている。改造 EV を設計・製造・販売をはじめ、改造

に必要な部品の製造・販売、改造キットの取扱いと共に改造サービスを提供している。ただし、改造 EV

の部品・材料の製造・販売が主要なビジネスである。

●改造 EV 事業を実施するに至った経緯・理由について

2010 年ごろ改造 EV は技術的には可能だが事業化にはまだ未成熟なビジネス分野であったことから、

新規参入のチャンスととらえて開始した。

新車 EV を購入する場合、通常 EV であることに加え、新機能やデザイン性など車自体への付加価値

を求めるケースが多く、価格帯も改造え V と比較して高額となる。このような背景から、改造 EV を大

手メーカーの新車 EV と比較した場合、価格帯や求められる要素などが異なるため、市場での競合はな

いと認識している。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）

・対象とする購買層（車所有台数、持ち家なのか、等）

航続距離が限られるため、改造 EV を求める人は車を複数台所有しているケースが多い。また、現時

点では実用性よりもコマーシャル性の方が高いためか、一般のオーナーより事業者による導入の方が多

く、全体の２/3 を占める。

・用途の想定（改造 EV だから可能な利用用途があるか）

観光地やレジャー施設での移動・周遊、業務での運搬、プライベートでの日常的な利用（自宅近所の送迎 、

通勤・通学、買い物）等、利活用範囲は多岐に亘る。改造 EV 特有の用途というわけではないが、事業用と

しての導入が多く、また航続距離に対する懸念もあることから、500m～１km 程度の短い距離の運搬

業務用の需要が多くみられる。

●製造している改造ＥＶのスペックについて

現在は軽自動車に限定して改造を行っており、今後も大型車を取り扱う予定はしていない。

スペックについてはコンバージョン EV ガイドラインに沿う範囲でオーナーの意向に添える様、バッテ

リー等についても複数取り合揃え、改造 EV の大きなメリットである顧客のニーズに合わせた EV の製

造を可能にしている。

●改造 EV の長所と短所に関する認識について

最大の長所は利用目的に合った車両を提供できるという点にある。愛着のある車や好みの車を継続し

て所有が可能になるだけでなく、環境面においてもガスを排出せずかつ車両をリサイクルして使えると

いう点でもメリットは大きい。最大の課題はやはり航続距離であり、ユーザーの利用の目的次第では短

所となる。

●「改造 EV」のマーケット開拓に当たって重要となる要件。
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用途に応じた航続可能距離と価格が最も重要視される要件と言える。

航続可能距離については、オーナーへのヒアリングによる傾向からすると、改造前には 300km 程度と

回答するオーナーが多いが、実際の用途に鑑みると、80km 未満でも十分のケースが多い。

現在の市場の用途傾向から判断しても 80km 程度でもニーズに応えることは可能なレベルである。

価格に関しては、50～100 万円程度の改造費用もしくは購入の上乗せ額に収まれば、需要が見込める。

航続可能距離を用途に合わせたものに設定することで、価格を 50～100 万円程度に抑え、バランスの

とれた製品の提供を可能にすることが重要である。

●改造 EV のマーケット開拓に当たって重要となる要件について

・普及にあたっての課題

EV 認知は徐々に広がっているが、まだ需要にはつながっていない。需要拡大の打開策としては、メ

ーカー側では航続距離や価格面の改善が大きな課題となる。他方、行政が主導して解決すべき課題とし

ては、充電設備の普及や補助金制度などのバックアップ挙げられる。

また、現在新車 EV は公的機関での導入が多くみられ、展示会や試乗イベントなどで一般市民への認

知も広がっている。一方、改造 EV は公的機関への導入事例も少なく、認知度そのものが低い。

・技術面での課題

EV（特に改造 EV）については、一般の車検会社、あるいは車検を請け負っている量販店等ではメン

テナンスやアフターケアが技術面において十分に対応できないという課題がある。

●改造ＥＶの普及・実用化に対する意見（行政に対する要望など含む）

改造 EV の普及・実用化に対するインセンティブや規制緩和として、まず助成金は不可欠である。

また、前述のように認知度そのものが低いとい改造 EV を公的機関で率先して導入を図ることにより、

認知度の向上と需要拡大につながる。この認知度と需要の拡大が助成制度を含む法的整備とインフラ整

備の双方を加速させることにつながると考える。

●将来的な展望

海外展開の可能性として、東南アジア圏への進出の勧誘が多いものの、現時点では具体的的な検討は

行っていない。しかし、日本の中古車を EV に改造してして海外に輸出するビジネス、あるいは改造 EV

の生産システム全体を海外に移植するようなビジネスは市場性があると考えている。

●中国などの新興国で行われる改造 EV ビジネスに対する意見

現在中国で製造されている低価格の改造 EV であれば、人口の多くを占める低所得者層が車を手に入

れる大きなチャンスとなり得ることから、浸透すれば大幅な市場拡大が期待できる。低所得地域での改

造 EV の普及は高額な改造 EV を手掛ける大手メーカとは競合しない魅力的かつ大規模マーケットと捉

えることが出来る。
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２）EVhonda(株)

事業所名 EV honda(株)

日   時 平成 24 年 2 月 15 日  15：00 ～ 16：30

場 所（住所） 〒940－0856 新潟県長岡市美沢２－１９４－２

ヒアリング対象者 社長 本田 昇様

●御社の現在のビジネスモデルについて。

改造 EV の設計／製造の指導（技術的サービス）、ならびに改造主要部品

の設計・開発・キット販売に取り組んでいる。

また整備振興会主催の講習会（二泊三日コース）を国内各地で通年開催

し、講習しているほか、これまで約 100 台のキットを販売している。

図 1.72 工場内で改造中の車両

●どのような経緯で改造 EV 事業に至ったか、何故始めたのか

  リーマンショックによる地域産業の衰退を感じ、地球温暖化との相乗効果として何か出来ることを

考えた。地球を守り古里の環境を良くし、石化燃料への依存度を減らすべくゼロエミッションでコン

フォタブル性を兼ね備えた乗り物として、また資源を活かす観点で中古車をリメイクし、石化燃料に

頼らない移動手段を広めたいとの想いから改造 EV に取組むことに至った。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）について

同社の直接的なビジネスの対象は、改造 EV を手掛ける事業者であるが、その先の改造 EV の利用者

は、役所や郵便配達などのチョイ乗り（40～50km を移動）する人や、シニアカー・ゴルフカートの

様な小型車両なども対象となる。

●改造事業の内容について

例えば、改造 EV の部品の一つとしてミッションを手掛けているが、オ

ートマチック変速機は、約 15%のロスが発生するため、改造 EV 車にお

いてもロスの低減も含め、設計・開発に取り組んでいる。この他、DC コ

ントローラ BOX や真空ポンプなど、エンジンが無くなることで必要とな

る改造 EV ならではの部品なども開発・販売している。

当然、コンバージョンガイドラインに沿った改造を指導しているが、

事業者などの受講生の中には個性的もしくは愛着のある車を長く使いた

いとの思いから、色々な車の改造が為されている。

●改造 EV のマーケット開拓に当たって重要となる要件について

  低コスト・安全性・コンパクト性・快適性は必要であり、かつ地域の

使い方に即した乗り物であることが重要。改造 EV においては、家庭に

おける充電が主流と考えており、改造 EV においても普通充電を中心に

開発を進めている。

図 1.74 家庭で充電できるプラグ

図 1.73 オリジナル部品
を組み込んだ改造車両
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●改造ＥＶのマーケット拡大における制度面での課題について

  制度上課題として、特に改造 EV に対する対応が検査場ごとに対応がまちまちであり、ガイドライ

ンなど、一定の取り決めなどで明確になることを希望。

●改造ＥＶの普及・実用化に対する意見（行政に対する要望など含む）

  これまでの取組みに対して環境省からの受賞や、新潟県知事との対談

の機会を得るなど、活動を認められたことを感謝している。

図 1.75 手作りＥＶで精力的に活動中

●中国など途上国で行われている改造 EV ビジネスについて

  中国は既に、太陽光発電でも EV でも先進的・意欲的な取組が行われている。但し、リチウムイオ

ン二次電池の扱いに関しては、製造のバラツキなどが危惧される。我が国に入って来る車両について

は、ガイドラインなどに基づき、車体の型式認定や製造工程は日本国内で行うことで、品質や一定性

能の担保を図るなどが求められる。

３）オズコーポレーション

事業所名 オズコーポレーション

日   時 平成 23 年 2  月 17  日   11:00～11:30

場 所（住所） 〒223-0066 神奈川県横浜市港北区高田西 1-3-31

ヒアリング対象者 社長 古川 治 様

●同社のビジネスモデルについて

改造 EV に必要な部品・材料、改造 EV キット等々の輸入、販売を手掛ける。主に改造 EV に必要

な部品・材料は、現在主に研究開発用に輸入しているが、この場合 1～数点でのオーダーであるため、

需要が少なくコスト高となるケースが多い。改造サービスの需要は徐々に出てきているものの、一般

では時期尚早の印象が強い。

●改造 EV 事業を実施するに至った経緯・理由について

10 年来改造 EV を趣味とし、日本 EV クラブなどにも参加していたことから関心が強かったが、

近年、今後ビジネスとして実用化が可能であるという意見も専門家から多く聞かれるようになったこ

とを受けて参入した。

●大手メーカー製造 EV との違いについて

大手メーカーの新車 EV には補助金制度など優遇措置があるため、改造 EV より有利であるほか、

一般的な認知度も非常に高い。また、改造 EV の場合、メーカーレベルの評価（査定）ができないた

め、メーカーの性能を上回ることは非常に困難な面がある。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）

・対象とする購買層（車所有台数、持ち家なのか、等）



(株)ユニバーサルエネルギー研究所           38

当面は一般よりビジネスでの利用がメインとなる見通しが強い。

一般向けとしては地方でガソリンスタンドが遠い地域での需要がある。

・用途の想定（改造 EV だから可能な利用用途があるか）

事業用としてはトラック、クレーン車の特装車など、トンネル内での作業車など排気ガスが出ない

ように配慮すべきケースで改造をするようなケースがある。また、一般向けとしては地方でガソリ

ンスタンドが遠い地域にある車、農家の軽トラックや４WD 等、日常での近距離移動用としてのニ

ーズが多い。

●製造している改造ＥＶのスペック

改造対応車種は、主に軽トラックで、バッテリーは特に問わない。コンバージョン EV ガイドライ

ンに沿う範囲でオーナーの意向に沿う事としている。モーターは DC ブラッシュモーターを採用して

いる。

●改造 EV の長所と短所に関する認識について

利用目的に合った車両を提供でき、愛着のある車や好みの車を継続して所有が可能というメリットがあ

る反面、前述のようにメーカーレベルの評価（査定）ができないため、メーカーの性能を上回ることは

非常に困難という短所を有する。

●改造 EV のマーケット開拓に当たって重要となる要件について

改造 EV に求められる要件は、まず十分な安全性と冷暖房、そして価格である。価格は 50 万円未満に

抑えられる必要がある。

・部品調達・コスト面での課題

改造 EV に必要な部品が国内では入手不可能であるため、海外から取り寄せが原則となるが、簡易

に入手できない。また、高コストである。

・普及にあたっての課題

これから BtoB で広めていく段階に至ったという印象が強く、一般での販売方法や広告手段を検討

するには時期尚早である。

・技術開発面での課題

メンテナンス・アフターケアそのものについてはガソリン車よりも対応しやすいため特に問題はな

い。

EV 車の問題はバッテリーのみがまだ改善の余地があるという点に絞られると考えているが、電池

性能が車そのものの性能と捉えられがちなため、結果として低評価を得てしまっている。

・制度上の課題（車検・その他改造後の費用・PL 法対応）

現行の助成金などの優遇措置は、新車 EV のみを対象としており、また技術に関する認証制度や資

格も整っていない。改造 EV に関しては記載変更ではなく構造変更検査に該当してしまう為、車検

の有効期間が余っていても、改造によって残りの有効期間が無効となるという問題点が挙げられる。

●改造ＥＶの普及・実用化に対する意見（行政に対する要望など含む）

新車 EV と同じように改造 EV に関しても補助金など優遇制度を設ける必要がある。

改造行為は構造変更検査の対象事項となり、車検の残り有効期間が無効となってしまうデメリット

を補てんするようなシステムを設けることが望まれる。

●将来的な展望
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海外、特に中国の地方では EV がかなり普及しているため、そこで日本にある改造 EV のノウハウ

などが活かせないかと考えている。また、日本の中古車を途上国に輸出するケースが増えてきている

が、それを改造 EV にするビジネスも成り立つのではないかと考えている。

●中国などの新興国で行われる改造 EV ビジネスに対する意見

非常に良い傾向である。規制などがほとんどなく安全性など配慮に欠ける面はあるが、日本は規制

が多すぎてなかなか普及しづらいという課題を抱えているのも事実である。

４）㈲タケオカ自動車工芸

事業所名 ㈲タケオカ自動車工芸

日   時 平成 23 年 2  月 29 日   １６：５０～17:10  

場 所（住所） 富山県富山市安養寺 504-1

ヒアリング対象者 社長 武岡 栄一 様

●現在のビジネスモデルについて

超小型モビリティ（マイクロビークル）の開発・製造・販売を行っており、改造 EV は検討したが

未だ参入していない。

改造 EV には興味を持っているものの、次の観点で、見合わせている。

・新車 EV には補助金が出るのに対し、改造 EV 車には補助金がでない。

・あまり需要があるとも思えない。

・ビジネスとしてまだ成り立たないのではと考えている。

但し、今後の補助金制度などの動向を見て検討する。

●改造ＥＶのニーズ・市場性について

改造 EV を対象とした補助金制度が確立して、同社が改造 EV 市場に参入する場合、購入者として

想定しているターゲットやメインとするベース車種は検討しているが、企業秘密のため答えられない。

また改造車種に関しては、採算性を考えると、ある程度絞った方がやりやすいとは思う。なお、補

助金が出ない場合は、趣味で改造 EV 車に乗りたいといった人以外は、ターゲットとしてなかなか考

えられないので、需要が少なすぎてビジネスとするには難しいのではないだろうか。

●改造 EV のマーケット開拓に当たって重要となる要件について

特に値段が重要ではないか。また、改造費用もしくは購入の上乗せ分としては、50 万円未満でな

いと、なかなか需要は伸びないはず。同社ではモーター、コントローラーは安くおさえられるように

したが、電池がどうしても高くついてしまうので、現時点では難しい。

●改造 EV の長所と短所に関する認識について

長所としては、利用目的に合った車両を提供できることや愛着のある車や好みの車を継続して所有

が可能になることの他に排出ガスゼロで環境に優しいところ。

短所は、改造 EV だと、車の構造が 1 つ 1 つ違うため必要な部品などがまちまちであり、ビジネス

として成り立たせるためには、車種を限定するなどして経済効率性をあげなければ難しい点。

●改造ＥＶのマーケット拡大における課題について（普及課題、開発課題、制度上の課題など）

改造 EV に対する購入補助金制度が、整うかどうかにかかっていると思う。補助金で新車よりも価
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格が半分くらいになれば、需要も出てくるはず。改造ＥＶの普及・実用化に関する行政への要望とし

ては、補助金を出してほしい。

●海外展開など将来的な可能性・展望について

まだ具体的に検討していないが、中古車を改造して海外に輸出するとなると、国によって輸入でき

る車の製造年月日の決まりがあるはず。改造 EV なら元の製造年月日がいつのものでも OK というよ

うに変わらない限り難しいのでは？

●中国など途上国で行われている改造 EV ビジネスについて、どのように考えているか

中国が新車 EV ビジネス先進国なのは知っていたが、改造 EV ビジネスも進んでいるのは知らなか

った。

５）(株)フラットフィールド

事業所名 株式会社フラットフィールド

日   時 平成 23 年  2 月 22 日   12:00  ～  12:20  

場 所（住所） 〒２４３－００２１ 神奈川県厚木市岡田３丁目９－８

ヒアリング対象者 社長 平野 智一 様

●同社のビジネスモデルについて

改造 EV を設計・製造・販売ならびに改造サービスを提供している。自社のビジネスモデルは淘汰さ

れると考えている。十分な性能と条件を兼ね備えた改造 EV を作る場合、量産車が販売している EV よ

りも高額になるが、価格が高すぎると売れない。

●改造 EV 事業を実施するに至った経緯・理由について

車の制御装置に関する大学との共同研究から開始した。大手メーカーは比較対象とはしていない。

大手量産メーカーは年間何万台単位での販売が条件となるが、中小メーカーの場合、ビジネスとして成

り立たせるためには年間数百台の販売がボーダーとなると認識している。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）

・対象とする購買層（車所有台数、持ち家なのか、等）

地方の農家向けが有望と考える。地産地消で、半径 50km 以内の人のみに販売するようなビジネス

モデルなら成り立つのではないか。地方ではガソリンスタンドが潰れているので、自宅で充電できる

EV が受け入れられると見込んでいる。

・用途の想定（改造 EV だから可能な利用用途があるか）

個別事業所敷地内（構内など）での移動、自宅近所の送迎、買い物など、片道 10km～20km 程度に使わ

れることを想定する。

●製造している改造ＥＶのスペック

地方では軽トラックがの需要が高い。リチウムイオン電池などの高性能な機能は特に必要としていな

い。バスに関しては、都市部のバスの場合概ね一周 10～15kｍであれば EV に適しているが、地方は

運行距離が長い傾向にあり、不向きである。観光地でのバスや観光所内の移動手段としてのバスが好適

である。
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●改造 EV の長所と短所に関する認識について

長所は排気量がゼロになること、また自宅で充電ができることにある。一方、短所は長距離走行が難

しく、自宅がマンションの場合、または事業所などがビルに入っているテナントなどの場合には充電が

できないという点にある。

●「改造 EV」のマーケット開拓に当たって重要となる要件

一般向けには市場は地方に限定されると考えているため、軽トラックの需要が高い。軽トラックの場合

はデザイン性などよりも実用性が重視されるため、特に価格面の調整が重要となる。最高でも 100 万

円、できれば 50～60 万円が購入に踏み切るボーダーではないかと考えている。また、長距離走る必要

はなく、一回の充電で 20～40km ほど走ればよいことから、リチウムイオン電池など高いものを使う

必要はなく、必要十分な条件を精査して低価格化を図ることが望ましい。

●改造ＥＶのマーケット拡大における課題について

現在の課題は単に電池の価格にかかっていると考えるが、電池価格は今後半年単位で下がっていく傾

向にあると認識している。その理由としては、まず EV のほかにハイブリッドでも電池を使用するため、

今後電池の需要が伸びるであろうことが挙げられる。次に、電池は基本的に誰が作っても同じ機能のも

のができるため、参入障壁が低いこと。個人的には日産と韓国企業での競争になると予測している。最

近は工場をロボット化しているため、人件費の差がなくなりつつある。競争力の低い中小企業などは国

が一つにまとめてしまう方針の韓国と、そのような企業は淘汰されていく中国に対し、まだ企業の競争

力が高い日本が立ち向かうには政府が産業をまとめる必要があると考える。

●改造ＥＶの普及に関わるインセンティブや規制緩和について

乗用車以外の車両（マイクロバスなど）にも補助金を出してもらいたい。また、改造 EV が故障した

場合、仮に部品に不備があったとしても現状ではその責任を部品メーカーに問えない、あるいは問うの

に時間を要し、EV 購入者にとってのデメリットとなっている。過去の事例では、同社の場合、部品メ

ーカーが責任を認めるまで最長で 1 年半を要している。

この場合、一時的・限定的（JIS マークのある部品に限定、など条件付き等）にでも、故障の際の補

償制度を設けることで消費者にとって改造 EV を選択するハードルを下げることにつながる。

●将来的な展望

海外展開の可能性は限りなく低い。量産車である日産でさえ価格競争という面で不利であることから

も、海外で求められる車両と日本国内で求められる車両は全く異なると考えている。国内で求められる

のは高性能・多機能・高額な車両であるのに対し、海外では機能は低くても低価格で実用的な車に対す

るニーズが高い。

●中国などの新興国で行われる改造 EV ビジネスに対する意見

中国市場、ならびに改造 EV ビジネスはある程度成長するものと推察する。特に、低所得層は安価な

造 EV を買う傾向にあり、同様のマーケットは途上国、新興国では大きく期待できる。

現在の日本では、各中小企業が個性を生かした改造 EV を作ることに専念している傾向がみられるが、

例えば APEV 会員が一緒になって一つの製品を開発して売っていく、というような戦術を取らないと改

造 EV ビジネス自体の成立は困難である。個性を生かした改造 EV 製造は、事業採算性に照らすと非常

に厳しく現実的とは言えない。
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６）(株)淀川製作所

事業所名 株式会社 淀川製作所

日   時 平成 23 年 2 月  7 日    16:00  ～  16:10

場 所（住所） 〒570-0005 大阪府守口市八雲中町 1-13-6

ヒアリング対象者 社長 小倉 庸敬 様

●同社のビジネスモデルについて

改造 EV ボディの設計・製作と、改造 EV の部品製造している。

●改造 EV 事業を実施するに至った経緯・理由について

同社元々金属部品メーカーであり、下請け業務が減少したことから、新しい事業を模索していた。

EV を選んだ理由は、法律のハードルが低かったこと、また、ガソリン車よりも部品数が少ないことが

挙げられる。販売しているマイクロカーは軽自動車よりも小型であり、車検や車庫証明が必要ないため、

この点については大手メーカーの新車 EV 大手の量産車と比較してメリットが高いと考えている。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）

・対象とする購買層（車所有台数、持ち家なのか、等）

観光地にて、人力車の代替品としての利用を対象としている。

・用途の想定（改造 EV だから可能な利用用途があるか）

観光地やレジャー施設での移動・周遊用である。営業用のナンバーが取得できないためタクシーとし

ての利用は不可だが、観光地におけるレンタルを想定している。

・展示会や新聞に掲載するなどしており、関心を得ている反応はあるが、販売には至っていない。現時

点での販売実績は 1 台である。

●製造している改造ＥＶのコンセプト

利用目的に鑑み、車の性能よりはデザイン性を重視している。日本の文化や和のテイストを取り入れ

たデザインで、着物を着ていても似合うもの、というコンセプトである。現状では性能は、その次であ

ると考えている。デザイン性（個性）は重要な要件となる。畳や和紙など和の素材を取り入れたデザイン

を用いている。

●改造 EV の長所と短所に関する認識について

長所は環境性が高いという点にある。また、固定費や維持費が安価である一方で、マイクロ EV はエ

ンジン車に比べると圧倒的に動力性能が劣る。

動力性能を上げていきたいと考えている。三輪の車を作製しているので、走行スピードを上げると転

倒リスクが出るなど、克服すべき開発課題がある。

●改造ＥＶの普及・実用化に対する意見（行政に対する要望など含む）

現状で十分な自治体からの支援を受けている。現時点ではこれ以上の必要性は感じていない。

●将来的な展望

イベントでの展示の目的などで、ヨーロッパからの関心を得ている（例えば、フランス・リヨンのイ

ベントへの貸し出し依頼）しかし、販売にはまだ課題が多くて近い将来の海外進出は考えにくい。海外

の改造 EV 関連イベントなど関心を寄せているものはあるが現時点では国内で手一杯である。
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（２）自動車メーカー

  １）日産自動車

事業所名 日産自動車㈱

日   時 平成 24 年 2 月 17 日 11:00 ～ 12:30

場 所（住所） 日産自動車㈱ 本社

ヒアリング対象者
渉外部 担当部長 永澤様

企画・先行技術開発本部 環境・安全技術渉外部 部長 長谷川様

●現状の改造 EV に対する認識について

当所、町工場で取組むのは問題があると受け止めていたが、ガイドラインが策定され、それに準拠す

るなら担保出来るのではないか。毎年、新規安全・環境基準が見直されるので、それに合致する様、技

術的な課題をガイドラインでカバーして行くことが必要。また中古車を EV に改造すると言う面では、

古い資源を廃棄せずに使うと言う観点から、車の設計も改造し易いものにしていく必要があると考える。

EV に改造すると、バッテリー搭載により重量が重くなるため、安全性能が保障出来るかが、課題にな

ると考える。更に耐久性や衝突安全性、PL 法対応など、取組むべきことは多い。

●改造ＥＶと量販車との棲み分けについて

ニッチなマーケットでの普及の可能性として、量販車との棲み分けはあり得る

と思う。但し、品質保証体系など含め、社会的に要求される事には対応して行く

必要はある。

改造 EV の用途としては、配達や宅配などが想定されるのではないか。特にマイ

クロビークルクラスなら、排気ガス・騒音がなく、小回りも利くことから、例え

ば商店街の中を行き来するなど有効と考える。

図．日産自動車のマイクロ EV

●改造 EV に求められるスペックについて

要求性能は用途によって異なるが、一般的には顧客は贅沢であり、従来の車と同等のことを望むと考

えられる。

●改造 EV のマーケット開拓に当たって重要となる要件について

どの様なセグメント・用途で使うかによって異なる。新車と競合する場合は、EV としてゼロエミッ

ションと言うメリットは訴求できる。また、マイクロビークルなどは、既存の車では出来ないニーズに

応えることが可能となる。今後この様なくるまは、社会的には意義のある事である。従って、安全性に

おいても、電気系・衝突安全などトータルバランスは必要である。

●改造 EV の価値と量産車との相違点について

改造 EV を購入する場合の改造費用もしくは購入の上乗せ分の額としては、結局ユーザー視点として、

ガソリン代と電気代の差額が目安になると考える。

自動車メーカーが製造する EV に対して、改造 EV に欠落しているものとしては、総合性能・重量バ

ランス・トータルの安全性・走行性能の他に、車両診断や各種通信・情報の対応面の不足が考えられ

る。

●改造 EV の長所と短所に関する認識について

長所としては、中古車をベースに比較的安価に購入出来れば、本格 EV のエントリー車にもなり得



(株)ユニバーサルエネルギー研究所           44

る。一方で、性能に関しては、課題があると考える。

●改造ＥＶの普及・実用化に向けて重要な事について

ガイドラインで安全性および品質保証面で、一定のレベルを担保することが必要。

●中国など途上国で行われている改造 EV ビジネスについて

EV も、ちゃんと車としての基本性能（走る・曲がる・止まる）が最低条件。

これまで日本に入ってきた車や、中国のスモールハンドレッドは、形は車でも、これらは基本性能

に欠けている。コンバージョン EV でも高い信頼性は必要で、その為には、次の３つの要素とそれら

の組合せがカギと考える。

・改造ユニット（の選定）

・技術力

・ベース車両

値段だけではなく、安全性への取組み・担保は重要である。例えばバッテリーの防水性について、

改造 EV では、どこまで担保出来ているのか？この様な車については、使う側も上手く使うことが望

まれる。

２）(株)光岡自動車

事業所名 株式会社光岡自動車

日   時 平成 23 年 2 月 １ 日   15:30  ～ 15:50

場 所（住所） 富山県富山市掛尾町 508 番地の 3

ヒアリング対象者 EV 部門窓口担当 西尾 悟 様

●改造 EV 事業を実施するに至った経緯・理由について

2010 年 1 月から EV 事業を開始した。電気自動車の本格普及期は徐々に近づきつつあるとの認識か

ら、改造 EV 事業に参入、将来的には EV の量産を目指している。

中小の改造 EV メーカーでは、簡単に改造が可能でかつ中古車を利用するため車検には有利である。

ただし、使用する中古車の劣化には注意が必要で、改造後のメンテナンス・アフターケアにも対応可能

な業者にのみ適しているのではないかと考える。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）

・対象とする購買層（車所有台数、持ち家なのか、等）

コンパクトカーをセカンドカーとしての所有することに適している。

・用途の想定（改造 EV だから可能な利用用途があるか）

自宅近所の送迎、通勤・通学、買い物など、個人ユーザーによる近所への移動の利用に適している。

●改造ＥＶに求められるスペックについて

車利用者の 80％が、1 日に 30 キロ以内の走行距離であるという統計に基づき、60～90 キロの航

続可能距離があれば良いと考える。これは万が一に備えて必要な走行距離の2 倍から 3 倍の距離走れる

ことが理想であるとの判断によるものである。

●改造 EV の長所と短所に関する認識について
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長所は既存の所有者に対し、安価かつ愛着を持って乗り続けることが出来る点にある。一方で車体の

劣化には注意が必要で、現状ではメンテナンスやアフターサポートに対応しきれない業者もあるなど、

費用やサポート体制の面でが十分ではない傾向にある。

●改造 EV のマーケット開拓に当たって重要となる要件について

十分な安全性とデザイン性（個性）を重視している。エコを意識すると同時に、車に愛着を持って欲し

いためデザイン性を重視する。元々、デザイン性に強いこだわりを持つ顧客が多いため、デザイン性（個性）

についてはオーナー側も重要視しているケースが多い。

自動車メーカーが製造する EV は、ブレーキのシステムや電気効率の良い車という面で改造 EV よりも優

位性が高い。

●改造ＥＶの普及・実用化に対する意見（行政に対する要望など含む）

ブラケットなど、車種毎に作成する部品の費用が安価に抑えられるのであれば実用化は理想的である。

ただし、改造後のアフターケアを充実することが不可欠で、加えて EV と同様に、補助金の対象になる

ことが好ましい。

３）三菱自動車

事業所名 三菱自動車工業株式会社

日   時 平成 24 年 ２月１７日 14:30 ～ 15:00（電話にて）

場 所（住所） 〒108-8410 東京都港区芝五丁目 33 番 8 号

ヒアリング対象者 EV ビジネス本部 EV 国内推進部エキスパート 堤 健一 様

●中小の改造 EV メーカーに関して

技術的な課題（困難さ）は無いと思うが、ビジネス的には以下の点で困難さが伴う。

・製品安全、PL 法、メーカー保証（メーカーでは、5 年間 or10 万 km）。

・定期メンテナンスでのコンディション把握と顧客サービス。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）について

現状では、大きなマーケット（利用者）は余り居ないと思う。趣味性の高い分野なら、可能性はあ

るかも知れない。個人が改造して、自己責任で楽しむことは、大いに結構と思う。

また、ちょっと違う視点で事業性を考えると、EV 改造事業者とは、改造ノウハウの教習ならびに、

改造部品や作業場所・ツールを提供する様なビジネスなら、可能性はあると考える。

●改造 EV に求められるスペックについて

安全性、特に EV としてではなく、不具合や事故、直ぐ壊れるなどの問題が起きると、EV 全体が、

その様な印象を受けないことが必要。一般の利用者は、普通（従来）の車と同様に使える事を想定し

ている。

電池を搭載している事で、重量増となる。例えばｉ-MiEV でも 190kg の重量増となっており、ベ

ース車よりもブレーキ性能の向上対策などを施している。

今後、ガイドラインでも、制動装置の spec について、規定する事が望まれる。また、現在の車は

モノコックボディーを採用しているため、デザインの変更など改造によりボディー強度を損なわない

様に留意する必要がある。
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●改造 EV のマーケット開拓に当たって重要となる要件について

航続可能距離については利用者の指向次第であり、合致すれば良いので一概には語れない。また値

段に関しても、利用者の指向次第となる。

自動車メーカーが製造する EV に対して、改造 EV に欠落しているものとしては、トータルのバラ

ンス（前後・左右の重量配分など）は、改造 EV でも担保すべき性能だが、事業者によって、どこま

で対応されているかは不明。

●改造 EV の長所と短所に関する認識について

・長所：利用目的に合った車両を利用できたり、愛着のある車や好みの車を長期間継続して所有が可

能になるなど、個別ニーズにマッチすること。

・短所：最新電子機器（ECU やエアバッグなど）の対応は、困難であること。

●改造ＥＶの普及・実用化に対して、行政などに対する要望について

・特段ない。

●中国など途上国で行われている改造 EV ビジネスについて

基本的には、ユーザーが選ぶ事であり、とやかく言う事はない。但し、これまで日本に輸入された

EV（完成車）でも、イタリア製や韓国製のものは、結局撤退している。これは、安全基準やアフター

ケア、信頼性など含めて対応出来なかった事が理由として考えられる。新規参入では、製品とする（販

売事業）はなかなか難しいと思う。

（３）関連団体

１）日本 EV クラブ

事業所名 日本 EV クラブ

日   時 平成 23 年  2 月  7 日     :  ～    :  

場 所（住所） 東京都世田谷区松原 2-20-10-401 日本 EV クラブ事務局

ヒアリング対象者 舘内 端 様（石川様よりメールにて回答有）

量産メーカー以外が作る改造 EV に将来はないと考えているので、当該ヒアリングには答え

られない。

２）JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）

事業所名 一般社団法人 日本自動車連盟

日   時 平成 23 年 2 月 27 日   13 : 20  ～  13  : 35

場 所（住所） 〒105-0012 東京都港区芝大門 1-1-30

ヒアリング対象者 EV 担当窓口 高野 様

●改造ＥＶに求められるスペックについて

JAF としては改造 EV 車が一定の規格に統一されてくれば、今後改造 EV 車に乗ったお客様から事

故や故障の際に依頼があっても、比較的対応が楽になると考えられる。

●改造 EV 事業者及びユーザーに対する意見として
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現時点では、改造 EV は 1 台 1 台構造が違うため、万一お客様から JAF に連絡があっても、修理

をすることは難しく、運ぶくらいしかできない。

●改造ＥＶの普及・実用化に関する意見について

車両や改造に関する規格をきちんと整えてほしいが、一定のものができるのかは疑問。

●電気自動車の事故対応などで、特に注意が必要な事項について

これまでのところ、改造 EV を運転している方からの応援要請がなく具体的には言えないが、もし

今故障や事故でご依頼をいただいても、（新車 EV であればメーカーできちんと統一された規格がある

が、）改造 EV は 1 台 1 台構造が違うため JAF で修理など対応することは難しいと思う。また一般の

修理屋でも同じ問題を抱えるのではないだろうか。

３）電気自動車普及協議会 （APEV）

事業所名 電気自動車普及協議会（APEV）

日   時 平成 23 年 2 月  28 日  10:10～  10:40  

場 所（住所） 新宿区西新宿 6-10-1 日土地西新宿ビル 8F

ヒアリング対象者 代表理事 田嶋 伸博 様

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）について

改造 EV の購入ターゲットは、2 パターン存在すると考えている。

①市場で販売されている EV に改造したい

農家・漁村・林業などで利用する軽トラが、ターゲットとしては一番適していると思う。改造

EV は一度の充電で長距離走ることはできないので、毎日こまめに短距離利用して総合的に沢山

乗らなければ利益が出ない。毎日 40～50 キロ程度乗る過疎地の農家・漁村などをターゲット

としている。価格帯は 160～170 万程度で購入できる EV よりも安くなければならないので、

100 万程度で改造できるキットが最も受け入れられるのではないかと思う。過疎地ではガソリ

ンスタンドが遠くエネルギー補給にも不便な為、自宅で普通充電のできる EV が良いと思う。

②愛着のある車を乗り続ける為に EV に改造したい

例えば古いフェラーリやベンツを、修理するよりは EV にして乗り続けたい、という思いを持

った所有者は意外と少なくない。このような場合はコストは重要な問題ではなくなる。

●改造 EV の用途例について

主に次の様な利用方法が想定される。

①業務での荷物運搬 ②個別事業所敷地内（構内など）での移動 ③自宅近所の送迎 ④通勤・通学。

このような、短距離を毎日こまめに乗るような利用用途を想定している。

●改造ＥＶに求められるスペックについて

メインターゲットを過疎地で使用する軽トラと想定すると、最低限の機能を備えており、100 万

円以下に抑えられるものが良いと考える。

●改造 EV のマーケット開拓に当たって重要となる要件について

値段が重要な要素であるが、改造費用もしくは購入の上乗せ分の許容額としては、50 万～100 万

円程度と考えられる。
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ただし最も重要な事は補助金であると思う。現在中古車の EV（改造 EV）に対する補助金制度がな

いため、消費者は改造を躊躇する理由になっている。国のイメージとしても、エコを推進し社会貢献

していることへのアピールの為にも、改造 EV 購入時に補助金を出すことは大きな意味がある。

●改造ＥＶにおける長所と短所について

今ある車両の有効活用ができる、石油枯渇問題に対する影響がある、排ガスが出ないなど挙げたら

きりがない。改造 EV の普及により新車が売れなくなるのではないかとの懸念の声が聞こえるが、実

際は車の性能や耐久性が上がったことから日本国内で廃車になった車両が海外で販売・使用されてお

り、事実上廃車になる車は多くなく、改造 EV のせいで車が売れなくなるということではない。また

車両が劣化しても、その車両メーカーのブレーキやオイルなどは継続して販売される為、売り上げが

著しく落ちるとも考えにくい。よって、改造 EV とは短所がなく、長所だけだと思っている。

●改造ＥＶのマーケット拡大における課題について（普及課題、開発課題、制度上の課題など）

改造 EV に対する補助金が最も重要だと考えている。

●改造ＥＶの普及・実用化に対する意見（行政に対する要望など）

中古車を改造した改造EVに対しても新車EV同様の補助金制度を作って欲しい。そうすることで、

購入者側にもエコに協力しているという意識が芽生え、普及に大いに役立つと考えている。

●将来的な展望について

過疎地などでは利用目的に合った車両を提供できることにより利便性があると考えられ、また環境

面でもメリットがある。しかし現状では三菱自動車工業(株)の生産割合を見ても、エンジン車が

99.5％で EV はたった 0.5％であることから、EV 自体が社会に普及するには今後長い時間がかかる

と思っている。

●団体運営面での取組み課題などについて

講演などを行う機会はあるが、なかなか改造 EV の普及が進まないことが悩みである。EV は排気

がなく屋内でも乗ることができるので、今後は性別年齢問わず試乗できるような場が増えて改造 EV

について多くの人に知ってもらえることを目標にしている。今後も行政と一緒に活動し、講演やイベ

ントなどを増やしていくように努力していきたい。

（４）地方自治体

①大阪府

事業所名 大阪府 商工労働部 新エネルギー産業課 企画グループ

日   時 平成 24 年 2 月 10 日 11:00 ～ 12:30

場 所（住所） 大阪府 咲洲庁舎

ヒアリング対象者 総括主査 岡田一郎様、副主査 松尾頼房様、主査 渡部孝彦様

●EV を推進しているその目的について

府下には、八尾市・東大阪市など自動車関連やものづくり産業が集積しており、EV を通じたものづ

くり政策として、H21 年に「EV アクションプログラム」を立ち上げた。

具体的支援策としては、府立高専（地元企業の EV 開発）や府立大（バッテリーに関する知識）によ
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る人材育成のほか EV コンソーシアムを設立し、会員向けに事例紹介なども行っている。

これまでに地元企業があらたに開発した、小型 EV は例えば全国の「小京都」と呼ばれるような観光

地での利用を想定しており、改造 EV は、この様な目的別に少量開発・製造する事業に向いているので

はないか。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）について

量産メーカーにはない移動手段として、ニーズに合うものを提供出来れば良いのではないか。

三菱の Mini-CAB が廉価で発売されたこともあり、メーカーとの差別化を付ける必要はある。

例えば宅急便の配達用車両など、都市部でも EV として価値の出せる用途・目的に適うクルマにする

ことが重要。ダイハツミゼットの廃車を EV に改造するなどで、この様なことも実現しやすい。

当地で求められる EV としては、例えばニュータウン地域の高齢化に伴い、ワンボックスタイプの乗

合巡回車両などは、地域の活性化になりうると考える。

●改造ＥＶに求められるスペックについて

安全基準としてはガイドラインに準拠するとともに、不明な点については、APEV や近畿運輸局な

どにも相談しながら、取組みを進めて行くことが必要。

●改造ＥＶの普及にあたっての課題について

施策として、どこまで PR 出来るかは解らないが、産業振興支援として位置づけている。

制度上の課題としては、例えば安全基準などに関しても、100 台程度製造する車両に対し、量産車と

同じ評価・試験を求めても実現が困難であり、緩和すべき点は見直しも必要と考える。

●改造ＥＶ事業を推進するインセンティブや取組について

現在行っているインセンティブとしては、事業者の試作開発非の一部を補助している。

●改造ＥＶの普及・実用化に対する意見

改造 EV 業者に対しては、特に安全性に関する取組みなどで、前向きに取組んでいる事業者と、もし

そうでない事業者がいるとすれば、ガイドラインなどによる規制などもある程度は必要かも知れない。

リチウムイオン電池の取扱いや実装方法などについても、一定のルールに準拠する必要はある。

●将来的な展望について

今後の展開としては、事業者への資金面としては、おおさか地域創造ファンドを通じた事業支援策。

また、中小企業が単独ではなく、事業者同士のネットワークが全国に広がり、お互いの技術やノウハウ

を結集して、ものづくりが出来る様になれば良いと考える。

②京都府

事業所名 京都府 文化環境部 環境政策課 企画担当

日   時 平成 24 年 2 月 16 日 9:00 ～ 9:30

場 所（住所） はまぎんホール

ヒアリング対象者 主任 伊藤 様

●改造 EV に関連する支援取組みなどについて

改造 EV に関連する育成支援としては、自動車整備振興会が人材育成として講習会を開催している

（厚生労働省の支援事業として、府立職業訓練校で開講）。現状、公用車として改造 EV を導入する予
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定はない。理由は、一充電での走行可能距離が重要なことと、荷物運搬が多いが使い易さが課題とな

る点が挙げられる。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）について

改造 EV を利用する人は、かなりニッチなユーザーと考えられる。事業者で軽トラックなどを使っ

ている場合に、EV に転換するケースなどはあり得ると考えられる。

●改造ＥＶ事業を推進するインセンティブや取組について

現在、特にインセンティブは無いが、必要性次第で検討することになる。従って、今後インセンテ

ィブを行う場合も、そのニーズ次第となる。

●将来的な展望について

改造 EV の利用としては、例えば過疎地対策の様な取組みであれば、可能性は考えられる。中山間地

域の公共交通代替策として、ある地域ではパートナーシップで改造 EV に関わる会合が行われている。

また、高級スポーツカーメーカーによる EV 車開発などの取組みも始まっており、ニッチな分野である

が、可能性は秘めていると考えられる。

③静岡県磐田市

事業所名 磐田市 産業部 商工観光課

日   時 平成 24 年 2 月 28 日  15:00  ～ 16:30

場 所（住所） 静岡県磐田市国府台 3-1

ヒアリング対象者 商工観光課 袴田課長、 商工観光課 産業政策室 山下様

●自治体として改造 EV を推進しているが、その目的について

  市内および周辺地域に地場産業として、自動車関連産業が多く H22 年のリーマンショックの際に、

地域産業振興策の一環として地元企業の強みを生かす分野として、支援の検討を始めた。

  APEV（電気自動車普及協議会）代表幹事で地元企業の代表も兼ねる田嶋氏などと協力しながら、

関連事業者へのガイドラインの理解など人材育成も協力している。

観光産業やモノづくり産業への支援として、県と協力して取組みの PR を行ったり、各企業のシー

ズと市場ニーズのビジネスマッチングの場として、協議会を設けたりしている（30 団体加盟：2012

年 2 月現在）。

地元製造企業のモニターを１年間協力する取組みとして、公用車に改造 EV をリースで導入してい

る（毎日、企業側がデータ収集・メンテナンス実施）。

現在の車種はワゴン R とシビックだが、ワゴン R は乗り降りが楽なため、市長が良く利用する。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）について

  改造 EV の用途は、特に限定されておらず、ニーズに合わせた利用になると考え

る。例えば、街中観光や自転車に代わる小型モビリティなどが想定される。

  一方で、趣味的な用途として絶版車やその人の愛着を抱いているクルマを EV 化

して、長く使いたいと言うニーズも存在すると考える。

中小の改造事業者では、大手メーカーの新車 EV とコスト面で太刀打ち出来ない

以上、マイクロビークルなどの分野で棲み分けを図る事になると 図 1.76 電動バイクレンタルの告知
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考えられる。

当地の様に、平地が広がり、また山間部もある地域では、コミューターとしてレンタカー事業など

がビジネスとして想定されると考える。当市内でも、商工会議所などが主体となり駅前で電動アシスト

自転車や電動バイクのレンタルサービスの社会実証を行っている。500 円で一日借りられるため、ビ

ジネスで来訪された方などが利用されている。

●改造ＥＶに求められるスペックについて

改造 EV の安全性は、安全基準であるガイドラインで担保されていると理解している。一方で、コス

ト低減の取組みは必須である。

●改造ＥＶの普及にあたっての課題

現行の関連制度として、ミニカー（一人乗り）と二人乗りでは、求められる安全基準が大きく異なり、

コストの課題となっており、この部分について、早く規制緩和をお願いしたい。

●改造ＥＶ事業を推進するインセンティブや取組について

現在、当市では３台の EV をモニター導入しているとともに、平成 22 年度から 23 年度末までヤマ

ハ・ホンダなどの EV 二輪・電動アシスト自転車の購入補助（1 万円の商品券）も活用している。

●改造ＥＶの普及・実用化に対する意見

自動車などの輸送産業は、事業分野の裾野が広く、二次・三次企業などで固有の技術やノウハウを持

つ事業者も居るので、是非マッチングの機会などを通じて連携して頂くことで、事業拡大につなげて頂

きたい。

●将来的な展望について

改造 EV は、コミューター産業として成長出来れば良いと考えており、その為には法制度の見直し・

改訂に期待する。

④つくば市

事業所名 茨城県 つくば市 環境生活部 環境都市推進課

日   時 平成 24 年 2 月 29 日

場 所（住所） つくば市研究学園都市 D32 街区 ２画地

ヒアリング対象者 企画係長 岡野様、企画係 主事 内田様

●EV を推進している目的について

運輸部門の CO2 削減のために取り組んでいるが、モノづくり産業への展開も、起きつつある。具

体的には、(株)東京アールアンドデーが主体となって実施している「移動販売車（トラック）の EV

化事業」での EV 化改造キットの開発により、モノづくり産業において新たなビジネスモデルが構築

されるとともに、それによる雇用の創出も考えられる。

また、環境配慮（低炭素，ゼロカーボンなど）をテーマにした観光プランなどが出てくる可能性も

考えられる。

市の公用車としても、既に改造 EV を１台導入している。これは、伊藤忠商事株式会社と共同で進

めている低炭素交通社会システムの 1 つのプロジェクトの一環と言う位置づけとなっている。
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●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）について

改造 EV の利用者として想定されるのは、次に示す様な人と想定される。

・環境配慮に興味があるが，市場化されているスペック・車種では満足できない人

・車の買い換えに抵抗がある人（利用中の車への愛着など）

・（新車 EV より改造 EV のほうが費用対効果が大きい場合）環境 PR として，EV を導入したいが，

新車購入の設備投資ができない事業者 など

つまり改造 EV だからといって，特別な利用可能用途があるとは考えがたい。但し、EV には興味が

あるが，市場化されている EV では購入動機に至らない人がターゲットになるのではないか。現在、大

手メーカーの新車 EV では市場化されていない車種への潜在的ニーズも考えられる。

つくば市では市内での自動車トリップの 80％が近距離トリップ（約 20km 以内）であるため，短距

離トリップに適した（快適な）ＥＶが求められると考えられる。ただし、電池残量低下による精神的不

安も配慮した航続距離は求められる。

●改造ＥＶに求められるスペックについて

改造 EV も，当然安全性に考慮した上での製品だと認識している。

また、改造 EV として有効な車種としては、市場化されていない車種（1BOX，バン，トラックなど）

が良いと考える。

●改造ＥＶの普及にあたっての課題について

制度面での課題としては、改造 EV への税制優遇ならびに、改造 EV 事業者への優遇制度が想定され

る。

●改造ＥＶ事業を推進するインセンティブや取組について（地方自治体や公的機関）

つくば市で行っているインセンティブの制度は、現在も今後の計画としても特にないが、H23 年度の

実証取組みとして、移動販売車用にトラックを EV 化して活用する事業を行っている。

本事業は、環境省「平成 23 年度地球温暖化対策技術開発等事業（委託事業）」において採択された(株)

東京アールアンドデーが主体となって実施する事業であり、EV 導入が進んでいない貨物車の分野を対

象として EV に改造したトラックで移動販売を行い、CO2 削減効果やトラックの EV 化技術の評価検証

を行うものである。低炭素社会を進めるつくば市として、区会との調整など積極的にサポートしている。

またインフラ整備に対しても、現在，整備方針を検討中であり、今後 EV 普及に向けて、インフラ整

備の経済性やクリーンエネルギーの利用も含め、行政として負担すべき一定程度のインフラ整備を検討

していく予定。

これまでの関連する取組みとしては、低炭素交通社会システムの実証実験として、伊藤忠商事株式会

社と共同で実施している。本実証事業では、コンビニとガソリンスタンドに太陽光発電・蓄電池・急速

充電器を設置し、昼間太陽光で発電したエネルギーを急速充電器や店舗で利用する。また、車載用電池

の定置型への二次利用の検証や IC カードを活用した情報通信技術の検証なども行っている。

●改造ＥＶの普及・実用化に対する意見

モノづくり産業や地域の中小企業と連携できる改造技術の開発など、地域活性化につながる仕組み

まで見据えた技術の開発を検討してもらいたい。

●将来的な展望について

  改造 EV としては、次の様な分野で普及の可能性が想定される。
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・EV として市場化ができていない分野（配送トラックやバスなど）

・福祉施設の送迎で利用する特別な車両（介護用や障害者用といった改造された車両）など、事業

所として日常的に車の利用が必要となる分野 など

⑤新潟県柏崎商工会議所

事業所名 柏崎商工会議所

日   時 平成 24 年 2 月 15 日  17：00 ～ 18：30

場 所（住所） 新潟県柏崎市東本町１丁目 2-16

ヒアリング対象者 事務局次長 丸山様、業務課 主事 近藤様

●商工会議所として EV を推進している目的について

EV 産業として、地元事業者の育成ならびに、新潟県の一地方都市として、新潟オリジナルのもの

づくり産業振興のため。

観光産業での活用としては、例えば佐渡ヶ島の観光巡り用として、二人乗りの車両などが利用出来

れば良いと考えている。市町村自治体と連携して取組めれば良いと考えている。

公用車としての改造 EV 活用の可能性としては、例えば農業セクションや保険所などの日常車両と

して可能性はあると考える。但し、購入コストは問題。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）について

大手メーカーの新車 EV は普通のクルマであり、改造 EV はニッチなニーズに応え得るモビリティ

として棲み分けされるのではないか。

  当地で求められる EV は、例えば佐渡ヶ島の観光巡りや夏の海水浴場、冬のスキー場などで簡易的

に利用する乗り物などであれば、ニーズに適うと考えられる。

  この様な乗り物である以上、価格は 60 万円程度が目安になるのではないか。

●改造ＥＶに求められるスペックについて

改造 EV の安全性については、ガイドラインに準拠し、感電防止処置やモーターの破損などが無い事

が必要と考える。また、PL 法にも対応することが求められる。

用途により求められる性能は異なるが、一充電での走行可能距離を延ばすことであるが、これは搭載

電池のコストを如何に下げるかが重要となる。また暖房性能についても、これまでにない方式の開発な

ど、工夫が必要。

●改造ＥＶ事業を推進する取組みについて

商工会議所の取組みとしては、加盟企業の受注につながることであり、事業機会の創出や PR などに

取り組んでいる。EV 充電の実証や「助っ人 EV」の開発などの取組みを通じて、地元企業の技術力など

の PR を図っている。

●改造ＥＶの普及・実用化に関して

改造 EV 業者への要望としては、技術の蓄積とコスト低減取組みが必須であるが、PL 法対策含め、安

全性に関する取組みは欠かせないと考える。

●将来的な展望について

本県は農業県であり、約 10 万軒が従事している。また平均すると、各家庭では 2 台程度のクルマを
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所有している。この様な背景から、農業で使う軽トラックなどは EV に向いていると考えられることか

ら、コンバート EV の潜在的需要の可能性は高いと考えられる。この視点から、富士重工業製の軽トラ

ックをベースに、アンチスリップ機能を搭載したコンバート EV の開発・評価実証にも取り組んできた。

改造 EV の可能性としては、クラシカルカー（絶版車・ビンテージ車など）についてもニッチな市場

が想定されるので、この様なカテゴリーの改造課題についても取組みを考えている。

⑥静岡県

事業所名 静岡県 経済産業部 商工業局 新産業集積課 技術振興班

日   時 平成 24 年 2 月 28 日  11：00 ～ 12：10

場 所（住所） 静岡市葵区追手町 9-6

ヒアリング対象者 主査 渡邊様、班長 鈴木様、くらし・環境部 環境局環境政策課 主任 石井様

●EV 関連産業を推進している目的について

県内（特に県西地域）には、自動車関連産業が集積している。これら既存の事業者への事業拡大・転

換の支援策の一環として取組んでいる。

人材育成支援としては、整備振興会が主催し整備士を対象に、EV の高電圧・バッテリーの仕組みな

どに付いて講習会を、H23 年 10 月に３回（各回 50 名参加）開催している。これとは別に、県技術専

門学校がマイクロ EV を教材に用いて、ガイドラインの内容などを中心にコンバート EV の設計講座

（10 名・二日間）を開催しており、来年度も技術スキル向上策として開催する予定。

また、量産 EV を分解し、全ての部品を展開展示し、関連事業者に自社技術で参入検討を促す機会や

場所を設けている。

公用車として改造 EV を導入してことに関しては、税金や保険の関係で、現時点での実現は難しい状

況。

●改造ＥＶの市場性（ニーズ・利用用途）について

改造 EV のビジネスでの活用としては、宅配便や検針員の業務など、移動する距離・コース・範囲が

予め計画出来て一定であれば、活用は色々あると考える。

個人での利用の場合は、高齢者の移動手段や通院・介護などで、活用の可能性が想定される。また、

プレミアムカー（絶版車など価値のあるクルマ）など趣味の世界でも、今後は EV 化もあり得るのでは

ないか？つまり、日常利用の低コスト車と趣味用の高価でも価値のある車との二極化が進むのではない

か。

大手メーカーの新車 EV と改造 EV は、利用者の走行する距離と金額により、棲み分けが図られるの

ではないか。

当地で求められる EV としては、例えば県内事業者が開発している様な、二人乗りで走行可能距離も

比較的短距離だが、低コストの移動手段としてのモビリティなどが一つのモデルになるのではないか。

●改造ＥＶに求められるスペックについて

改造 EV の安全性については、設計面でガイドラインに準拠することの他に、メンテナンスなどのア

フターサービスをサポートすることや、感電対策や事故時を想定した安全設計を対策しておいて欲し

い。

●改造ＥＶの普及にあたっての課題について

小型の EV が街中を走行するようになると、速度の異なる車が混ざって道路を走行することになり危
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険性も増えるため、専用レーンの設置など制度面での対策・課題も対応が必要と考える。また、二人乗

り車両の安全基準など、必要且つ過剰でない制度設計が求められる。

●改造ＥＶ事業を推進するインセンティブや取組について（地方自治体や公的機関）

これまで開催している技術開発関連の講習会は H24 年度も継続する予定であり、また、県の開発助

成金として、車関連産業分野で一社あたり 500 万円の助成金制度を設ける見通し。

また購入補助金としては、ヤマハ製 EV 二輪を対象に、３万円/台を継続する。

関連政策として今後行う計画のインセンティブとしては、急速充電器の設置者に対し、1/2 補助（上

限 75 万円）の制度を新設する。

●改造ＥＶの普及・実用化に関して

改造 EV は可能性があると考えており、事業者には是非良いアイデアを考えチャレンジして欲しい。

県としても、技術力向上・PR 支援・展示会出展（ブース出展費用の一部補てん）などで事業者を支援

していく。

●将来的な展望について

今後、改造 EV は地域のニーズに合った、高齢・過疎地などでのモビリティとして活用・普及出来れ

ば良いと考える。

（５）大学・研究機関（有識者）

①愛媛県産業技術研究所

事業所名 愛媛県産業技術研究所ＥＶ開発センター

日   時 平成 24 年 2 月 21 日 10:00 ～ 12:30

場 所（住所） 愛媛県松山市久米窪田町 487-2

ヒアリング対象者 ＥＶ開発センター長 佐藤員暢 様

●EV を推進している目的について

2010 年 4 月に、新たな産業創出を目的として、事業の初期リスクの一

部を県が担うことで、事業参入の門戸を広げることを狙いとして取組みを

始めた。当所は整備士を公募し、１号機（ダイハツコペン）を改造した。

（佐藤センター長は、元々徳島大学で改造 EV の専門家で、技術講習会

などで指導にあたる。）

技術講習会は、県内３ヵ所で、２～３回／年開催。部品関連・整備関連

事業者が参加しており、ガイドラインに準拠した内容で指導している。

現在では、県外から改造 EV を受注する企業（西条市）も出てきた。

改造 EV が観光産業やモノづくり産業に与える影響としては、毎年「四国

EV ラリー」を開催し、全国から EV が集う場を提供している（2011 年は

第 16 回目）。東京・大阪・九州などから、50 台（15 チーム）が、街中の

充電設備に立ち寄りながら、片道約 80km を往復するイベントで毎回盛況

となっている。

図 1.77 改造ＥＶ1 号機

図 1.78 1 号機
エンジンルーム内部
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改造 EV を公用車としても使いたいが、現状は未導入。これまで企業等で導入されている例としては、

愛媛銀行で軽ワゴンと、大王海運（トラック業界）などで営業用として普通

貨物車が活用されている。

●特徴的な改造ＥＶの事例・利用用途について

これまでの特徴的な改造 EV としては、クラシック（レトロ）プレミアム

カーとして２台（コスモスポーツ、RX-7）の事例の他、当地の土地柄もあ

り農業用途の配送車などで、軽車両に登坂能力を高めるため EV 化を行っ

たケースもある。

改造 EV は、その利用用途により、ニーズも異なる。大型トラックなどはバッテリー搭載量も増える

事になるが、用途が限定出来るなら超急速充電でバッテリー容量を抑えるなどの組合せも考えられる。

当地では、農機具メーカー（井関）と愛媛大・県が協力してトラクターの

EV 化も取り組んでいる。

また、大手メーカーの新車 EV との棲み分けと言う面では、街乗り用は大

手メーカーの量販車で、改造 EV は少量で地域のニーズに適うくるまとの位

置づけと理解している。

当地での改造 EV の実績としては、特装車・貨物車などの改造にも

取り組んでいる。

●改造ＥＶに求められるスペックについて

各改造 EV のスペックは、ユーザーの意向に合せることになる。また現状存在しない車や、少量生産

でモーター出力や電池容量も使い勝手によってオーダーできることがメリ

ットとなる。

改造 EV の安全性についても、改造部分はガイドラインに則り、更に安

全面を考慮し、スプリングやタイヤなども改造後の車重などに基づき対策

している。特に、充電中にモーター駆動しないこと、バック（後退）時の

減速機能、ブレーキとアクセルの同時踏み対応など、安全面での対策も施

している。この他に、使い勝手の面で、クリープ（アクセルを踏まなくて

も、微始動する現象）機能の搭載なども実施している。

車両の診断機能についても徐々に改善・対応を進めており、利用者から

定期的（１回／２か月）にログデータを吸い上げ、解析しフィードバック

している。

●改造ＥＶの普及にあたっての課題について

これまで、国内部品（特にモーターや電池）は、販売してくれなかった

ため、海外製を使わざるを得なかった。最近、安川電機や明電舎が小売りを

してくれる事になったので有難い。

当研究所としては、モーターや電池以外の周辺機器のモジュール化に取り組んでいる。

●改造ＥＶ事業を推進するインセンティブや取組について

当センターでは、県の施設としてガソリンスタンドや整備業に対して、EV/PHV の整備教育と言う形

図 1.79 改造 EV2 号機

図 1.80 ＥＶ化検討中の農機具

図 1.81 1 号機
メーター・ハンドル部

図 1.82 1 号機
トランク内部
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で支援している。また今後、県としても、購入補助金などを実施する意向がある。

●改造ＥＶ事業者への要望等について

改造 EV の事業化に関しては、ニーズを引出し、事業収益を確保できることを期待する。

●将来的な展望について

充電インフラについては、現在、松山市内のコンビニ（サークル K：急速×１、普通×１、ローソン：

急速×１）が設置されている。自動車販売店では、三菱（急速）と日産（普通）も設置済で、西条市で

は商業施設・マンション（新築）にも、設置例が出てきた。

安全取組み基準については、現行のガイドラインだけでなく、もっと取組む（改訂すべき）点もある。

将来のビジネスの方向として、例えば事業者の認定制度を設け、認定を受けた改造 EV 事業者からの購

入は、補助金が執行されるなどの制度設計が為されても良いと考える。

②大阪府立大学

事業所名 大阪府立大学 EV 開発研究センター

日   時 平成 23 年 2 月 21 日  16：00 ～ 17：30

場 所（住所） 堺市中区学園町１-１

ヒアリング対象者 大阪府立大 高田統括コーディネータ

●大学での研究・開発の内容について

EV 産業における、大学の役割として、次の様に捉えている。

・大学で行っている基礎研究、新技術の実用化・展開を図り、新しい改造 EV ならびに EV の要素

技術開発に寄与する。

・広域ファンドの助成事業の側面的な支援。

・市場調査、新規発想の EV 構想提案、販売ルートの調査・検討

●自動車メーカーが生産する EV と、大学の研究との差別化について

過去の EV の課題が解決可能な新機能をもった EV 開発として、大学としてはあくまで試作品製作

と評価まで。量産の可能性があれば、大手とアライアンスを検討する。コンバート EV、特殊車両、

マイクロ EV などは大手が量産しにくい分野なので、独自での取組みが主流になると考える。

●大学で改造 EV を開発している狙いについて

関西圏の産業（パナソニック・GS ユアサ・新神戸電気・マクセルなどの電池産業）、中小企業の

技術の活用と、新規発送の付与による大阪らしい EV の開発をめざし、大阪の産業振興、雇用促進に

つながることを目標としている。

●改造ＥＶの利用用途について

環境問題の視点から、現在日本が保有している約 8000 万台の自動車の電動化は、必須であると

考える。新車販売のみならず、既存車の改造 EV は資源の有効利用（再利用）も可能となることから

重要な課題と捉えている。改造企業、販売ルート、各種インフラ（保守点検、充電インフラ）が確立

できれば利用用途は、拡大するものと考えられる。農業、老人用、福祉車両などのほかに、EV 以外

では、船舶・鉄道などにも、同様技術が展開可能と考えられる。
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●改造ＥＶに搭載される主要部品について

改造 EV のバッテリー容量は、用途次第で増減対応も可能となる。電池は鉛（シニアカー・ゴルフ

カート）、ニッケル水素、リチウムイオン何れも可能であり、目的・用途に応じて選択するべきであ

る。モーターは高電圧タイプでなければ比較的入手しやすく、変速機をつければ更に小型モーターも

使用可能となる。また急速充電への対応の必要性についても、改造 EV の使用形態、必要性から、個

別に判断するのが望ましいと考える。

●コンバージョン EV ガイドラインについて

基本的にガイドラインに準拠し、目的・用途に沿う様に製作している。場合により APEV（田嶋氏）

にも相談している。

●改造 EV を開発するにあたり、重要と思われる項目について

十分な安全性と値段が特に重要である。安全性も勿論ではあるが、コストが最も重要である。更に

販売・フォロールートの確保が必須となる。1990 年に RAV4 の EV（当時 495 万円）を販売した

が、利用者が購入後に抱く不安へのサポート対応が弱かった。航続可能距離については、目的別に決

まるもので、近距離の場合は少ない電力量で良くコストも抑えられる。値段については、改造費用ま

たは、購入時の上乗せ価格として、新車価格より安いことが必要と考える。

●改造ＥＶの課題について（普及課題、開発課題、制度上の課題など）

事業課題面では、初期段階では販売ルートの確保が必要。EV が普及し一般化すれば当該情報は得

られるようになると推察できる。

  開発課題（メンテナンス・アフターケア・地域網など）面では、日本の大手製造メーカー（三洋・

松下など）は小口への販売を避けるため、バッテリーなどが手に入らない。従って中国韓国製の部品

を用いらざるを得ず、安全性に欠ける可能性がある。また、日本では万が一発火事故などが起こった

場合、EV 産業全体がダメージを受けかねないため、素人が改造するなどはやめた方が良いと考えて

いる。EV には感電や発火の危険性がある為、素人には難しい点がある。

中古車の改造となると、アフターケアが必要になるため、例えば整備工場の全国ネットを作り、改

造 EV 対応を行うなどができれば、改造 EV の浸透も可能かと思う。実際整備工場の全国ネットを実

現しようとしている業者はいる。

  制度上の課題（車検・その他改造後の費用・PL 法対応）については、車検制度は必要だが、普及初

期段階では、行政の支援が望ましい（販売補助金など）。また、少なくとも販売するコンバート EV は、

自己での人的被害の発生しない・させない等の対応が必要。万が一死亡事故があれば、コンバート EV

の分野全体が消滅する可能性が存在する。

  規制ではないが、EV の必須部品である電池、モーターの国内調達がし難い。結果的に海外品の調

達が多くなり、品質・将来の調達可能性が危惧される。また、法改正により LiB 電池の海外調達が昨

年末より難しくなっている。

●改造ＥＶの普及・実用化に関して

改造 EV 普及に向けた有効策としては、初期開発・製造に対する支援、人材開発支援、インフラ整

備支援の他に、現在と将来の改造 EV 社会の PR なども考えられる。また部品調達支援として、例え

ば、参加企業共同による EV 部材センターを設立し、部品の調達や対応技術者の確保・派遣などが実

現出来る様になれば、事業者を取巻く環境も良くなると考える。
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●改造 EV の将来性・展望について

改造 EV の展望としては、利用目的に合った車両が手に入ることにより有望と考える。また愛着の

ある車や好みの車に乗れることが叶うなど、何れも利用者には好感を得られると考える。更に地球環

境問題、日本の基幹産業の構築のためにも重要だあるが、現状は国段階での取組みは弱いと考える。

●中国などの途上国で行われている改造 EV ビジネスについて

中国や韓国では電池産業が最近盛んであるが、これまで発火事故などが起きても、情報として余り正

確には伝わってこない。中国や韓国の製品はまだ危険性がかなり高いのも事実ではあるが、少しずつ改

良されており、日本は将来的に抜かれることになることも予想できる。低コスト製造、普及促進の取組

みが日本より強力で、脅威となる可能性がある（例えば、二輪の電動化など、2800 万台/年間拡大し

ている）。

③交通安全環境研究所

事業所名 交通安全環境研究所 環境研究領域

日   時 平成 24 年 3 月 9 日  13：00  ～ 13：45

場 所（住所） 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町 7-42-27

ヒアリング対象者 河合 英直 様

●改造 EV 関連の取組みについて

当研究所では、EV・PHV 搭載電池の試験法や、電池の劣化判定・二次利用などの研究を行っている。

特に衝突時の感電やバッテリーの発火の試験評価などが特徴的な取組みとなる。

●改造 EV に対する評価について

今後は、改造車検で EV の安全性が確保出来ることが必要になると考える。EV 化によりブレーキア

シストなど、仕組みが変わり性能も対応出来ているかを評価する必要がある。この為には、安全性に関

する基準づくりが必要となる。

即危険となる事項は、ガイドラインなどで絶対対応必要事項として整備すると共に、アドバイス的な

レベルは分けてノウハウが広がる仕組みなどの工夫も必要と考える。ユーザーの不安を低減・払しょく

することが必要であるが、例えば、着座位置を高めにすると視界が広がることで、小型車であるが故の

不安の軽減につながるなど、色々な工夫も求められる。

●改造ＥＶに求められる事項について

現状は大手メーカーの量販 EV に優位性があるが、改造 EV としてはメーカーから出していないモビ

リティが良いと考える。特に移動用手段としてのマイクロコミューターなど、軽自動車とシニアカーと

の間の規模なら、環境にも優しいし市場としての可能性もある。安価で小さい方が親和性は高くなるの

で、小型で屋根付きなら、ご近所間での移動などに良いと考える。

一方この様なモビリティと一般車との混合走行は、渋滞を引き起こすなど解決すべき課題もある。マ

イクロ EV は、レーンを分離するなどの工夫が求められる。

●改造ＥＶの長所について

開発の小回り（小ロット生産）対応が可能で、ニーズに応じた車両を生産することが長所として挙げ

られる一方、短所としては、安全性・信頼性に対する不安感が否めない。この点に関しては業界任せで

はなく、必要な規制など仕組みの構築も必要と考える。
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●「改造 EV」の将来性・展望について

海外展開（輸出）については、LIB などの相手国側の扱いに注意が必要となる。EV も一時の盛り上が

りから、現在はやや落ち着いて来たと感じるが、EV 自体普通のクルマではない。むしろ EV ならでは

の分野で利活用するのが良いと考える。例えば、マイクロバスや公共交通バスを、すべて EV 化するな

ど、社会の１st ステップとして取組むべきと考える。

また EV が普及した将来、搭載されていた中古バッテリーの扱いが注目されることが想定される。バ

ッテリーの能力としては未だ十分であり、二次利用のマーケットが出現すると予想される。この様な事

業ではクルマの履歴とともに、搭載バッテリーの履歴をセルごとにマイクロチップなどに収集しておき、

必要に応じて情報を取り出せるような仕組みを構築しておくことも重要となる。LIB（リチウムイオン二

次電池）の性能劣化は、充放電方法や回数、使用温度などによりセル単位で状況が異なるため、これら

の劣化状況を監視・データ収集する世界標準的な仕組みや、IEEE の様なものさしが必要となる。
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図 2.1 米 American Electric Power 社の

コンバージョン PHEV

「Escape Hybrid Plug-in」
（出典：American Electric Power）

2. 海外における改造 EV のスペック等の実態調査

海外における改造 EV・PHEV に係る市場の様相は日本国内とは異なり、また国ごとに独自の特徴を

有する。改造 EV・PHEV の歴史が古い米国では、個人所有の既存車を改造したり、それを受注または

サポートしたりする改造 EV 企業が多くみられ、NPO などの普及・啓発機関もそれを推進している。

一方、中国ではメーカーによる既存車種を改造しての EV 開発が活発化しており、今後ますます激しい

市場競争となることが見込まれる。

以下に、米国、中国ならびに欧州における EV・PHEV 改造の動向を整理する。

2.1 米国の EV 改造動向

PHEV の概念が生まれた米国では、徐々にではあるがコンバージ

ョン PHEV が普及しつつあり、電力事業者などによる実証試験が広

く行われている。例えば、米 American Electric Power 社が展開

する PHEV を使った実証試験は、米 Ford Motor 社

の「Escape Hybrid」を PHEV に改造し車両を採用

している。

EV や PHEV の普及推進が最も盛んな地域であるカリフォル

ニア州では、自治体による率先導入も進んでいる。サンフランシ

スコ市は、市庁舎前に充電スポットを設置し、公用車やカーシェ

アリング用の PHEV を利用可能にしているが、そこでは市の公

用車および民間のカーシェアリング車として PHEV にコンバー

ジョンした「プリウス」が採用されている。

コンバージョン PHEV のプリウスは、米国の電力技術や政策

を研究する米 Electric Power Research Institute（EPRI）で

も同様に採用されており、米 CalCars のようにエコカーの普及

推進や啓蒙活動を積極的に行う非営利団体（NPO）の活動によって、改造による EV・PHEV は個人ユ

ーザレベルでの所有進みつつある。特に、改造 EV・PHEV には米国政府から補助金が給付されること

がコンバージョン EV・PHEV の普及を加速させている。

図 2.2 サンフランシスコ市庁舎で

充電中のコンバージョン PHEV

「プリウス」
（出典：テクノアソシエーツ）
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（参考：米国で実施されているＰＨＥＶへの改造と改造キッド）

米国ではトヨタプリウスをベースとしたＰＨＥＶへの改造が多く行われており、ＰＨＥＶへの改造サ

ービスと共に、改造キットの販売が行われている。下表にその実態を示す。

表2.1 米国におけるトヨタプリウスのPHEV改造サービス及び改造キット対比一覧

注*：1．改造サービス：PHEV 企業により、企業側敷地内で行われるサービスを指す

      改造キット：依頼主の敷地内で行われる改造のことを指す

2．35mph,0.26kWh/mile、貯蔵パックで 2.41km と仮定

    3. ハイモーションは 50km の EV レンジを持つが、4.3kWｈで換算すると 24.14km となる

（出典：Electric Auto Association - Plug in Hybrid Electric Vehicle を元に、(株)ユニバーサルエネルギー研究所が編集。）

企業名

(団体・組織名)
CalCars

Manzanita Micro/

PiPrius/

Advanced 

Vehicle Initiative

EnergyCS/

EDriveSystems

GoingGreen

Amberjac

Hymotion Hybrids-Plus

所在地 カリフォルニア州 ワシントン州
カリフォルニア

州/イギリス
オンタリオ州 コロラド州

改造サービス*1 × × ○ ○（量産） ○

改造キット*1 ○ ○ × × 将来的に行う

EV レン(km)*2 16 16 48 24*3 24/48

表 2.2 米国における EV・PHEV に関する NPO 法人の例

NPO 法人名 設 立 活 動 内 容

Electric Auto Association

（ＥＡＡ）
1967 年

世界の電気自動車技術の現状において、エネルギーや資源の効率化、エミッション減、安全性の向

上を目的として電気自動車の生産を促進する。電気自動車普及促進のための展示会、イベント開催

等

Plugin America 2008 年
プラグインアメリカは、RAV4-EV のドライバー、ホンダ EV＋・GMEV１・Ford    

Ranger・Ford Th!nk City 電気自動車の以前の貸借人の連合。AEE のメンバー。

The California Cars Initiative

（Cal Cars）
2001 年

パロアルトに拠点を置くプラグインハイブリッド自動車を推進するNPO 法人。

世界初のプリウス改造プラグイン自動車を製造した団体で、EDTA,PluginAmerica とも協力関係に

ある。EAA メンバーではないが、アドバイスを得ている。

Calstart 1992 年
メンバー40 社から構成され、その他140 社を超える支援メンバーを有する組織。EV・PHEV な

らびにそのインフラ整備等の普及促進に係る事業等へのアドバイス等も実施。

Electric Drive Technology 

Association

（EDTA）

1989 年

教育・業界のネットワーキング・国際会議や展示会などを通じて EV の商業化を支援。目的の為に

企業に対してより合理的なコストで行える方法の提案、投資・開発などの為のパートナー探しを支

援する。メンバーには自動車企業・エネルギー企業・技術開発企業・政府機関などが含まれる。

（出典：各種資料を基に㈱ユニバーサルエネルギー研究所が作成）

【 改造 EV・PHEV 製造・開発企業 】

米国では、ＥＶ・PHEV 改造に関連する企業として車両メーカーのほかに以下②～⑤に示すような例

も挙げられる。

① フォードモーター

フォードモーターが米国市場で発売を予定する同社初の市販 EV、フォード『フォーカス・エレクト

リック』は、5 ドアハッチバックの『フォーカス』をベースに開発された EV である。米国 EPA（環境

保護局）が定める計測法に沿った EV 独自の燃費表示、「MPGe」に基づ

き、米国で最も燃費性能の高い 5 人乗り車として開発、市場投入準備を

進めている。

フォーカス・エレクトリックの換算燃費は、「MPGe」に照らして市街地

が 110MPGe（約 46.77km/リットル）、高速が 99MPGe（約 42.1km/

リットル）、複合モードが 105MPGe（約 44.64km/リットル）となっ

ている。

図 2.3 フォード・フォーカス・エレクトリック

（出典：Response  HP）
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② Electric Vehicle motors

Electric Vehicle Motors は DC モーターのオーストラレーシアの卸業者である。様々な種類のＤＣ

モーターを取り扱い、自社のモーターを採用した EV 改造そのものについても約 20 年の実績を持つ。

ＥＶ改造の為のガイドブック等をウェブにて提供するなど、技術公開を行っている。

表 2.3 Electric Vehicle motors による EV 改造事例

車種 ダイハツ シャレード マツダ ユーティリティ
フォーミュラ E

レーシングカー

写真

改造年 1993 年 2001 年 -

バッテリ

システム電圧

リチウムバッテリー

120 ボルト

リチウムイオンバッテリー
（Thunder Sky 社製）

144 ボルト

-

144 ボルト

最高速度 130km/h 130 km/h

1 充電航続距離 80-100km 150 - 200 km 180 - 200 km/h

（出典：Electric Vehicle motorsHP を基に㈱ユニバーサルエネルギー研究所が作成）

③ D&D Motor system

Ｄ＆Ｄモーターシステムは高性能のＤＣモーターに特化した車両をデザイン・販売するニューヨーク

を拠点とする会社で、付随する制御装置も販売している。さらに、電気自動車やポンプシステムのコン

サルティングを行い、EV の改造・販売も手掛ける。ゴルフカート、実用車、近隣移動用の車両、やハ

ンティングバギー、フォークリフトなどにも着目し、各種改造を加えた製品を展開している。

表 2.4 D&D Motor system による EV 改造事例

車種
フォルクスワーゲン

ニュービートル

フォード

フェスティバ

ゼネラルモーター

ポンティアック

写真

改造費用 約＄20000 US 約$16000 US 約$6800 US

バッテリー

システム電圧

リチウムイオンバッテリー

148 ボルト

リチウムイオンバッテリー

144 ボルト

鉛蓄電池

96 ボルト

最高速度 104km/h 112 km/h 88 km/h

1 充電航続距離 96km 80km -

（出典：D&D Motor system HP を基に㈱ユニバーサルエネルギー研究所が作成）

④ EV-America

EV アメリカはニューハンプシャー州に拠点を置く EV の部品等を販売する企業で、アメリカ東部に

多くの改造ショップを展開。西海岸においてもカリフォルニア州、オレゴン州などに展開している。車
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のほか、ボート、ヨット（$2000～3000）、同社の改造は中古車両が主になるため、保証はついてい

ないが、改造後のメンテナンスの相談にはショップにて対応している。

図 2.4 EV-America による EV 等の改造例

左から順に、オンライン販売中の中古 EV、改造 EV ボート、電動耕耘機、電動オートバイ
（出典：EV-America HP）

⑤ Electric Blue

カンザス州の EV 改造会社。空港内で使用する機器、サービス車、プッシュバックトラクタ、ベルト

ローダー、カーゴハンドラー、牽引車、バゲージ牽引なども、改造している。ガソリン車から EV への

改造の基本料金は、144V システムとチャージャ込で$12500US となっている。

図 2.5 Electric Blue による EV 等の改造例
ボレーS10 の改造 EV（最左）、と空港内における荷役機器類

（出典：Electric Blue HP）

2.2 中国の EV 改造動向

中国の自動車市場は、2010 年に生産量、販売量ともに世界一となり、国内の民族系メーカーは近年

急速に実力を付けている。

これら民族系メーカーは、エンジンなど基幹技術を日本や欧米メーカーに頼る状況からの脱却を図れ

ずにいるガソリン車に対し、今後市場拡大が期待される電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車

（PHEV または PHV）では自主開発の活発化が著しい。

国内で改造 EV の開発が活発化するの理由の一つは、中核部品である電池やモーターなどでキャッチ

アップできる余地が大きいことにある。2011 年に中国・上海で開催された上海モーターショーにおい

ても民族系メーカーによる出展が相次いだことからも、関心の高まりが窺える。

同モーターショーには出展メーカー約 90 社中、約 1/3 を中国メーカーが占め、そのうちほぼすべて

の中国メーカーが EV、PHEV（燃料電池車は 2 社のみ）といった新エネルギー車を出展している。

また、特徴としては多くの中国メーカーが EV や PHEV の構成要素である電池パックやモーター、電

力制御ユニットなどの主要部品についても展示を行い、その技術力をアピールした点が挙げられる。
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表 2.5 中国国内で製造・販売される改造 EV・PHEV 例

メーカー

車種

BYD

F3DM（PHEV）

BYD

e6（EV）

吉利汽車

EK（EV）

吉利汽車

GPEC-EC7（PHEV）

写真

生産開始時期 2007 年 2010 年 2012 年予定 2012 年予定

最高速度

航続距離

150km/h

-

160km/h

300km

-

120km

120km/h 

EV 走行50km

エンジン稼働800km

メーカー

車種

吉利汽車

全球鷹IG（EV）

中科力帆電動汽車

力帆620（EV）

奇瑞汽車

瑞麒M1-EV（EV）

衆泰汽車

LERIO EV（EV）

写真

生産開始時期 2013 年予定 2010 年 2010 年 2012 年予定

最高速度

航続距離

-

120km

120km/h 

200km

120km/h 

150km

75km/h 

100km

（出典：各種資料を基に㈱ユニバーサルエネルギー研究所が作成）

【 改造 EV・PHEV 製造・開発企業 】

① BYD

携帯電話機向けのリチウム（Li）イオン電池事業から出発し、自動車分野に参入した BYD 社は、米投

資・保険会社バークシャー・ハサウェイが一部出資する自動車メーカーである。2008 年は PHEV

「F3DM」を市場投入、2011 年には EV「e6」の個人向け販売を開始し、2011 年に中国・上海で開

催された上海モーターショーでは PHEV「F3DM」のエンジンや電力制御ユニット、ガソリンと電流の

経路などを展示し、主要部品の自社改造技術についても公開している。

図 2.6 BYD の PHEV「F3DM」   
ガソリンエンジンと電力制御ユニット（左）、ガソリンと電流経路および床下の Li イオン電池（右）

（出典：クリーンテック世界動向 2011/7/20）

また、同社製造の改造 EV「e6」については、EV 購入者に総額最大

12 万元の補助金助成を実施している深圳市（シンセン市）に、タクシー

仕様の EV「e6」を 50 台納入（最終的には 560 台を納入予定）してい

る。

図 2.7 BYD の改造 EV 「e6」

（出典：BYD HP）
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図 2.10  PHEV の「GPEC-EC7」
（出典：Tech on 2011/04/25）

【EV「e6」】

店頭価格：36 万 9800 元（約 442 万円）

バッテリー：リチウムイオンバッテリー

1 充電航続距離：330km

図 2.8 EV「e6」のタクシー仕様と充電器（写真右奥）

（出典：クリーンテック世界動向 2011/7/20）

② 吉利汽車

1999 年に自動車生産を始めた民族系メーカーである吉利汽車は、2012 年に小型車「熊猫（Panda)」

をベースとした EV の「EK」と、1.5～1.8L クラスのセダン「帝豪 EC7」をベースとしたシリーズ

PHEV の「GPEC-EC7」を発売予定である。また、EV の新プラットフォームを用いた小型 EV「全球

鷹（Gleagle） IG」は 2013 年の発売を予定する。

図 2.9 小型 EV「全球鷹 EK」のベース車両 Panda（左）と「全球鷹 EK」のカットモデル（右）

（出典：クリーンテック世界動向 2011/7/20 他）

【EK EV】

車両寸法：全長 3598×全幅 1630×全高 1465mm

電池容量 ：24kWh

モータ  ：界磁コイルの同期モータ（最高出力 70kW 最大トルク 226N・m）

バッテリー：リチウムイオン 2 次電池（電圧 345V 電流容量 60Ah）

1 充電航続距離：120km（急速充電（35 分で 80％）対応）

【GPEC-EC7 PHEV】

排気量  ：1.0L 3 気筒エンジン

モータ  ：永久磁石式（最高出力 70kW 定格出力 12kW）

バッテリー：酸鉄系のリチウムイオン 2 次電池（電圧 336V

電流容量 40Ah）

1 充電航続距離：EV 走行 50km エンジン稼働時 800km

同社は電動バイクを収納可能な EV コンセプトカー「McCar」についても開発を進めており、前

項の BYD 同様、2011 年開催の上海モーターショーに各種改造 EV・PHEV ならびに主要部品に

ついても展示している。
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図 2.13 瑞麒 G5 EV
（出典：北京モーターショー

図 2.11 電動バイクを収納可能な EV コンセプトカー「McCar」

（出典：クリーンテック世界動向 2011/7/20）

③ 力帆電動汽車

重慶を拠点とする自動車メーカー。中国科学院との新エネルギー電気自動車（ＥＶ）協力プロジェク

トが産業化の段階まで進んでいるほか、子会社の中科力帆電動汽車（中科力帆）でも台湾の自動車販売

会社である中永公司と、自主ブランド車「力帆 620」（ＥＶ）２台の販売契約を結ぶなど、グループ内

での開発・販売促進が活発化している。中国本土のＥＶが台湾で販売に至るのは、中科力帆の「力帆 620」

が初めての事例である。

力帆電動汽車は 2010 年に小型セダン「力帆 620」をベースに開発した EV25 台を上海万博期間中

の巡回用パトカーとして上海警察に納入している。

【EV「力帆 620」】

バッテリー：力神電池製 リチウムイオンバッテリー

1 充電走行距離：200km

出展：華鐘通信 2332 号 他

図 2.12「力帆 620」をベースとする改造 EV パトカー
（出典：日中自動車交流協会 2011.3 資料）

④ 奇瑞汽車（民族系メーカー）

奇瑞汽車は中国の独立系自動車メーカーであり、米ベタープレイス

社と共同で、バッテリー交換式の電気自動車(EV)の量産準備を進めて

いる。同社はすでに 2010 年の発売後 600 台の販売実績を持つ「瑞

麒 M1-EV」を市場投入しているが、現在「瑞麒 G5」の EV モデル

をベースに開発し、2012 年には量産・販売を目指している。

また、「QQ3」、「瑞麒 M1」の 2 車種から、家庭でも充電できるプラグ

イン電気自動車(PEV)モデルを開発中であり、同社は EV 分野において、

バッテリー交換式とプラグイン式の 2 路線を並行していく方針を打ち出し

ているほか、充電ネットワークの構築分野でもベタープレイス社と提携中

である。

                          

                                  図 2.14 瑞麒 M1-EV
（出典：北京モーターショーHP）
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図 2.15 LERIO EV
（出典：日中自動車交流協会 2011.3.22 資料）

図 2.16 炎上した改造小型 EV タクシー「朗悦」
（出典：中国新華社通信）

⑤ 衆泰汽車

衆泰汽車は改造 EV を利用した低価格の小型 EV タクシーの製造販売を行う民族系メーカーで、

「LERIO EV」、「朗悦」などを市場投入している。

【LERIO EV】

店頭価格：21 万元（約 250 万円）

     補助金を活用した場合は10万8000元（約130万円）

バッテリー：中航集団の電池会社より調達

バッテリー容量：32kWh

車両重量：1385kg

1 充電走行距離：約 200km

      

中国に 13 カ所ある省エネ新エネ推進模範都市のひとつである江蘇省杭州市は、新エネルギー政策の

一環で広州市新エネタクシー有限公司に 30 台の新エネルギー自動車のタクシーを導入し、2011 年 2

月から運用を開始している。このうち 15 台に衆泰汽車の車体を用いた

改造小型 EV、「朗悦」を採用している。

【EV「朗悦」】

バッテリー：着脱式鉛蓄電池（交換時間約 5 分）

1 充電走行距離：80km

しかしながら、タクシーの１日の平均営業距離約２００キロを走行するには、３～４回の電池交換が

必要になるため、1 充電当たりの航続距離の延長が課題となっているほか、同年 4 月にはこのうちの 1

台が江省杭州市の路上で走行中に蓄電池がある車両後部から自燃発火する事故も起きている。同市当局

はこの事故を受け、市内で運行するＥＶタクシー全 30 台の使用を即日運用停止にしている。

2.3 欧州の EV 改造動向

欧州には改造 EV を支援する団体や NPO は数多くは見られないが、EV・PHEV の普及促進、啓蒙

活動を進める団体が改造 EV に関する情報提供を行う例がみられる。ドイツでは Electro Mobile が新エ

ネルギーを利用した車両に関する情報発信などを行っており、改造 EV に関する事例紹介を行うなど、

普及啓発を行う。スイスではというベルンを拠点とする E’mobile が 2010 年以降に Swiss Center 

for electric vehicles という部署を立ち上げ、ハイブリッド車及び電気自動車のフィールドでの活動を

強化している。

また近年、欧州各国ではメーカーによる新車 EV の開発に加え、改造 EV の開発が活発化している。

この背景として、欧州において小回りが効くコンバート EV によるモビリティ改革が地方都市から中央

へ徐々に波及しつつあること、また国や自治体主体の大規模なカーシェアリング導入や EV・PHEV の

導入・普及促進が挙げられる。EV・PHEV 導入・普及を加速するために法的整備やインフラ整備が進

む中、新車の EV と比較して価格が抑えられる改造 EV に対する期待と関心は高まりつつある。

さらに、近年、市場が急激に加速しつつある中国市場を見据え、改造 EV の開発に注力する企業も増加

している。
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図 2.18 プラス E コンセプトの

エンジンルーム（上）と外観（下）
（出典：Response 2012.3.6）

表 2.6 欧州各国ので製造・販売される改造 EV・PHEV 例

国名 ドイツ イギリス

メーカー

車 種

ダイムラー・クライスラー

スマート ebike

モーガンモーターカンパニー

プラス E コンセプト

写 真

生産開始時期 2012 年末 2013 年

最高速度

航続距離

45km/h

-

185km/h

193km

国 名 イタリア フランス

メーカー

車 種

カロッツェリア ピニンファリーナ

カンビアーノ

ベンチュリ
パワード by ベンチュリ

写 真

生産開始時期 未定

最高速度

航続距離

275km/h

205km

110km/h

500km

出典：各種資料を基に㈱ユニバーサルエネルギー研究所が作成

【 改造 EV・PHEV 製造・開発企業 】

① ドイツ ダイムラー・クライスラー

スマートをベースとしたスマート EV を展開するダイムラー・クライスラーは 2012 年ジュネーブモ

ーターショーに特別仕様のスマート EV と併せて出展し、併せて電動自転車「スマート ebike」を公開

した。 前輪には 4 ピストンブレーキシステムを奢るほか、マットブラックの 4 本スポークホイールは

カーボン製としている。最高速は 45km/h。2012 年末の販売を予定する。

図 2.17 スマート ebike
           （出典：Car Watch）

② イギリス モーガンモーターカンパニー

モーガン社は 1908 年、ハリーHFS モーガン氏によって英国ウスタ

ー州に設立したスポーツカーを少量生産する企業である。ガソリンエン

ジン搭載の「プラス 8」に Zytek 製の EV パワートレインを移植したコ

ンセプトカーである「プラス E コンセプト」を展開し、2012 年ジュネ

ーブモーターショーにも出展している。

【プラス E コンセプト】

モーター：最大出力 160ps 最大トルク 38.7kgm

バッテリー：リチウムイオンバッテリー

最高時速：185km/h

1 充電航続距離：193km
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図 2.22 250 台の納車を達成した
パワード by ベンチュリ

（出典：Response 2011 年 6 月 24 日）

③  イタリア Wired Itaria

1982 年に倒産したデロリアン社が、現存する部品から車の生産を行なうス

タイルで 2007 年から生産を再開。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

の欧州公開 25 周年を記念して、Wired イタリアが企画によるオール電化仕

様『DeLorean DMC-12』の製作プロジェクトを進めている。
図 2.19 EV へ改造中のデロリアン

（出典：情報サイトＧＩＺＭＯＤＯ）

④ イタリア カロッツェリア ピニンファリーナ

カロッツェリア ピニンファリーナが開発するカンビアーノは、スポーツサ

ルーンとクーペを融合したモデルであり、バッテリー（二次電池）の残量が

少なくなると、発電専用の小排気量ディーゼルエンジンが始動。バッテリー

を充電すると同時に、ジェネレーターを回して発電し、モーターに電力を供

給する。これにより、最大航続可能距離は 800km 以上へと伸びる。

図 2.20 カンビアーノ  
（出典：Response 2012.3.8）

⑤ スウェーデン EV Adapt

スウェーデンの EV Adapt は主なマーケットをスウェーデン、

ノルウェー、フィンランド、デンマークを主要マーケットとし、

2010 年より、車両改造メーカーの AutoAdapt と協力して一般

的な乗用車の改造 EV を低価格で提供できるよ改造工程の工業化

図っている。

  図 2.21 フィアットを改造した EV
（出典：ＥＶ情報サイト EV WORLD）

⑥ フランス ベンチュリ

革新的な電気自動車のデザインに特化する自動車メーカーで、電気スポーツカーから都市型小型

自動車や SUV に至るまで、さまざまなデザインを行いう。2010 年にはフランスに電気自動車用

の工場を稼動、北米拠点では電気駆動分野における最先端技術の開発を開始している。

   シトロエンの小型商用車『ベルリンゴ・ファースト』をベースとした EV（電気自動車）『パワー

ド by ベンチュリ』は、仏郵便局 ラ・ポストに 250 台が納車されている。

同車種はパリ、リヨン、マルセイユ、ニース、ストラスブール、レンヌ、リール、グルノーブル、

クレルモンフェラン、リモージュ、ポー、カンペールの 13 都市に配属予定であり、ル・マン近郊

のソレムに竣工した EV 専用工場 MVE で生産されたものでる。同工場ではプジョーのパートナー

オリジンをベースにした EV も製造しており、併せて 500 台以上を市場に投入している。                    

【パワード by ベンチュリ】

車両寸法：全長 3598×全幅 1630×全高 1465mm

電池容量 ：70.5kWh

モータ  ：最高出力 21kW 最大トルク 180Nm

バッテリー：ナトリウムニッケル塩化物電池

1 充電航続距離：500km（充電時間 5 時間）
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3. 一般ユーザー及び EV ユーザーに対する改造 EV に関するアンケート調査

改造ＥＶに求められるスペック（機能）・価格やニーズに関するアンケート調査を、一般の参加者を対

象とするイベント会場と、自治体関係者や EV・PHV 関連メーカー、充電インフラメーカー、今後充電

インフラの設置が予想される不動産デベロッパーや駐車場関係者などを対象にしたイベント会場におい

て１回ずつ（計２回）実施し、両イベントへの参加者の改造ＥＶに対する意識・認識の違いについて分

析を行った。

【実施概要】

第１回目のアンケート調査は、2012 年 1 月 18 日～20 日に東京ビッグサイトにて開催された「第

４回国際カーエレクトロニクス技術展（カーエレ JAPAN）・第３回 EV・HEV 駆動システム技術展（EV 

JAPAN）会場内にて実施したものである。本イベントは、一般参加者を対象に開催されたものである。

第２回目は、2012 年 2 月 16 日に横浜市内にて開催された「EV・PHV タウンシンポジウム」におい

て実施し、各々異なる内容でアンケート調査をおこなった（アンケート用紙を巻末の参考資料 1・2 と

して示す）。本シンポジウムには、自治体関係者や EV・PHV 関連メーカー、充電インフラメーカー、

今後充電インフラの設置が予想される不動産デベロッパーや駐車場関係者などが参加していた。

各アンケート実施による有効回答人数は、下表のとおりであった。

表 3.1 アンケート有効回答人数

アンケート
有効回答人数

（人）
実施会場 実施日

第１回

東京ビッグサイトイベント会場
317 カーエレ JAPAN 2012/1/18-20

第２回

EV・PHV タウンシンポジウム会場
121 EV・PHV タウンシンポジウム 2012/2/16

合計有効回答人数（人） 438（人）

【アンケート内容】

第１回と第 2 回ではアンケート実施方法ならびに質問項目は異なるが、いずれの場合にも改造ＥＶ

の用途、求めるスペック（用途に応じた航続距離、冷暖房の必要性、スペックの明確化）、レンタルや

購入、改造にかかるコスト、また改造ＥＶの利用方法（買い取り・レンタカー・地域を限定した関係

者のみの利用・特定メンバーのカーシェアリングなど）等に関する質問を行った。

3.1 改造 EV に関するアンケート調査（第１回 カーエレ JAPAN 展示会場）

（１）単純集計結果

以下に、東京ビッグサイトにおけるイベント会場で実施した第１回アンケートの単純集計結果を示す。
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問 1－1．あなたが普段使っているクルマは、どの様なタイプですか？

図 3.1 普段使っているクルマのタイプ

回答者が普段使用しているクルマはエンジン車が全体の 86%を占め、ハイブリッド車（以下 HV）は

9%、電気自動車（以下 EV）はわずか 1％にとどまった。エンジン車と HV、またはエンジン車と EV

の両方を使っているという回答も 3 件得られ、エンジン車と EV または HV など複数台を所有するユー

ザーは用途によって車を使い分けていると考えられる。

問 1－2．あなたは、これまでに EV もしくは PHV に乗車（同乗も含む）されたことはありますか？

図 3.2 EV・PHV の乗車経験

EV または PHV を運転したことがある（40%）・同乗したことがある（19%）、と回答した人は

合計 59％で、全体の半数を超えた。

前の質問で HV 所有者（9%）と EV 所有者（1％）が合わせて全体の１割にとどまっていたのに対

し、約６割の人が EV・PHEV に乗車経験があると回答していることから、実際に所有する人は少ない

ものの、EV・PHEV そのものがかなり高い関心を得ていることが窺われる。
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問 2－1．もし改造 EV を使うとしたら、どの様に使いますか？（複数回答可）

図 3.3 改造 EV を使用する場合の用途

改造 EV の用途は、通勤・通学、観光地やレジャー、自宅送迎、買い物など、多くの人がプライベー

トな利用を考えていることがわかる。業務での利用を検討する人は少ないが、プライベートでの使用と

「業務での運搬」「個別事務所敷地内」といった業務での用途など、プライベートと仕事の双方での利

用をイメージする回答も見受けられ、改造 EV の利用にあたっては複数の用途をイメージしている人が

多い。このことは、有効回答人数 317 人に対し、有効回答数は 486 件であることからも推察される。

問 2－2．改造 EV の費用が 100 万円程度と仮定した場合について、それぞれ該当する項目に○印を付

けて下さい。

図 3.4 改造 EV の費用が 100 万円程度と仮定した場合の購入希望の有無
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改造 EV の費用が 100 万円程度の場合、購入しないと回答した人は全体の 57%を占める。一方、

18％の人が購入したいと回答しており、約 5 人に１人程度は購入に意欲的である傾向がみられた。

問 2－3．改造 EV を購入もしくは、改造依頼する場合、重要と思われる項目全てに○印を付けて下さい（複

数回答可）。

図 3.5 改造 EV を購入もしくは改造依頼する場合に重要と考える項目（複数回答可）

改造 EV の購入・改造依頼にあたって最も重要視されているのは用途に応じた航続距離が満たされて

いる事、次いで価格であった。

航続距離への関心については、前項までの回答結果から、多くのユーザーが改造 EV を複数の用途で

併用することをイメージしていることからも、十分な航続距離が見込めるかどうかという点が重要視さ

れていることが窺われる。また、改造 EV の費用が 100 万円程度と仮定した場合の購入希望者が２割

に満たなかったことからも、購入または改造費用 100 万円という価格が高いとの認識を受けているこ

とを表しているといえる。

一方、十分な安全性や車としての基本性能を重要視する声も多く、これらは既存のガソリン車と比較

して安全性・利便性の両面において同程度の水準を満たすものであることを求められていると考えられ

る。
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問 2－3a．期待する航続可能距離は？

図 3.6 改造 EV に期待する航続可能距離

前設問で最も重要視された航続距離について、およそ 9 割の人が 80km 以上を希望している。80km

未満でもよいと回答した人は 13％にとどまり、51％の人が 150km 以上を希望していることからも、

複数の用途で改造 EV を使用する場合には、ガソリン車とほぼ同じ水準の航続距離がないと不安がある

と感じている人が多い。

一般には、車の利用は一日数十キロ程度の短距離利用がその多くを占めることが統計的にも示されて

いる。しかしながら、購入または所有している車を改造するという場合には、比較的稀な長距離移動に

も耐えうる航続距離やスペックをを希望する傾向を反映しているものと考えられる。

図 3.7 EV への改造依頼の可能性

現在所有しているクルマを EV に改造を依頼する可能性について、EV の改造を依頼する、と答えた

人は全体の 22%で、「100 万円程度なら（新規に）購入する」と答えた人（問 2-2 １８％）よりも

やや多かった。しかしながら改造を希望する人は購入を希望すると回答した人とほぼ同じ約 2 割程度に
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とどまっており、全体の約半数は依頼しないと回答していることから、所有するクルマの改造に対する

抵抗は大きいことが窺われる。

また、ここでは改造費用については特に金額を明示していないことから、次の設問において改造にあ

たっての希望価格の目安を質問した。

問 2－3b．希望する値段は？

図 3.8 EV への改造の費用もしくは購入の希望金額

所有するクルマを EV に改造する際の改造費用については、50 万円未満という回答が半数を占め、

97％の人が 100 万以下を希望した。

「100 万円程度なら（新規に）購入しない」と答えた人（問 2-2 57％）の結果と照らし合わせて

も、100 万円という購入費用ないしは改造費用は高すぎるとの認識が強く窺われる。仮に改造の場合で

も 50 万円未満に抑えたいという傾向がみられる。

図 3.9 EV の自主改造の可能性
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一般に、専門業者に依頼する場合よりも低価格で改造可能な印象が強い自主改造であるが、自分で改

造する可能性があると回答した人は 12%にとどまっている。68％の人が自分で改造する可能性はない

と回答しており、クルマの改造については専門業者への依頼が一般的であるとの認識が強い。

この理由としては、技術的な不安や情報の不足によるものも考えらるものの、問 2-3 において十分な

安全性や車としての基本性能を重要視する声も多く挙げられたことからも、安全性については航続距離

や価格とは別に重要視されていると捉えられる。

問 2－4．「改造 EV」の将来性・展望について、該当する項目に○印を付けてください（複数回答可）。

図 3.10 改造 EV の将来性・展望（複数回答可）

改造 EV の将来性や展望については、「有望」と答えた人が全体の 27％、「興味がある」と答えた人

が 31％で、改造 EV に良いのイメージを持つ意見が過半数を占めた。一方で、量産車で十分との回答

も 24%にのぼり、関心はあっても必要性を感じていない傾向も見受けられる。

その他の回答としては、「改造した後のメーカーの保証が心配」「EV を所有しているが、改造ではな

く新規 EV を使うべき」「国の安全基準や制度を明確にして対応することが必要」といった、安全面や改

造後の保証についての不安を挙げる人が多かった。

また、「有望」「興味がある」と「乗らない」「量産車で十分」の双方に回答する人も見受けられ、その

理由として、関心はあるものの「“改造”というネーミングはイメージが良くない」という意見が複数寄

せられた。

（２）クロス集計結果

前項の単純集計結果を踏まえ、EV・PHV の乗車・同乗経験があると回答した人と、ないと回答した

人の改造 EV の希望用途に差があるかどうかを下図に示す。
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図 3.11 EV・PHV の乗車・同乗経験別にみた改造 EV の希望用途の比較（複数回答可）

EV・PHV の乗車・同乗経験がある人は、通勤・通学や買い物など、日常的に利用したいと考える傾

向がやや強くみられる。一方、観光地やレジャーで使いたいと回答した人は EV・PHV の乗車・同乗経

験のない人の方が多く、実際に乗車したことがある人とない人とでは、希望する用途に差がみられた。

図 3.12 EV・PHV の乗車・同乗経験別にみた改造 EV の購入意欲の比較

次に、上図（図 3.12）に示すように EV・PHV の乗車・同乗経験がある人とない人の改造 EV の購

入意欲を比較したところ、乗車・同乗経験の有無にかかわらず、いずれも半数以上の人が購入しないと

答えている。購入したいと回答した人の割合は乗車・同乗経験の有無にかかわらず２割弱でほぼ同じで

あった。このことから、実際に EV・PHV の乗車・同乗経験の有無にかかわらず、自身が購入するには、

他の問題が存在することが窺える。

また、自分が所有している車の EV への改造を依頼する可能性があるかどうか（図 3.13）に関する
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回答結果を図 3.12 の購入の可否と比較すると、「改造依頼したい（65 人）」が「購入したい（53 人）」

よりもやや多く、「依頼しない（159 人）」が「購入しない（173 人）」よりも少ないことが読み取れる。

このことは、事業者が製造する改造 EV を購入するのではなく、自身の所有する車両などを EV に改造

依頼することの方が一般的な理解と受け止めることができる。この傾向は、乗車・同乗経験の有無にか

かわらず同じであることから、改造 EV は依頼者のオーダーによるものと認識されている可能性が窺え

る。

図 3.13 EV・PHV の乗車・同乗経験別にみた改造 EV の改造依頼の可能性

さらに、下図 3.14 に示した自主改造の可能性については、同乗経験の有無にかかわらずほとんどの

人が改造は行わないと回答している。自分が所有する車を改造する場合には、専門業者に依頼すると言

う考えが一般的であることが窺われる。

図 3.14 EV・PHV の乗車・同乗経験別にみた自主改造の可能性
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  次に、図 3.15 に改造 EV への期待度についても、EV・PHV の乗車経験別の傾向を示した。

図 3.15 EV・PHV の乗車経験別にみた改造 EV への期待度（複数回答可）

対象設問の回答者 283 名のうち 171 名、約 61%の人が改造 EV 車に対し「有望（78 人）」「興味

がある（93 人）」とプラスのイメージを持っており、「乗らない（38%）」と答えた人は 12％と低かっ

た。特に、EV・PHV の乗車・同乗経験がない人のうち約４割と最も回答が多かったのは「興味がある」

となっており、乗車・同乗経験のある人では「有望」との回答が最多（30%）であった。一方で、乗車・

同乗経験がある人は量産車で十分と答えた割合も多く、実際に乗ってみて大きなメリットを感じなかっ

た事も窺える。以上のことから、乗車・同乗経験によって現状では改造 EV 車にメリットを大きく感じ

ることはできないものの、将来的には有望であるとの認識である人が多く、改造 EV 車に対する評価は

決して低くはないと言える。

改造 EV に期待を持つ意見として、肯定的な「有望」と「興味がある」と回答した人の中で、改造 EV

で想定する使用・用途に関して下図 3.16 に示した。

回答の選択肢の順位としては、１位が「通勤・通学」で２位「観光地やレジャー」となり、３位と４

位は拮抗して「送迎」「買い物」と言う結果であった。このことから、改造 EV が有望である・興味があ

ると考えている人は、改造 EV 車の用途を事業目的ではなくプライベートな用途に使用したいと考える

人が多いことがわかる。ただしこの結果は、車を日常的に事業で使用している人がそれほど多くないこ

とが背景にあるとも考えられる。
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図 3.16 改造 EV 車への期待度と使用用途（複数回答可）

下図 3.17 では、改造 EV 車に対する期待度と購入の可能性の相関関係を示した。改造 EV を「有

望」もしくは「興味がある」と捉えている人の中でも約７割の人は「購入しない」または「不明」で

あるものの、30%弱は「購入したい」との意思があることが判明した。

図 3.17 改造 EV 車への期待度と購入の可能性

  一次集計の結果（図 3.4）において、改造 EV を購入したいと答えた人は全体の 18％に過ぎなか
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る（48 人）」の合計（76 人）の割合は 49%と約半数の人が、肯定的な意見を持っていることが解る。

また、不明と回答した人（81 人）のうち、改造 EV を有望と評価したり、関心を持ったりする人の

割合は７割弱とさらに多くみられた。

EV・PHV の乗車経験別にみた改造 EV への期待度からも、乗車・同乗経験のある人からは将来的

には有望であるとの認識を多く得ており、改造 EV 車に対する評価は決して低くはないと言えること

から、今後、航続距離の延長や改造 EV の購入費用または改造費用の低価格化といった課題解決と併

せて、用途にあわせた適正な航続距離と安全性に対する認識を広く普及・啓発することが、改造 EV

に対する評価向上と普及促進につながると期待される。

3.2 改造 EV に関するアンケート調査（第２回 EV・PHV タウンシンポジウム会場）

【EV ユーザーへのアンケート調査の集計結果：単純集計】

図 3.18 回答者の性別と年齢構成

EV・PHV に関連する自治体関係者やメーカー、および周辺メーカーや業者が参加するシンポジウム

でおこなわれたアンケートのため、回答者はほとんどが男性で、年齢も 40～50 代で 70％を超えると

いう構成になった。
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第２回目アンケート会場での回答者のうち約半数の 55 人が、個人または所属組織で所有しているこ

とから、比較的 EV・PHV に接する機会は多いものと推測される。しかしながら EV・PHV を個人で

所有していると回答した人は３名と極めて少なく、ほとんどが企業や団体での所有である。

図 3.20 EV・PHV をどのように利用したことがあるか（複数回答可）

121 名中、20％近い人がレンタカーとして EV・PHV を利用したことがあると答えた。その他を選

んだ人は、試乗会での乗車経験という回答が多かった。

図 3.21 EV・PHV の将来性（複数回答可）

回答者に複数回答方式で EV・PHV の将来性・展望について尋ねた結果によると、「有望（31 人）」

「興味がある（34 人）」と回答した人は合計で 65 人（46%）であり、「乗らない（15 人）」「量産車

で十分（46 人）」と答えた人（61 人・42%）と、ほぼ同数であった。これらの結果から、既存のガソ

リン車から直ぐに EV・PHV に転換する状況ではないものの、コスト面や航続距離、充電設備などの面

で課題が解消されていけば、期待と相まって普及する可能性はあるものと考えられる。
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4. 改造 EV に関連する法律・制度の調査

4.1 国内の改造 EV に関する法律・制度

平成 23 年度に、国内では以下のような改造 EV に関する補助制度が地方自治体により行われた。

（1）三重県 コンバートＥＶ・次世代自動車関連部品等の開発・試作に関する補助金

「コンバートＥＶ・次世代自動車関連部品等の開発・試作に関する補助金（成長分野関連製品等

試作補助金）」の交付先を以下のとおり決定した。

① 事業者及び補助事業の内容

   ・株式会社マークコーポレーション

    信頼性と操縦安定性に優れた「売れる」コンバートＥＶの開発

   ・藤和電子株式会社

    コンバートＥＶ・次世代自動車に適した汎用性の高いＬＥＤヘッドライト等の開発

   ・三重金属工業株式会社

    高機能樹脂を活用した軽量なサスペンション部品の試作と量産化技術の開発

   ・松本産業有限会社

    新たなＰＭＭＡ樹脂溶着技術による自動車外装部品の開発

   ・株式会社ハツメック

    ＥＶ搭載モーター等のコネクタ部品の新たなめっき処理の開発

② 事業の概要

本事業は、今後、市場が急速に拡大する可能性が高いコンバートＥＶを含む次世代自動車の関

連部品・材料等の製品プロトタイプ（顧客に提案できるレベルの試作品）の開発・試作の費用の

一部を補助することで、次世代自動車関連産業に対応・新規参入しようとする企業の取組を加速

させ、売上額の増加や雇用維持拡大につなげることを目的とする。

（2）大阪府 「大阪産 EV 開発プロジェクト」助成金

  【募集概要】

① 公募対象者

・現在、事業を行っていない方で、大阪府内において創業を予定されている方

・大阪府内に主たる事業所等を有する中小企業者又は中小企業者のグループ

② 公募対象事業

・EV 及び EV 関連部品の試作品等の開発

・それに伴う新規市場開発など

③ 助成内容

・助成額：上限１，０００万円

・助成率：助成対象経費の３分の２に相当する額以内

・助成期間：交付決定の通知を受け取った日から平成 24 年 3 月 31 日まで

④ 審査方法

広域支援機関である公立大学法人大阪府立大学 EV 開発研究センターにおいて、専門家による

申請内容確認等を行った後、財団法人大阪産業振興機構に設置したおおさか地域創造ファンド

事業専門委員会（7 月 1 日（金曜日）予定）及び審査委員会（7 月 6 日（水曜日）予定）にお

いて審査を行い、7 月下旬頃（予定）に助成対象事業を採択する。
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4.2 海外の改造 EV に関する法律・制度

（１）米国における制度・法律

米国エネルギー省は、1988 年の代替燃料自動車法への対応の一環として、1991 年より代替燃

料・高度自動車データセンター（The Alternative Fuels and Advanced Vehicles Data Center : 

AFDC）をホームページ上に設けており、高度な交通技術に関する包括的な情報を提供している。そ

のサイトでは、改造車に対する規制や一般情報なども記載している。以下は、主に EV・PHV 改造に

関わる規制についての抜粋である。

①改造車全般について

米国において、全ての自動車、エンジンの改造は、環境保護庁

（EPA）、高速道路交通安全局 （NHTSA）、州の関係省庁、例えば

カリフォルニア大気資源局（CARB）などによって定められた基準

を満たさなければならない。

②排気規制

改造自動車においても、クリーンエア法に基づき、自動車排

気を規制する EPA の規制に準拠する。まず改造する自動車とエ

ンジンは、製造元において該当する排気規制に準拠していることが認可されたものでなくてはなら

ないとしている。また、自動車やエンジン改造の結果、その排気量が、増加してはならないことと

している。クリーンエア法では、いかなる者にも、認可を受けた自動車やエンジンに設置されたい

かなる機器や部品を取り外すなど、動作不能にすることを禁じている。これらの行為は、不正行為、

多大なる罰金を伴う違法行為とみなされる。PHEV への改造においても、EPA や CARB からの認

可を必要とする。しかし、EV においては、EPA や CARB からの認可を必要としない。

③安全規制

重量の重いバッテリーの追加や、車体の重力の中心や最大積載量、

取扱いの変更を伴う追加をした燃料タンクを必要とする自動車の改

造は、米連邦自動車安全基準（FMVSS）や NHTSA の規制に準拠

し、安全衝突試験を行い、認可を受ける必要があるものもある。

EV 改造車においては、総重量 10,000 パウンド以下で、48V 以上

の電気を使い、時速 25 マイル以上の最大速度を持つ場合は、米連

邦自動車安全基準 305 の「電動自動車：電解液漏れ、感電防止」に

準拠しなければならない。

④EPA 規制準拠の立証

全ての製造者は、EPA の規制に準拠した自動車またはエンジンの改造であることを立証しなくて

はならない。改造した自動車やエンジンの年数によって、必要とされる試験、提示方法が異なる。

改造を行う自動車所有者やフリート管理者は、製造元または、認可をうけた者に改造を依頼しなけ

ればならない。実際の改造作業は、関係する排気関連の認可と改造許可を持ち、さらに、製造元か

ら認可をうけた技術者によって行われなくてはならない。改造したい自動車やエンジンに対して、

図 4.1 プラグインハイブリッド車
（出典：米国エネルギー省ＨＰ）

図 4.2 電気自動車
（出典：米国エネルギー省ＨＰ）
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認可や改造許可がない場合、製造者は、その自動車やエンジンに対して認可を受けなければならな

い。

⑤補助金制度

米国では、連邦政府、またいくつかの州政府において、改造 EV に対する補助制度を提供してい

る。

●連邦政府補助制度

プラグイン改造控除：2011 年 12 月 31 日まで、プラグイン改造車に対して、コストの 10%

相当（最大$4,000）の控除を適用する。（米国復興再投資法 2009）

●州政府補助制度

表 4.1 米国種政府 EV 改造及び EV 関係の補助制度

州 名
EV 改造

税控除最大額

EV 改造

費用に対する

比率

EV・PHEV

税控除最大額

EV・PHEV

リベート・

所得税メリット

インフラ

補助制度

コロラド ＄6,000 ＄6,000 ✔ ✔

ジョージア $2,500 10%以下 ＄5,000 ✔ ✔

イリノイ $4,000 80%まで ＄4,000 ✔ ✔

ルイジアナ 50%相当 ＄3,000 ✔ ✔

モンタナ $500/$1,000 50%まで ＄500

オクラホマ 50% ✔ ✔

オレゴン $1,500/$5,000 ＄5,000 ✔ ✔

サウスカロライナ ＄1,500 ✔ ✔

ユタ $2,500 50% ＄2,500 ✔

ウエストバージニア 50% ＄7,500 ✔ ✔

（出典：米国エネルギー省発表のデータを元に(株)ユニバーサルエネルギー研究所が作成）

 コロラド州

2015 年まで、PHEV と PHEV 改造、EV、EV 改造車、水素に対して、最大$6,000 の控除を

提供。

 ジョージア州

代替燃料のみで走り、低排出量自動車基準を満たすものへの改造に、改造費用の 10%以下、ま

たは、$2,500 の税控除を適用。

 イリノイ州

プレミアム料または改造費用の 80%、最大$4,000 までを負担。

 ルイジアナ州

代替燃料で稼働する自動車への改造コストの 50%に相当する所得税控除を提供。代替燃料は、

圧縮天然ガス、液化天然ガス、液化石油ガス、液化プロパンガス、バイオ燃料、バイオディーゼル、

メタノール、エタノール、電気、連邦政府クリーンエア基準を満たす、または超えるその他の燃料。

（Alternative Fuel Vehicle (AFV) and Fueling Infrastructure Tax Credit）



(株)ユニバーサルエネルギー研究所           87

 モンタナ州

代替燃料を使って稼働する自動車への改造かかる部品と人件費の 50%までの所得税控除を提供

する。対象となる代替燃料は、圧縮または液化天然ガス、液化石油ガス、液化プロパンガス、水素、

電気、最低 85%のエタノールまたはメタノールを含む燃料である。最高控除額は、10,000 パウ

ンド以下の総車両重量（GVWR）の改造車は$500、10,000 パウンドを超えるものは$1,000。

代替燃料販売車は、代替燃料販売に使用している自動車を改造したものに対しては控除を受けるこ

とができない。

（Alternative Fuel Vehicle (AFV) Conversion Tax Credit． Montana Code annotated 

15-30-2320）

 オクラホマ州

2015 年 1 月 1 日以前の代替燃料自動車の新規購入または代替燃料で稼働する自動車への改造

コストの 50%に対して所得税控除を一度だけ適用する。改造に関して使われる部品は新品であり、

以前に自動車改造などに使用されていないものに限る。対象となる代替燃料は、圧縮天然ガス、液

化天然ガス、液化石油ガス、水素燃料電池、電気である。（Alternative Fuel Vehicle (AFV) Tax 

Credit. Reference House Bill 3024, 2010, and Oklahoma Statutes 68-2357.22)

 オレゴン州

改造車または、PHV の購入費用に対して$5,000 までクレジットを提供。BEV への改造または

購入に対しては、最大$1,500 のクレジット提供。

 ユタ州

プロパン、天然ガス、または電気を含むクリーン燃料を使って稼働する自動車への改造コストの

50%の控除を提供する。最高額は、1 台$2,500 まで。2013 年 12 月 31 日まで。（Income Tax 

Credit for Electric Vehicle Purchase.  Reference Utah Code 19-1-402, 59-7-605, and 

59-10-1009）

 ワシントン州

州政府機関、公立学区域、公共ユーティリティ地域、州政党は、業務の使用で PHEV または EV

の購入、または既存車のそれらへ改造するプロジェクトに対して、補助金を交付する。

（2011 年 3 月で終了）(Reference Revised Code of Washington 43.325.110)

 ウエストバージニア州

2021 年 12 月 31 日まで、自動車購入費用の 35%、または、改造費用の 50%、26,000 ポ

ンド以下の自動車は$7,500 まで、26,000 ポンド以上の自動車は$25,000 までの所得税控除。

⑥復興再投資法 2009 年における EV 関係の補助制度

米国復興再投資法 2009 年のエネルギー対策

2009 年 4 月：FS-2009-10 (セクション 1142, 5/13/09 改訂*)

米国復興再投資法 2009（ARRA）、個人および企業両者にエネルギー控除を提供する。

納税者に関係する ARRA の主なエネルギー対策（抜粋）
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プラグイン電動自動車税控除（セクション 1141）

新法は、2009 年 12 月 31 日以降に購入された対象のプラグイン電動自動車に対する控除を修正

した。対象車は、新たに購入された 4 輪以上であり、総重量が 14,000 パウンド未満、少なくても

4kWh 電気を外部源から充電するバッテリを利用した駆動しなければならない。対象となるプラグ

イン電動自動車の最低控除額は、$2,500 で、 バッテリサイズにより最高額は$7,500 である。

控除の全額は、自動車メーカーが少なくても 20 万台を販売した後、メーカーの自動車に応じて減

額される。

Plug-in Electric Drive Vehicle Credit (Section 1141): The new law modifies the credit for qualified 

plug-in electric drive vehicles purchased after Dec. 31, 2009. To qualify, vehicles must be newly 

purchased, have four or more wheels, have a gross vehicle weight rating of less than 14,000 pounds, 

and draw propulsion using a battery with at least four kilowatt hours that can be recharged from an 

external source of electricity. The minimum amount of the credit for qualified plug-in electric drive 

vehicles is $2,500 and the credit tops out at $7,500, depending on the battery capacity. The full 

amount of the credit will be reduced with respect to a manufacturer's vehicles after the manufacturer 

has sold at least 200,000 vehicles.

プラグイン電気自動車税控除（セクション 1142）

新法は、また、2 種類のプラグイン自動車―特定の低速電気自動車と 2 輪または 3 輪自動車の特別

税控除を設ける。控除額は、2009 年 2 月 17 日より後、2012 年 1 月 1 日より前に購入された

自動車のコストの 10%で、最高額は$2,500 である。対象車は、4kWh 以上の容量のバッテリか

ら電気を得る電気モーターによって駆動する低速自動車か 2.5kWh の容量のバッテリから電気を

得る電気モーターで推進する 2 輪または 3 輪車でなければならない。納税者は、プラグイン電気自

動車控除の対象であっても、この控除を申請しなくてもよい。

Plug-In Electric Vehicle Credit (Section 1142): 
The new law also creates a special tax credit for two types of plug-in vehicles ― certain low-speed 

electric vehicles and two- or three-wheeled vehicles. The amount of the credit is 10 percent of the cost 

of the vehicle, up to a maximum credit of $2,500 for purchases made after Feb. 17, 2009, and before 

Jan. 1, 2012. To qualify, a vehicle must be either a low speed vehicle propelled by an electric motor that 

draws electricity from a battery with a capacity of 4 kilowatt hours or more or be a two- or 

three-wheeled vehicle propelled by an electric motor that draws electricity from a battery with the 

capacity of 2.5 kilowatt hours. A taxpayer may not claim this credit if the plug-in electric drive vehicle 

credit is allowable.

改造キット（セクション 1143）

新法はまた、プラグイン電気自動車改造キットにも税控除を適用する。控除は、2009 年 2 月 17

日より後に、対象となるプラグイン電気駆動車に改造し、稼働する自動車コストの 10%に相当す

る。控除の最高額は、$4,000 である。控除は、2011 年 12 月 31 日以降改造されたものを対象

としない。納税者は、以前同じ自動車をハイブリッド車控除を申請していても、この控除を申請す

ることができる。

Conversion Kits (Section 1143): 
The new law also provided a tax credit for plug-in electric drive conversion kits. The credit is equal to 

10 percent of the cost of converting a vehicle to a qualified plug-in electric drive motor vehicle and 

placed in service after Feb. 17, 2009. The maximum amount of the credit is $4,000. The credit does 

not apply to conversions made after Dec. 31, 2011. A taxpayer may claim this credit even if the 

taxpayer claimed a hybrid vehicle credit for the same vehicle in an earlier year.

*米国復興再投資法のエネルギー政策の一部は、2011 年 11 月に改訂したが、EV に関するものの内容の訂正は無い。
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（2）欧州における法律・制度

①オーストリア

電気自動車の初期登録の時及び月々の車両税として徴収される燃料消費税が免除される。

ハイブリッド車を含む代替燃料車両に対する年間の手当は 800 ユーロ（約 1,120 ドル）に

相当し、2008 年 6 月 1 日から 2012 年 8 月 31 日の間に有効。

②ベルギー

ベルギー政府は、9,000 ユーロを上限として電気自動車の付加価値税を含めて購入価格の

30％の税金控除をすると発表した。プラグインハイブリッドはこの対象ではない。また、

250 ユーロを上限として外付けの充電ステーションへの投資に対する税金の40％までの免

除を行う。ワロン地域では、2011 年 12 月 31 日までに新規登録された車両に対し、別途

4,500 ユーロのエコ・ボーナスを付与する、

③チェコリパブリック

業務用に使用される電気自動車、ハイブリッドまたは代替燃料車両につき、道路税を免除

される。

④デンマーク

1985 年以降、2,000 キロ以下の電気自動車については新規登録税が免除されているが、

対象となる車種は限定されており、2009 年には 497 台のみが対象となった。新規登録税

は車両購入価格が 79,000 デンマーククローナ（13,250 ドル）以下であれば 105%、

79,000 デンマーククローナ以上であれば 180％である。EVS に対し、市内には無料の駐

車スペースが認められているが、ハイブリッド電気自動車はこの対象ではない。

⑤フランス

5,000 ユーロを上限とした等級別料率制度が二酸化炭素排気量 60g/km 以下の電気自動

車やハイブリッド車の新車購入の際に認められている。二酸化炭素排気量 125g/km 以下の

ハイブリッド車や自然ガス車に関しては、2,000 ユーロを上限として認められる。当補助金

は付加価値税及びバッテリーを借用していた場合の費用を含む車両購入価格の 20％を超え

ることはない。制度は 2012 年中の購入まで対象。

⑥ドイツ

電気自動車及びハイブリッド車は初期登録から 5 年間の流通税が免除される。2010 年 5

月、ドイツ政府は、電気自動車の売り上げに対してではなく電気交通機器の開発を対象に援

助を行うことを発表した。

⑦ギリシャ

電気自動車及びハイブリッド車は登録税が免除される。

⑧アイルランド

アイルランド政府は電気自動車の購入に当たり、5,000 ユーロの補助金を提供している。

また、電気自動車及びハイブリッド車の登録税は 2,500 ユーロを上限とする減税が 2010

年 12 月 31 日まで認められている。

⑨イタリア

電気自動車の初期登録から 5 年間の流通税及び保有税が免税となる。EV の補助は、同等

のガソリン車に適用された税率の 75%程度の減税となる。
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⑩ルクセンブルグ

二酸化炭素排気量 60g/km 以下の電気自動車及びその他の車両購入者は 2011 年 12 月

31 日まで 3,000 ユーロの補助金を受け取ることができる。対象になる為には、所有者は再

生可能エネルギーによる電気を購入することに同意する必要がある。

⑪オランダ

電気自動車購入に関して直接的な補助はないが、道路税や登録料の免除などのインセンテ

ィブがあり、４年以上の個人所有者にとっては 5,324 ユーロの、5 年以上の法人所有者に

とっては 19,000 ユーロの免税になる。その他のハイブリッド車を含む車両については、排

気量がディーゼル車なら 95g/km 以下、ガソリン車なら 110g/km 以下であればこれらの

免除が受けられる。購入者は、場所によっては 10 年にも待機が及ぶアムステルダム市内の

駐車場への利用が認められる。

⑫ノルウェー

電気自動車については、消費税を含む全ての車両に関する経常外費用が免除される。また、

年間道路税、駐車料金、交通料金も免除され、バスレーンの使用が可能である。

⑬ポルトガル

国内で販売された最初の 5,000 台に対し、5,000 ユーロの政府補助金を出すことを発表

した。追加で、消費者が中古車を電気自動車購入の際の下取りとした場合には 1,500 ユー

ロの補助がされる。また、登録税も免除される。

⑭ルーマニア

電気自動車購入の 25％以下もしくは 5,000 ユーロ以下が補助として与えられる。エコカ

ー買い替え補助金として、2011 年現在は所有している中古車の引換に、5,000 ユーロ以

上になる 6 枚の交換券を受け取ることが可能である。

⑮スペイン

2011 年 5 月に、政府が電気自動車促進のために 7,200 万ユーロ（10,300 万ドル）を

承認した。補助は一台につき購入価格の課税前の 25％を上限とし、6,000 ユーロを上限と

する。また、車両のタイプによるが、15,000 ユーロか 30,000 ユーロを上限としてバス

やバンなどの電気自動車についても購入価格の 25％を補助する。いくつかの地域自治体は

ハイブリッドを含めた再生可能燃料車両の購入について補助を行っている。アラゴン・アス

トゥリアス・バレアレス・マドリッド・ナヴァラ・ヴァレンシア・カスティーララマンチャ・

ムルシア・カスティーライレオンでは電気自動車は 6,000 ユーロ、ハイブリッド車は 2,000

ユーロの税金補助がある。

⑯スウェーデン

2011 年 9 月、50g/km 以下の二酸化炭素排気量のエコカーや電気自動車の購入に当た

り、2012 年 1 月から開始する 2,000 万クローナの補助金プログラムを承認した。また、

120g/km 以下の二酸化炭素排気量のハイブリッド車及び 100km 当たり 37kWh の熱量

の電気自動車の所有者に対して、初期登録から 5 年間は年間流通税を免除する。さらに、電

気自動車及びハイブリッド両者に対して、同等タイプのディーゼル車やガソリン車と比較す

ると、所得税は 40％削減される。なお、課税対象の減額は年間 16,000 クローナを上限と

する。

⑰イギリス

2011 年 1 月 1 日より“Plug in car Grant”が開始した。5,000 ポンド（7,800 ドル）
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を上限としてプラグイン車を新規購入した場合には費用の 25％が購入時に補助され、個人

及び法人両者が対象となる。2009 年発足の車両廃棄計画の一部として行われ、消費者が購

入時に補助の割引を受け、製造業者が後に還付を受ける形になっている。

（3）中国における法律・制度

中国政府は 1 日、電気自動車（EV）など代替エネルギー車購入の補助制度を 5 都市で試

験的に導入すると発表した。

中国財政省ウェブサイトによると、補助金額は EV 車が最高 6 万元（約 80 万円）、プラ

グイン型ハイブリッド（HV）車が最高 5 万元（約 67 万円）で、試験導入が実施されるの

は上海（Shanghai）、長春（Changchun）、深セン（Shenzhen）、杭州（Hangzhou）、

合肥（Hefei）の 5 都市。導入の開始時期や期間は公表されていない。

           また、上記に加え 2012 年より電気自動車、燃料電池自動車及びプラグインハイブリッ

ド車について税金の免除を計画している。
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5 調査結果に関する考察

本調査を通じて改造ＥＶに関わる取り組みの実態と普及モデルに関する検討・考察を以下に整

理した。また、国内外の当該分野の活動実態を比較検討する事により今後我が国で進めるべき改

造事業の方向性と課題についても整理した。

5.1 改造ＥＶ事業の事業主体とビジネスモデルについて

事業者ならびに県庁など公的機関・研究機関へのヒアリングを通じて得られた現状実施されてい

るビジネスモデルについて大きく分けると以下の３つのパターンに分けられるものと考える。

①改造事業そのものの実施

・利用者の依頼により改造を請け負い（車両は利用者の持込みの有無の２パターンあり）、依頼

主に納入する。

  ・自らがベースとなる車両（新車もしくは中古車）を調達し、改造を行い、改造車として第三   

者に販売する。現在我が国で実施されているＥＶ改造事業は主に当該パターンである。

②改造部品の開発・製造・販売

モーター、電動アクチュエーターなど、EVコンバートに必要な部品の調達、開発・製造・販

売を行うビジネスモデル。上記改造事業を実施している企業の内、多くの企業が部品の販売事

業も実施している。

③改造方法の技術的な教習・情報提供

  ・改造実技を伴う技術的な教習を行い、改造事業の幅広い啓蒙活動を実施する。また、改造を   

行う個人や事業者に対する実車や改造部品の販売も行う。

  ・上記の改造事業・個人改造の実施に伴う、改造用設備・装置を設置し、利用者に貸し出す。

   キット部品の販売に伴う技術教習なども行われている。

上記に示す改造事業については様々な事業主体が関わっている実態が明らかになった。

まず、小規模な自動車整備事業者、板金工場（板金事業者）などが副業的にＥＶの改造を実施し

ている例が多くみられる。地方自治体の技術支援、助成を利用している例も多い。一方大学や高等

教育・研究機関において教育・研究教材としてＥＶ改造を実施している例もあり、一部には周囲の

中小改造事業者に対する技術支援・指導を行っている。また、大学発ベンチャーとして事業化を目

指した試みもみられる。

5.2 改造ＥＶの主な用途について

三菱自動車工業(株)、日産自動車(株)などの自動車メーカーの供給している量販ＥＶに対して、小

規模な工場や大学の研究室レベルで改造を行っているＥＶについては、価格・用途など大きく市場

が異なっているものと考えらえる。以下に改造ＥＶのマーケットとして考えられる利用・用途につ

いて整理する。

①特定のエリアでの業務用途：

農業利用の軽トラックや配達用の軽トラック用車両など特定のエリア内での利用を前提とした
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業務用車両でのニーズが存在している。さらに、広大な工場・敷地内での社内・構内移動用にオ

リジナルで製造するケースが存在している。

②市民の自家用利用を想定した用途：

近隣への買い物、子供の送迎を想定した「ちょい乗り」と呼ばれるような短距離用途のニーズ

が存在している。例えば超小型モビリティーの利用を想定すれば、燃料代、車検整備、車庫の確

保の面から有利である。

③公共交通の代替としての地域の移動手段としての用途：

高齢化が進んでいる地域や中山間地域など路線バスなどの公共交通機関の利用が不便である地

域において簡易な公共交通機関として利用の可能性がある。例えば、簡易型バス（10人乗り程度）、

カーシェアリング（共同での簡易ＥＶの所有と運用）のニーズが存在するものの、量販には結び

つきにくい事もあり改造ＥＶの用途として期待されている。

④クラシックカーなど趣味的なクルマの改造事業：

クラシックカーなどでは、維持・駆動させるために必要な部品が一般には入手困難である。ま

た、エンジンの修理（レストア）については高い技術とコストが必要となる。このような趣味の

用途として、EV改造により再び走行させることができる。今後この様なニーズに対し、改造事業

の請負だけに限らず、改造ノウハウの講習やキット部品の販売など、ニッチなマーケットが見込

まれる。

5.3 改造ＥＶの導入普及に向けた課題

改造ＥＶが今後我が国において普及して行くための技術的課題、制度的課題、コスト・経済的な

課題などについて、ヒアリングで得られた情報を以下に示す。

①安全性の担保と利用者の安心の確保：

   コンバージョンEVのガイドライン（電気自動車普及協議会制定）に沿った改造を行うのみ

ならず、事故時や水害時などの漏電による感電を防止する機能など、安全性を重視した取り

組みを行っている事をアピールする事により改造ＥＶの信頼を獲得することが重要である。

②改造ＥＶに掛けるコストの低減について：

   事業者が改造コストの削減を図る上で、課題は電池のコストと言われる。量販EVに搭載さ

れている電池は、我が国においては一般事業者に販売されることはなく、改造事業者は海外

製の電池の調達を余儀なくされている。これは、電池メーカーにとっては、改造事業者毎の

少ロット販売は事業性の観点から成立しにくい。今後、国内メーカーの電池の改造事業者に

対する供給体制を構築するに当たり、複数の改造事業者の資材調達を取りまとめるなどの仕

組みを構築する事によりコスト低減と国内二次電池の利用促進に繋がるものと考えられる。

③制度面に関して：

   複数の改造EV事業者から、改造EVの購入に関する補助制度（主として購入補助）の確立

を求める意見があった。改造EVの社会的意義が大きい事が明確にされた場合には、さらなる

普及のために購入補助制度に関する検討が待たれる。
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本調査において、改造 EV 事業や研究などに携わる関係者ヒアリングにより当該事業の将来性に関

する様々な意見を集約することができた。その主な論点として以下の３点があげられる。

・改造ＥＶ事業の採算性について：

多くの関係者の意見として、改造事業自体が将来大きな産業に成長する事に対する疑問が寄せ

られた。また、改造ＥＶの品質保証などについての疑問視する意見も寄せられた。

・部品調達について：

ＥＶ改造に必要な部品の多くは国内で一般に入手できるものとは限らない。また、中古車両の

改造に当たっては、国産車両であっても部品の調達は困難であるケースも多く大きな産業に成長

するためには課題も多い。また、改造用のパーツの入手が困難である事からアフターサービスに

も限界が生じ、多くの事業者が中小企業である事から技術力と共に資金的な制約も大きいと考え

られる。

・事業者の情報共有と公的支援：

   上記の事から、改造ＥＶの事業としての成立のためには事業者間の技術情報の共有化、共同で

の各種開発や調達をはじめ、公的研究機関の協力が重要であると考えられると共に、事業の実施

に際して様々な公的支援（資金供与）、改造ＥＶに対する購入補助など多面的な支援が必要な分野

であると考えられる。
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